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三重県障がい者施策年次報告書（概要） 

 

 

 「障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いな

がら共生する社会の実現」を基本理念として、平成 27年３月に策定した「みえ障がい者共

生社会づくりプラン」（計画期間：平成 27年度～29年度）の平成 28年度における取組結果

について報告します。 
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目標項目 
現状値 

(25年度) 

27年度 28年度 29年度 

実績値 実績値 目標値 

障害者差別解消法に基づく県および

市町等における職員対応要領の策定

率 

－ 30.3% 66.6% 100.0% 

市町等への障がい者虐待防止専門家

チーム派遣事案件数（累計） 
2 件 0 件 1 件 7 件 

 

平成 28年度の取組概要 

・ 平成 28 年４月１日に障がい福祉課に相談窓口を設置し、関係機関と連携しながら寄せ

られた相談に対応しました。また、相談窓口が設置されていない市町に対してその設置

を働きかけました。 

・ 平成 28 年８月に、学識経験者、当事者団体、弁護士、関係行政機関、関係福祉団体等

の代表者 29名で構成する「三重県障がい者差別解消推進協議会」を設立し、平成 28年

度中に会議を２回開催しました。会議では、相談窓口に寄せられた相談事例や障がい者

施策に関する優良事例について情報共有を行いました。 

・ 障害者差別解消法については、障害福祉サービス事業者等集団指導時での説明(平成 28

年７月に県内４会場で説明)、 県や医師会が主催者として開催する社会保険集団指導時

での医療機関への説明(平成 28 年７月から平成 29 年２月までの間に、県内９会場で説

明)、 三重県障がい者差別解消セミナーの開催（平成 28 年９月９日(金)県庁講堂にて

開催）、駅前や商業施設での街頭啓発の実施等、さまざまな機会を活用して周知を図り

ました。 

・ 新採研修や新任所属長研修において、平成 27 年度に策定した三重県職員対応要領の周

知を図るなど、取組を進めた結果、策定率が 66.6％に向上しました。また、他部局から、

行政サービスを行う際の合理的配慮の提供に関する相談があった場合に、適切に対応し

ました。 

・ 市町の虐待対応事例を基に、専門家チームの協力を得て、障害者虐待対応事例集を作成

し、市町に配付しました。 

・ 障がい者福祉施設従事者による虐待事案について、専門家チーム会議で有識者より技術

的助言をいただき、施設・事業所への指導の参考としました。 

・ 虐待防止と虐待対応に関する研修を行い、関係者の意識の醸成を行いました。研修：３

回実施（共通講義、障害福祉サービス事業所管理者等コース、市町及び障害者虐待防止

センター職員コース） 計 467人参加 

 

重点的取組１ 権利の擁護に関する取組 
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目標項目 
現状値 

(25年度) 

27年度 28年度 29年度 

実績値 実績値 目標値 

県の就労支援関係事業により一般就

労した障がい者数 
528人 654人 （調査中） 620人 

障害福祉サービス事業所から一般就

労への移行者数 
85 人 164人 （調査予定） 191人 

 

平成 28年度の取組概要 

・ 障害者優先調達推進法に基づく調達方針を策定し、県から障害者就労施設等への調達拡

大に向けて市町とともに取り組みました。（調達実績：37,018 千円） 

また、福祉的事業所へ経営コンサルタントを派遣し、作業内容、工程の見直しなど工賃

の改善を図るとともに、複数の福祉的事業所で共同して受注、品質管理等を行うことを

目的とした共同受注窓口事業を連携して実施することにより、福祉的就労の安定的な受

注及び工賃向上に取り組みました。（経営コンサルタント派遣事業所数：37 事業所、共

同受注窓口実績：62,098 千円） 

・ 障がい者の就労に関しては、障がい者雇用アドバイザーによる企業の求人開拓（13 人）

や雇用に関する支援制度の情報提供等により障がい者の就労の場の拡大に取り組みま

した。また、三重県障がい者雇用推進企業ネットワーク（登録企業数 196 社[平成 29 年

4 月 3 日現在]）については、メールマガジンの発行(毎月）により登録企業に情報提供

を行うとともに、「産・福・学」の情報交流会（２回）、企業見学会（２回）を開催し企

業間の情報交換や交流などの取組を支援しました。 

平成 28 年 6 月 1 日現在における県内の民間企業における障がい者の実雇用率は、県内

企業における障がい者の雇用が進み、初めて法定雇用率を達成し、2.04％となりました。 

・ Ｃｏｔｔｉ菜に関しては、職場実習、視察・見学の受入など従来の取組に加えて、平成

28年 12月からは障がい者雇用の理解促進や交流に関する情報発信事業としての場を活

用し、県内で働く障がい者本人からの発信をメインとして様々な方が集い交流する「ス

テップアップ大学」をスタートしました。 

・ 農林水産分野においては、一般社団法人三重県障がい者就農促進協議会と連携しながら、

農業と福祉をつなぐ人材の掘り起こしや福祉事業所における施設外就労（農作業請負）

の推進等の取組により、福祉事業所の農業参入や農業経営体の障がい者雇用を推進しま

した。 

鈴鹿市において、市内の高校、福祉事業所、木工業者と連携して木製玩具の製作につい

て検討し、実際に高校生がデザインした玩具の試作を行うことで、障がい者が作業でき

る工程を明らかにしました。 

志摩市的矢湾において、福祉事業所のカキ養殖事業への参入に係るモデル事業を実施す

るとともに、その成果を活かして志摩市内の福祉事業所が合同会社を立ち上げ、カキ養

殖業に新規に参入しました。 

重点的取組２ 障がい者雇用に関する取組 
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目標項目 
現状値 

(25年度) 

27年度 28年度 29年度 

実績値 実績値 目標値 

全国障害者スポーツ大会の団体競技

における予選会出場率 
50% 75% 83％ 100% 

 

平成 28年度の取組概要 

・ 障がい者のスポーツへの参加意欲の向上と機会の充実を図るため、三重県障がい者スポ

ーツ大会を開催（陸上：9 月 24 日・参加者 461 名、フライングディスク：5 月 21 日・

参加者 458名、ボーリング：11月 26日・参加者 267名、卓球：1月 14日・参加者 188

名）するとともに、三重県ふれあいスポレク祭を開催（6月 11日・参加者 1575名）し

ました。 

・ 全国障害者スポーツ大会「希望郷いわて大会」に選手を派遣し、個人競技ではメダル 29

個、団体競技においてはグランドソフトボールが準優勝しました。 

・ 競技別の国内スポーツ大会や他県との交流試合等への参加促進や、水泳などの初心者講

習会を開催するとともに、県全域を対象としたボッチャの交流会を新たに実施（平成 29

年 3月）しました。 

・ 平成 33年開催の第 21回全国障害者スポーツ大会（三重とこわか大会）に関しては、準

備担当者会議を経て、平成 28年 11月 9日に全国障害者スポーツ大会三重県準備委員会

を設立、計２回の委員会を開催しました。委員会では、開催基本方針や会場地選定方針

等を審議し決定しました。 

・ 障がい者スポーツ選手等の育成・強化に関しては、延べ４名の選手に対し、競技指導者、

理学療法士、義肢装具士および障がい者スポーツ医と共同で作成したプログラムを提供

し、競技力の向上を図りました。 

・ また、障がい者スポーツ指導員や障害者区分判定員の養成研修への参加、意思疎通支援

者の養成に向けたカリキュラム作成を行うとともに、県身体障害者総合福祉センターに

おいて、視覚障がい者用・車いす用の卓球台の購入や体育館の照明の改修など選手の練

習環境の改善を図りました。 

・ リオパラリンピックで活躍した選手・役員や国内大会で優勝した選手にスポーツ賞を授

与（県スポーツ栄誉大賞：１名、 県スポーツ栄誉賞：１名、県スポーツ特別奨励賞：

１名）しました。 

・ 日本身体障がい者水泳連盟、日本ボッチャ協会、日本肢体不自由者卓球協会、日本ゴー

ルボール協会の合宿を招致し、高い評価をいただきました。 

 
 

 

重点的取組３ 障がい者スポーツに関する取組 
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目標項目 
現状値 

(25年度) 

27年度 28年度 29年度 

実績値 実績値 目標値 

地域生活移行者数（累計） － 11 人 （調査中） 184人 

長期在院者数減少率 － 6% 7% 18% 

 

平成 28年度の取組概要 

・ 県障害者自立支援協議会の専門部会である地域移行課題検討部会を開催し、課題検討を

行いました。（部会開催：５回） 

・ 重度障がい者等自立生活応援事業を実施し、重度障がい者等が一時的に自立生活を体験

する場を提供しました。（自立生活体験室利用実績：のべ 48人 147日） 

・ 障がい者が、地域において自立した生活を送ることができるよう、居住の場や日中活動

の場の整備を促進しました。（グループホーム：３箇所、就労継続支援Ｂ型事業所：１

箇所） 

・ 精神障がい者の地域移行に向け、県内４カ所の障害保健福祉圏域にピアサポーターを配

置して、体験談を語るなど退院意欲向上ための退院支援プログラムを行いました。（ピ

アサポーター人数：6人、活動回数：249回） 

また、１か所の圏域には、ピアサポーターとともに地域移行の各種事業等を調整するコ

ーディネーターを配置し、ピアサポーターの支援及び地域移行の活動に取り組みました。 

・ 精神科病院の職員向けに、地域移行をテーマとして地域の社会資源を理解してもらうた

めの研修会を開催しました。 

・ 長期入院精神障がい者に対して、サービス等利用計画を７人に作成し、「地域移行支援」

を５人が利用しました。 

・ 医療的ケアに関して、県内１か所に支援拠点を設置し、多職種の連携を深めるための事

例検討会議の開催（２回）や、相談支援専門員等を対象とした資質向上を目的とした研

修会の開催（２回）などに取り組み、地域における支援機関の連携強化及び支援体制の

構築を図りました。 

・ 市町の障害福祉計画の推進のため、推進会議を３回開催しました。 

・ 全ての圏域に、（自立支援）協議会精神部会等を設置し、長期入院精神障がい者の地域

移行についての状況把握や課題検討を進めました。 

また、各圏域の情報を共有するため、精神障がい者地域移行・地域定着推進連絡会（平

成 27年度設立）を２回開催しました。 

重点的取組４ 地域生活への移行と地域生活の支援に関する取組 
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目標項目 
現状値 

(25年度) 

27年度 28年度 29年度 

実績値 実績値 目標値 

広域的・専門的な相談支援事業の登

録者数 
7,022 人 8,617 人 10,189人 8,100 人 

 

平成 28年度の取組概要 

・ 重層的で途切れのない相談支援体制を構築するため、市町、相談支援事業所等の関係者

による相談支援体制検討会議を開催し、相談支援体制の強化について検討しました。（相

談支援体制検討会議：３回、基幹相談支援センター設置数：10か所） 

・ 市町の発達支援総合窓口における専門人材の育成のため、県立小児心療センターあすな

ろ学園に市町職員（６人）を「みえ発達障がい支援システムアドバイザー」として受け

入れ、長期研修（１年間）を実施しました。 

・ 「三重県障がい福祉従事者人材育成ビジョン」に基づき、相談支援専門員研修等を開催

しました。（相談支援従事者初任者研修、相談支援従事者現任研修、相談支援従事者専

門コース別研修） 

・ 発達障がい児等に対する早期支援ツールである「ＣＬＭ（チェックリスト in 三重）と

個別の指導計画」の保育所、認定こども園、幼稚園への導入を促進しました（巡回指導

を行った保育所・幼稚園数 19市町 36か所）。 

・ 地域で暮らす障がい児等並びに家族等の地域生活を支援するため、ライフステージに応

じた途切れのない相談支援を行いました。（障がい児等療育相談支援事業：９か所） 

・ 県立草の実リハビリテーションセンターにおいて巡回指導を実施し、市町の療育センタ

ー等の職員に技術的支援を行いました（地域療育相談実績：38か所 112回）。 

・ 県内２か所の自閉症・発達障害支援センターに地域支援マネージャーを配置し、地域支

援機能の強化を図りました。 

・ 平成 29 年６月の「県立子ども心身発達医療センター」の開館や「県立かがやき特別支

援学校（分校）」の開校に向け、これらの一体整備に係る建築工事に着手するとともに、

組織体制および業務運営の検討を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

重点的取組５ 途切れのない相談支援に関する取組 
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目標項目 
現状値 

(25年度) 

27年度 28年度 29年度 

実績値 実績値 目標値 

福祉避難所または代替避難場所確保

市町数 
25 市町 28 市町 29 市町 29 市町 

県の補助制度を活用し、スプリンク

ラー設備を設置した障害福祉サービ

ス事業所数（累計） 

3 施設 3 施設 11 施設 6 施設 

 

平成 28年度の取組概要 

・ 災害対策基本法の改正により、これまで任意で作成が進められていた「災害時要援護

者名簿」にかわって、「避難行動要支援者名簿」の作成が市町に義務付けられたことか

ら、名簿の作成について先進事例を紹介するとともに、各市町への助言を行い、名簿

が早期に作成されるよう働きかけました。（避難行動要支援者名簿作成済み 25市町（H2

作成済 22 市町)、避難行動要支援者名簿に基づく個別計画策定済み ５市町 (H27 策定

済４市町)） 

・ 市町による福祉避難所の指定や社会福祉施設等との協定締結をより一層促進するため、

市町担当者会議における説明や、福祉避難所未確保の市町の訪問など、確保に向けた

働きかけを行いました。その結果、平成 27年度末で県内全市町で福祉避難所が確保さ

れました。 

・ ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）に関して、平成 28年４月の熊本地震の際にはＤ

ＰＡＴ隊を８隊（６病院）派遣し、災害時精神科医療及び搬送が必要な患者の移送に

従事しました。 

また、三重ＤＰＡＴの設置運営要綱に基づく派遣協定の締結先については、12 病院に

増加しました。 

・ 県聴覚障害者支援センターと各市町との間で災害時要援護者の支援に関する協定を締

結し、災害時における聴覚障がい者の安否確認や避難所支援を行う体制を構築してい

ます。(締結済市町：伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、

紀北町、計３市５町) 

・ 三重県障害者施設整備事業費補助金により、県内の８事業所に対しスプリンクラー設

置を支援しました。 

 

 

 

 

 

重点的取組６ 災害時の対応に関する取組 
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平成 28年度の取組概要 

 

 手話関係 

・ 「三重県手話言語条例」の制定を受け、三重県障害者施策推進協議会のもとに手話施

策推進部会を設置し、３回の審議や県民からのパブリックコメントを経て、「三重県手

話施策推進計画」を平成 29年３月に策定しました。 

 

芸術文化関係 

・ 初めて東紀州地域（尾鷲市）で「障がい者芸術文化祭」（12月開催）を開催するととも

に、「2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた障がい者の芸術文化活動推進

知事連盟」に参加し、他県の取組等との連携を図りました。 

 

施設の安全対策 

・ 神奈川県相模原市で発生した障がい者入所施設における殺傷事件を受けて、施設に対

して注意喚起を行うとともに、社会福祉施設等における入所者等の安全確保に係る庁

内緊急連絡会議の開催、社会福祉法人を対象とした研修会の場での安全対策の徹底や

確認の依頼、社会福祉施設管理者等に対する社会福祉施設入所者の安全確保に向けた

調査等を行いました。 

 

アルコール健康障害対策 

・ アルコール健康障害対策について、三重県精神保健福祉審議会のもとにアルコール健

康障害対策推進部会を設置し、３回の審議や県民からのパブリックコメントを経て、

「三重県アルコール健康障害対策推進計画」を平成 29年３月に策定しました。 

 

 

 

 

 

その他の取組  















 

 

 

 

 

 

 

三重県障がい者施策年次報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年８月 

 

障がい福祉課 
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【重点的取組１】

Ｈ２７ Ｈ２８
実績値 実績値 実績値 目標値

－ 30.3% 66.6% 100%

Ｈ２７ Ｈ２８
実績値 実績値 実績値 目標値

2件 0件 1件 7件

平成28年度の取組概要 部局名 課名

取組
方向

１
障がいを理由とする差別の解消

項目 （１）障がいを理由とする差別の解消に向けた啓発活動

・障害福祉サービス事業者等集団指導時で
の説明(平成28年７月に県内４会場で説
明)、 県や医師会が主催者として開催する
社会保険集団指導時での医療機関への説明
(平成28年７月から平成29年２月までの間
に、県内９会場で説明)、 三重県障がい者
差別解消セミナーの開催（平成28年９月９
日(金)県庁講堂にて開催）、駅前や商業施
設での街頭啓発の実施等により、障害者差
別解消法の周知を図りました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

項目 （２）事業者が行う合理的配慮への支援

・ユニバーサルデザインに配慮したまちづ
くりに向け、三重県ユニバーサルデザイン
のまちづくり推進条例に基づき公共的施設
の設計段階で事前協議を受け、審査、指導
を行い、完成した公共的施設（127件）に
対して適合証を交付しました。また、県や
市町の営繕部局の担当者会議や福祉施設の
整備担当者、事業者向けの研修会等でユニ
バーサルデザインの考え方等について説明
を行いました。

健康福
祉部

地域福
祉課

・バリアフリー法に基づき国が策定する
「移動等円滑化の促進に関する基本方針」
において、「平成32年度までに１日平均利
用者数3,000人以上の駅を原則として全て
バリアフリー化する」ことが目標とされて
いることから、県内の対象駅（近鉄伊勢若
松駅、近鉄阿倉川駅、ＪＲ松阪駅）のバリ
アフリー化を支援しました。

健康福
祉部

地域福
祉課

項目 （３）県の行政サービス等における障がいを理由とする差別の解消

・新採研修や新任所属長研修において、三
重県職員対応要領の周知を図りました。ま
た、他部局から、行政サービスを行う際の
合理的配慮の提供に関する相談があった場
合に、適切に対応しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

① 県の行政サービス等の提供にあ
たり、障がいを理由とする差別の
解消に関して、職員が適切に対応
することができるよう、対応要領
を策定し、障がいの状態に応じた
必要かつ合理的な配慮を行いま
す。

・国の「障がいを理由とする差別の解消に
関する基本方針」に則して、三重県職員対
応要領を策定しました(平成27年12月）。ま
た、職員が障がいの状態に応じた必要かつ
合理的な配慮が行われるよう、所属長や一
般職員を対象とする研修会を開催し、障害
者差別解消法や職員対応要領の周知を図り
ました(平成28年1月～2月)(所属長説明会６
回、一般職員説明会18回)

① 平成28年４月の「障害者差別解
消法」の施行に向けて、障がいを
理由とする差別の解消についての
県民の関心と理解を深めるととも
に、差別の解消を妨げている要因
の解消を図るため、啓発活動を行
います。

・障害を理由とする差別の解消に向けた地
域フォーラムの開催(主催：内閣府・三重
県)(平成27年12月)、「県政だより」(平成
28年１月号）への啓発記事の掲載、「県政
チャンネル」での啓発番組の放送(平成28年
１月）、新聞への啓発広告の掲載（平成28
年３月）、街頭啓発（平成28年３月）、出
前トーク等での事業者等への説明により、
「障害者差別解消法」の施行に向け啓発活
動を行いました。

① 誰もが安全・安心で快適に利用
できる建築物等の整備を進めるた
め、「高齢者，障害者等の移動等
の円滑化の促進に関する法律（バ
リアフリー法）」や「三重県ユニ
バーサルデザインのまちづくり推
進条例」に基づき、審査や指導を
行うとともに、施設整備や管理を
担う人たちに対して、ユニバーサ
ルデザインの考え方等についての
研修を実施します。

・ユニバーサルデザインに配慮したまちづ
くりに向け、三重県ユニバーサルデザイン
のまちづくり推進条例に基づき公共的施設
の設計段階で事前協議を受け、審査、指導
を行い、完成した公共的施設（123件）に対
して適合証を交付しました。また、県や市
町の営繕部局の担当者会議や福祉施設の整
備担当者、事業者向けの研修会等でユニ
バーサルデザインの考え方等について説明
を行いました。

② 公共交通機関である鉄道を利用
する際に、障がい者をはじめとす
るすべての人が安全で自由に移動
できるよう、鉄道事業者が行う駅
舎のバリアフリー化（エレベー
ターの設置等）を支援します。

・バリアフリー法に基づき国が策定する
「移動等円滑化の促進に関する基本方針」
において、「平成32年度までに１日平均利
用者数3,000人以上の駅を原則として全てバ
リアフリー化する」ことが目標とされてい
ることから、県内の対象駅（近鉄伊勢若松
駅、ＪＲ松阪駅）のバリアフリー化を支援
しました。

プランにおける取組 平成27年度の取組概要

重点的取組
１ 権利の擁護に関する取組

【解決すべき課題】
① 平成28年４月の「障害者差別解消法」の施行に向けて、障がいを理由とする差別の
解消に係る県民の関心と理解を深めるとともに、相談および紛争の防止のための体制
等を整備する必要があります。
② 平成24年10月に施行された「障害者虐待防止法」に基づき、障がい者虐待の未然
防止を図るとともに、虐待事例への適切な対応を行う必要があります。

到達目標の設定

目標項目
Ｈ２５

（現状）
Ｈ２９

障害者差別解消法に基づく県および市
町等における職員対応要領の策定率

目標項目
Ｈ２５

（現状）
Ｈ２９

市町等への障がい者虐待防止専門
家チーム派遣事案件数（累計）
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【重点的取組１】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

項目 （４）相談等のための体制整備

・平成28年４月１日に障がい福祉課に相談
窓口を設置し、関係機関と連携しながら寄
せられた相談に対応しました。また、相談
窓口が設置されていない市町に対してその
設置を働きかけました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・平成28年８月に、学識経験者、当事者団
体、弁護士、関係行政機関、関係福祉団体
等の代表者29名で構成する「三重県障がい
者差別解消推進協議会」を設立し、平成28
年度中に会議を２回開催しました。会議で
は、相談窓口に寄せられた相談事例や障が
い者施策に関する優良事例について情報共
有を行いました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

取組
方向

２
障がい者虐待の防止

項目 （１）障がい者虐待の未然防止

・虐待防止と虐待対応に関する研修を行
い、関係者の意識の醸成を行いました。

研修：３回実施（共通講義、障害福祉
サービス事業所管理者等コース、市町及び
障害者虐待防止センター職員コース） 計
467人参加

健康福
祉部

障がい
福祉課

項目 （２）障がい者虐待への適切な対応

・市町からの相談があれば、適宜支援や助
言が行えるよう、関係機関との連携を図り
ました。 健康福

祉部
障がい
福祉課

・市町監査の機会を通じて、各市町の対応
状況の確認を行いました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・障がい者福祉施設従事者による虐待事案
について、調査を行い、施設に対し改善案
を求めました。また、その改善案に基づく
取り組みが適切になされているかの確認を
行いました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

項目 （３）虐待に対する専門性の強化

・市町の虐待対応事例を基に、専門家チー
ムの協力を得て、障害者虐待対応事例集を
作成しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・作成した障害者虐待対応事例集を市町に
配布しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・障がい者福祉施設従事者による虐待事案
について、専門家チーム会議で有識者より
技術的助言をいただき、施設・事業所への
指導の参考としました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

③ 支援の手法が確立していないこ
とに起因する虐待を防止するた
め、有識者等で構成される専門家
チームと連携し、障害福祉サービ
ス事業者に対する助言や支援を行
います。

・障がい者福祉施設従事者による虐待事案
について、専門家チーム会議で有識者より
技術的助言をいただき、施設・事業所への
指導の参考としました。

③ 障害福祉サービス事業所の職員
による虐待事案について、当該事
業所に対して虐待防止改善計画の
作成を求めるとともに、改善状況
を継続的に確認します。

・障がい者福祉施設従事者による虐待事案
について、調査を行い、施設に対し改善案
を求めました。また、その改善案に基づく
取り組みが適切になされているかの確認を
行いました。

① 有識者で構成される専門家チー
ムにおいて、虐待事案に対する助
言を行うとともに、事例の分析等
を行います。また、その分析結果
を、市町や関係機関と共有するこ
とにより、専門性の強化を図りま
す。

・市町の虐待対応事例を基に、専門家チー
ムの協力を得て、障害者虐待対応事例集の
作成に取り組みました。

② 虐待通報等の事案における調査
手法や判断基準を検証し、市町に
おける虐待判断の標準化を図りま
す。

・調査手法や判断基準の検証のため事例集
を作成することとし、各市町から障害者虐
待対応事例を収集しました。

① 障害福祉サービス事業所におけ
る虐待の未然防止のため、事業所
を対象とした研修を実施します。
また、障害保健福祉圏域や事業所
等における、きめ細かな研修の実
施を促進することにより、事業所
における組織的な体制の整備や職
員の資質の向上を図ります。

・虐待防止と虐待対応に関する研修を行
い、関係者の意識の醸成を行いました。

研修：３回実施（共通講義、障害福祉
サービス事業所管理者等コース、市町及び
障害者虐待防止センター職員コース） 計
447人参加

① 市町が実施する虐待の事実確認
や訪問調査において、障がい者の
特性に応じた調査等が行えるよ
う、市町に支援や助言を行いま
す。

・市町からの相談があれば、適宜支援や助
言が行えるよう、関係機関との連携を図り
ました。

② 緊急一時保護を要する虐待が発
生した場合に必要な居室につい
て、障害保健福祉圏域や市町単位
で確保できるよう、市町を支援し
ます。

・市町監査の機会を通じて、各市町の対応
状況の確認を行いました。

① 障がいを理由とする差別の解消
を効果的に推進するため、障がい
者等からの相談に応じ、紛争の防
止や解決に資するために必要な体
制を整備します。

・障害者差別解消法が平成28年４月１日に
施行されるのにあわせて、障がい福祉課に
相談窓口を設置するための準備を進めまし
た。また、市町にも相談窓口を設置するよ
う働きかけを行いました。

② 障がい者の自立と社会参加に関
連する分野の事務に従事する国お
よび地方自治体の関係機関等で構
成される障害者差別解消支援地域
協議会を設置し、障がい者差別に
関する相談や紛争の防止・解決を
推進するためのネットワークを構
築するとともに、地域全体での相
談・紛争解決機能の向上を図りま
す。また、協議会の組織について
は、障がい者等の参加に努めま
す。

・平成28年度に「三重県障がい者差別解消
推進協議会」を設置するため、協議会を構
成する委員メンバーの検討等の準備を進め
ました。また、市町にも障害者差別解消地
域協議会を設置するよう働きかけを行いま
した。
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【重点的取組２】

Ｈ２７ Ｈ２８
実績値 実績値 実績値 目標値

528人 654人 (調査中) 620人

Ｈ２７ Ｈ２８
実績値 実績値 実績値 目標値

85人 164人 (調査予定) 191人

平成28年度の取組概要 部局名 課名

取組
方向

１
就労に向けた支援

項目 （１）就職に向けた準備への支援

・障がい者職業訓練コーチ1人、障がい者
職業訓練コーディネーター2人を配置し、
関係機関との連携を図りながら、受講生に
応じた訓練を実施しました。
・平成28年度は、33人（前年度からの継続
含む。）が職業訓練を受講し、うち21人が
委託先事業所で雇用されました。

雇用経
済部

雇用対
策課

・事務局にキャリア教育マネージャー（1
名）、事業所就労希望者の多い特別支援学
校にキャリア教育サポーター（4名）を配
置し、生徒本人の適性を十分に把握したう
えで、適した職種・業務と必要な支援の方
法を企業に提案する形の職場開拓（企業訪
問数3,157回）を行いました。また、障が
い者雇用について検討する就労支援会議
（12回）を開催しました。

教育委
員会

特別支
援教育
課

項目 （２）求職活動への支援

・平成28年9月～平成28年11月にかけて三
重労働局・ハローワークとの共催で、県内
８ヶ所で障がい者の就職面接会を開催しま
した。

参加事業所数152事業所（総求人件数425
人）

参加求職者数537人 （内採用者数 74
人）

雇用経
済部

雇用対
策課

項目 （３）就労定着への支援

・障害者就業・生活支援センターの機能強
化業務として、職場定着支援、就労移行支
援事業所等との連携及び支援等を位置付
け、就労の定着に向けた支援に取り組みま
した。

健康福
祉部

障がい
福祉課

① 障害者就業・生活支援セン
ターを中心とした関係事業所間の
ネットワークを強化し、就労に向
けたアセスメントの充実を図ると
ともに、就労先の開拓や就労定着
に向けた支援の促進に取り組みま
す。

・障害者就業・生活支援センターの機能強
化業務として、職場定着支援、就労移行支
援事業所等との連携及び支援等を位置付
け、就労の定着に向けた支援に取り組みま
した。

① 障がい者が就職に必要な技能
を身につけることができるよう、
企業等への委託により、事業所現
場で実践的な職業訓練を行いま
す。

・障がい者職業訓練コーチ１名、訓練コー
ディネーター２名を配置し、訓練先の確保
や関係機関との連携により、個々の受講生
に応じた訓練を実施しました。
・平成27年度は、43名（前年度からの継続
含む。）が職業訓練を受講し、うち31名が
委託先事業所で雇用されました。

② 特別支援学校高等部における
企業就労に係る指導においては、
それまで積み上げられてきた生徒
一人ひとりのキャリアをもとに、
職業適性アセスメントの活用によ
り本人の適性と職種のマッチング
を図るとともに、関係機関、企業
等と連携した提案型の職場開拓を
行います。

・事務局にキャリア教育マネージャー（1
名）、事業所就労希望者の多い特別支援学
校にキャリア教育サポーター（6名）を配
置し、生徒本人の適性を十分に把握したう
えで、適した職種・業務と必要な支援方法
を企業に提案する形の職場開拓（企業訪問
数4,752回）を行いました。また、障がい
者雇用について検討する就労支援会議(12
回)を開催しました。

① 三重労働局と連携して、障が
い者を対象とした就職面接会を実
施し、障がい者の就労につなげま
す。

・平成27年8月～平成27年10月にかけて三
重労働局・ハローワークとの共催で、県内
９ヶ所で障がい者の就職面接会を開催しま
した。

参加事業所数：166事業所 求人数：390
人

参加求職者数：744人 採用数：102
人

プランにおける取組 平成27年度の取組概要

重点的取組２ 障がい者雇用に関する取組

【解決すべき課題】
① 本県の障がい者の実雇用率（1.79％：平成26年6月1日現在）は全国33位となって
おり、これを早急に改善し、民間企業における法定雇用率（2.0％）の早期達成を図る必
要があります。
② 障がい者の円滑な就労への移行を促進するため、ニーズに応じた訓練や適性に応
じた職種のマッチングなど適切な支援が必要です。
③ 福祉的就労における工賃は、依然として低い状況にあることから、受注拡大や受注
体制の強化を図るとともに、就労移行支援事業所の確保および、就労系障害福祉サー
ビス事業所におけるサービスの質の向上を図る必要があります。
④ 障がい者の適性に応じた就労を促進するため、職場や職域を拡大するなど、多様な
就労先の確保が必要です。

到達目標の設定

目標項目
Ｈ２５

（現状）
Ｈ２９

県の就労支援関係事業により一般
就労した障がい者数

目標項目
Ｈ２５

（現状）
Ｈ２９

障害福祉サービス事業所から一般就
労への移行者数
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【重点的取組２】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

取組
方向

２
福祉施設から一般就労への移行に向けた支援

項目 （１）工賃向上に向けた取組

・福祉的事業所へ経営コンサルタントを派
遣し、作業内容、工程の見直しなど工賃の
改善を図るとともに、複数の福祉的事業所
で共同して受注、品質管理等を行うことを
目的とした共同受注窓口事業を連携して実
施することにより、福祉的就労の安定的な
受注及び工賃向上に取り組みました。

経営コンサルタント派遣事業所数：37事
業所

共同受注窓口実績：62,098千円

健康福
祉部

障がい
福祉課

・障害者優先調達推進法に基づく調達方針
を策定し、県から障害者就労施設等への調
達拡大に向けて市町とともに取り組みまし
た。

調達実績：37,018千円

健康福
祉部

障がい
福祉課

項目 （２）福祉施設から一般就労への移行

・圏域の協議会等への参加、市町障害福祉
計画推進会議の開催等を通じた計画に基づ
く取組の推進や、一般就労に向けた国や関
係機関等との連携、工賃向上に係るコンサ
ルティング等による支援に取り組みまし
た。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・障害者就業・生活支援センターの機能強
化業務として、職場定着支援、就労移行支
援事業所等との連携及び支援等を位置付
け、就労の定着に向けた支援に取り組みま
した。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・事業所の設置に向けた相談や協議に対応
し、障がい者の一般就労への移行を促進す
る就労移行支援事業所の設置を支援しまし
た。

平成28年度末就労移行支援事業所数：31
事業所

健康福
祉部

障がい
福祉課

・市町の障害福祉計画の推進のため、推進
会議を3回開催しました。
・障害者相談支援センターの地域支援課を
中心に、地域の（自立支援）協議会にオブ
ザーバー参加し、運営の支援を行いまし
た。

健康福
祉部

障がい
福祉課

取組
方向

３

項目 （１）民間企業における雇用の場の拡大

・職場実習、視察・見学の受入など従来の
取組に加えて、平成28年12月からは障がい
者雇用の理解促進や交流に関する情報発信
事業として、Ｃｏｔｔｉ菜の場を活用し、
県内で働く障がい者本人からの発信をメイ
ンとして様々な方が集い交流する「ステッ
プアップ大学」をスタートしました。

雇用経
済部

雇用対
策課

④ 地域の（自立支援）協議会に
おいて、障害福祉計画のPDCAサイ
クルの確立や障害福祉サービスの
運営における課題対応等に取り組
むため、地域の（自立支援）協議
会の運営を支援します。

・障害福祉計画に係る取組状況や課題等の
情報共有、協議等を行う市町障害福祉計画
推進会議の開催や、圏域の協議会等への参
加等を通じて、地域の協議会の活動を支援
しました。

雇用の場の拡大

① ステップアップカフェを中心
として、障がい者雇用の推進に向
けたネットワークづくりに取り組
み、障がい者の一般就労に向けた
支援、県民および企業の障がい者
雇用の理解促進を県民総参加で推
進します。

・ステップアップカフェを活用し、障がい
者と共にものづくり作業を体験する交流促
進事業（3回240名参加）の開催、職場実習
等（8名）の受入、企業等の視察・見学の
受入（466名）などにより、障がい者の就
労支援及び障がい者雇用の理解促進に取り
組みました。

① 障がい者のエンパワメントと
経済的自立が図られるよう、就労
系障害福祉サービス事業所におけ
る一般就労や工賃向上に向けた意
欲の向上を図ります。

・圏域の協議会等への参加、市町障害福祉
計画推進会議の開催等を通じた計画に基づ
く取組の推進や、一般就労に向けた国や関
係機関等との連携、工賃向上に係るコンサ
ルティング等による支援に取り組みまし
た。

② 障害者就業・生活支援セン
ターを中心とした関係事業所間の
ネットワークを強化し、就労に向
けたアセスメントの充実を図ると
ともに、就労先の開拓や就労定着
に向けた支援の促進に取り組みま
す。〈再掲〉

・障害者就業・生活支援センターの機能強
化業務として、職場定着支援、就労移行支
援事業所等との連携及び支援等を位置付
け、就労の定着に向けた支援に取り組みま
した。

③ 企業等への就労を希望する障
がい者に、一定期間、就労に必要
な知識および能力の向上のために
必要な訓練を行う就労移行支援事
業所の設置促進に取り組みます。

・事業所の設置に向けた相談や協議に対応
し、障がい者の一般就労への移行を促進す
る就労移行支援事業所の設置を支援しまし
た。

平成27年度末就労移行支援事業所数：28
事業所

① 工賃向上支援コンサルタント
と共同受注窓口の連携を一層強化
し、就労系障害福祉サービス事業
所における就労機会の確保と工賃
向上に取り組みます。

・福祉的事業所へ経営コンサルタントを派
遣し、作業内容、工程の見直しなど工賃の
改善を図るとともに、複数の福祉的事業所
で共同して受注、品質管理等を行うことを
目的とした共同受注窓口事業を連携して実
施することにより、福祉的就労の安定的な
受注及び工賃向上に取り組みました。

経営コンサルタント派遣事業所数：42事
業所

共同受注窓口実績：69,644千円

② 「障害者優先調達推進法」の
規定をふまえ、県における優先調
達の拡大や発注内容の多様化に取
り組むとともに、市町に対し、優
先調達の拡大を働きかけます。

・障害者優先調達推進法に基づく調達方針
を策定し、県から障害者就労施設等への調
達拡大に向けて市町とともに取り組みまし
た。

調達実績：40,698千円
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【重点的取組２】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

・障がい者雇用アドバイザーによる企業の
求人開拓（13人）や雇用に関する支援制度
の情報提供等により障がい者の就労の場の
拡大に取り組みました。 雇用経

済部
雇用対
策課

・三重県障がい者雇用推進企業ネットワー
ク（登録企業数196社[平成29年4月3日現
在]）については、メールマガジンの発行
(毎月）により登録企業に情報提供を行う
とともに、「産・福・学」の情報交流会
（２回）、企業見学会（２回）を開催し企
業間の情報交換や交流などの取組を支援し
ました。また、三重県障がい者雇用推進協
議会及び同運営会議を開催し、関係団体等
と障がい者雇用にかかる意見交換(３回）
を行いました。

雇用経
済部

雇用対
策課

項目 （２）新たな障がい者雇用の場の開拓

・障がいのある人もない人も対等な立場で
共に働く、社会的事業所の創設と安定的な
運営を支援しました。

社会的事業所：4か所
健康福
祉部

障がい
福祉課

農林水
産部

担い手
支援課

② 農業分野における障がい者就
労の促進に向けて、農業経営体に
対しては、特別支援学校の職場実
習の受け入れや農業参入した福祉
事業所への技術指導等を通じて一
層の意識啓発を促すとともに、農
業に参入し地域農業の担い手とし
て位置付けられた福祉事業所に対
しては、規模拡大や栽培品目の複
合化、6次産業化等経営の安定化
を促します。

・三重県農林水福連携・障がい者雇用推進
チームで支援施策・事業の活用方策等の情
報共有を行うとともに、10月に設立された
一般社団法人三重県障がい者就農促進協議
会と連携しながら、
①農業ジョブトレーナー等、農業と福祉を
つなぐ人材の育成
②障がい者に対する技術取得支援
③農業ジョブトレーナーの派遣による障が
い者雇用の促進
④障がい者雇用のための意識啓発
などにより、福祉事業所の農業参入や農業
経営体の障がい者雇用を推進しました。

①農業大学校在学生向けの農福連携カリ
キュラムの実施（12名参加）、障がい者就
農支援スキルアップ研修の実施（111名参
加）
②普及指導員による特別支援学校学内農業
実習の実施（3校）、農業大学校短期研修
障がい者就労支援コースの実施（4名参
加）
③雇用型就労体験の実施（4件）
④各種農福連携セミナーの開催（2回、延
べ231名参加）

・三重県農林水福連携・障がい者雇用推進
チームで支援施策・事業の活用方策等の情
報共有を行うとともに、一般社団法人三重
県障がい者就農促進協議会と連携しなが
ら、
①農業ジョブトレーナー等、農業と福祉を
つなぐ人材の掘り起こしとスキルアップ
②福祉事業所における施設外就労（農作業
請負）の推進
③農福連携の全国的な連携につながる情報
発信
④障がい者に対する技術取得支援
⑤農業ジョブトレーナーの派遣による障が
い者雇用の促進
などの取組により、福祉事業所の農業参入
や農業経営体の障がい者雇用を推進しまし
た。

①農業大学校在学生向けの農福連携カリ
キュラムの実施（10名参加）、障がい者就
農支援スキルアップ研修の実施（107名参
加）
②福祉事業所における施設外就労の意向調
査及び現地実証の実施
③農福連携全国サミットinみえの開催（30
都道府県より395名の参加）
④普及指導員による特別支援学校学内農業
実習の実施（2校）、農業大学校新規就農
者フォローアップ短期研修（農業福祉）の
実施（7名参加）
⑤雇用型就労体験の実施（4件）

② 特例子会社の設立支援、マッ
チング支援、障がい者就職面接会
など関係機関との連携を図り、障
がい者の就労の場の拡大に取り組
みます。

・特例子会社の設立支援（2社）、障がい
者雇用アドバイザーによる企業の求人開拓
（24名）や雇用に関する支援制度の情報提
供、ハローワークと連携した面接会の開催
（9箇所開催102名就職）等により障がい者
の就労の場の拡大に取り組みました。

③ 民間企業における法定雇用率
(2.0%)の達成をめざし、「障害者
雇用率改善プラン」を策定し、毎
年障がい者雇用に係る最新情報の
共有や課題の分析を行い、「三重
県障がい者雇用推進企業ネット
ワーク」による企業間の主体的な
取組支援や、「三重県障がい者雇
用推進協議会」による県民総参加
の取組等、関係機関との連携強化
を図りながら、障がい者雇用の促
進に取り組みます。

・三重県障がい者雇用推進企業ネットワー
クを立ち上げ（登録企業数185社[平成28年
4月1日現在]）、メールマガジンの発行(毎
月）により登録企業に情報提供を行うとと
もに、「産・福・学」の情報交流会（１
回）、企業見学会（１回）を開催し企業間
の情報交換や交流などの取組を支援しまし
た。また、三重県障がい者雇用推進協議会
及び同運営会議を開催し、関係団体等と障
がい者雇用にかかる意見交換(４回）を行
いました。

① 障がいのある人とない人が対
等の立場で働く、一般就労や福祉
的就労ではない新しい働き方であ
る「社会的事業所」の設置と安定
的な運営を支援します。

・障がいのある人もない人も対等な立場で
共に働く、社会的事業所の創設と安定的な
運営を支援しました。

社会的事業所：4か所
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・鈴鹿市において、みえ森と緑の県民税市
町交付金事業を活用した取組で、市内の高
校、福祉事業所、木工業者と連携して木製
玩具の製作について検討し、実際に高校生
がデザインした玩具の試作を行うことで、
障がい者が作業できる工程を明らかにしま
した。これにより、鈴鹿市の子育てサロン
等で配布する木製玩具約600個を福祉事業
所と木工業者が連携して製作することにな
りました。

農林水
産部

森林・
林業経
営課

・志摩市的矢湾において、福祉事業所のカ
キ養殖事業への参入に係るモデル事業を実
施しました。

また、その成果を活かして志摩市内の福
祉事業所が合同会社を立ち上げ、カキ養殖
業に新規に参入しました。
・福祉事業所の漁労関連作業の受託につい
てコーディネートを行い、県内8つの福祉
事業所で14件（うち新規8件）の作業を受
託しました。
・平成28年6月1日に漁協等関係団体職員、
市町水産主務課職員等を対象とした研修会
を開催しました。

農林水
産部

水産資
源・経
営課

項目 （３）行政機関における雇用の場の確保

・知的障がい者及び精神障がい者の就労支
援策として、本庁及び地域機関で職場実習
を行いました。

知的障がい者 ３名
精神障がい者 １名

健康福
祉部

障がい
福祉課

・県内外の教員養成課程を有する大学を訪
問（平成28年度は31校、のべ訪問回数は48
回）し、障がいのある学生の免許状取得
や、教員採用試験の受験の働きかけを行い
ました。
・県教育委員会事務局、県立学校及び公立
小中学校において、業務補助職員４名を、
特別支援学校において非常勤実習助手２名
を新たに任用し、平成28年６月１日現在
で、非常勤職員29名を雇用しています。

教育委
員会

教職員
課

① 行政機関における知的障がい
者および精神障がい者の雇用の実
現と、県職員の障がい者に対する
理解の促進を図るため、県の機関
における知的障がい者および精神
障がい者の職場実習を行います。

・知的障がい者及び精神障がい者の就労支
援策として、本庁及び地域機関で職場実習
を行いました。

知的障がい者 ３名
精神障がい者 １名

② 障がい者雇用率を安定的に維
持できるよう、県立学校および県
教育委員会事務局において、障が
い者が担える業務を再構築し、多
様な働き方によるモデル的な雇用
に取り組みます。

・県立学校及び小中学校、教育委員会事務
局において業務補助職員４名を、特別支援
学校において非常勤実習助手３名を新たに
任用しました。これにより、平成27年６月
１日現在で、非常勤職員28名を雇用してい
ます。

③ 林業分野における障がい者就
労の促進に向けて、林業用種苗生
産事業所と福祉事業所との情報共
有を図り、連携を促進するため、
苗木生産者や福祉事業者を対象と
した研修等に取り組みます。

・林業用種苗生産事業者を対象とした福祉
との連携に関する勉強会の開催や種苗生産
事業者への聞き取り調査を実施すること
で、苗木の出荷作業において、障がい者の
職場体験会が実施されました。

④ 水産分野における障がい者就
労の促進に向けて、モデル事業の
委託を通じて福祉事業所の漁業参
入を促すとともに、漁業関連作業
の福祉事業所への委託を促しま
す。

・志摩市的矢湾で実施したモデル事業にお
いて、カキ養殖作業における障がい者就労
の可能性が明らかになりました。
・漁業関連作業の福祉事業所への委託の斡
旋推進に取り組み、天然カキ採苗用コレク
ターの作製やカキ養殖カゴ修繕等10件の成
果が得られました。
・平成27年7月23日に漁協等関係団体職
員、市町水産主務課職員等を対象とした研
修会を開催するとともに、漁協や市町等へ
の個別訪問を18回実施するなど意識啓発に
取り組みました。
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【重点的取組３】

Ｈ２７ Ｈ２８

実績値 実績値 実績値 目標値

50% 75% 83% 100%

平成28年度の取組概要 部局名 課名

取組
方向

１
全国障害者スポーツ大会の開催準備と障がい者スポーツ選手等の育成・強化

項目 （１）全国障害者スポーツ大会開催に向けた準備

・準備担当者会議を経て、平成28年11月9
日、第21回全国障害者スポーツ大会三重県
準備委員会を設立、計2回の委員会を開催
しました。委員会では、開催基本方針や会
場地市町選定方針等を審議し決定しまし
た。

スポー
ツ推進
局

国体・
全国障
害者ス
ポーツ
大会準
備課

・障がい者スポーツ指導員や障害者区分判
定員の養成研修への参加、意思疎通支援者
の養成に向けたカリキュラム作成を行いま
した。

（審判員
等）ス
ポーツ推
進局
（指導員）
健康福祉
部

国体・
全国障
害者ス
ポーツ
大会準
備課

項目 （２）障がい者スポーツ選手等の育成・強化

・延べ4名の選手に対し、競技指導者、理
学療法士、義肢装具士および障がい者ス
ポーツ医と共同で作成したプログラムを提
供し、競技力の向上を図りました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・希望郷いわて大会においてグランドソフ
トボールが準優勝しました。
・競技別の国内スポーツ大会や他県との交
流試合等への参加を促進しました。
・水泳などの初心者講習会を開催しまし
た。
・視覚障がい者用や車いす用の卓球台を購
入するとともに、三重県身体障害者総合福
祉センターの体育館の照明を改修するなど
選手の練習環境を整備しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

① パラリンピックなどの世界大
会や国内大会で活躍できる障がい
者スポーツ選手を育成するため、
障がいの個々の状況に応じたプロ
グラムを競技指導者、理学療法
士、義肢装具士および障がい者ス
ポーツ医と共同で作成し、選手強
化を進めます。

・3名の選手に対し、競技指導者、理学療
法士、義肢装具士および障がい者スポーツ
医と共同で作成したプログラムを提供し、
競技力の向上を図りました。

② 競技別の国内スポーツ大会や
他県との交流試合等への参加を促
進することにより、障がい者ス
ポーツ競技団体の活動を支援する
とともに、初心者講習会の開催な
どにより、新たな選手を発掘しま
す。また、陸上スターティングブ
ロックや専用卓球台など、選手の
練習環境を整備します。

・競技別の国内スポーツ大会や他県との交
流試合等への参加を促進しました。
・水泳などの初心者講習会を開催しまし
た。
・卓球練習用マシーン、陸上スターティン
グブロック等を購入し、選手の練習環境を
整備しました。

② 障がい者スポーツ指導員、競
技専門の指導者や審判員、障害区
分判定員および意思疎通支援者な
ど、全国障害者スポーツ大会を支
える関係者を計画的に養成しま
す

・障がい者スポーツ指導員や審判員等につ
いて計画的に養成するとともに、意思疎通
支援者の養成に向けた視察を行いました。

重点的取組３ 障がい者スポーツに関する取組

【解決すべき課題】
① 平成33年に本県で開催予定の全国障害者スポーツ大会に向けて、準備委員会の
設置、競技別の会場地の選定および基本方針の策定などの準備を、着実に進める必
要があります。
② 全国障害者スポーツ大会で実施されるすべての競技に参加できるよう、新たな障が
い者スポーツ競技団体の結成を支援するとともに、交流試合への参加機会の拡大や障
がい者スポーツ指導員の育成など障がい者スポーツ団体の競技力の強化を図る必要
があります。
③ 障がい者の競技大会への参加機会の提供および、障がい者の特性を理解した指導
員や審判員の育成など、障がい者が安心してスポーツに参加できる環境づくりが必要で
す。
④ 東京オリンピック・パラリンピックのキャンプ地誘致やレクリエーション等を通じ、スポー
ツの持つ楽しさや魅力を伝えることにより、障がい者のスポーツへの参加意欲の向上と
機会の充実を図ることが必要です。

到達目標の設定

目標項目
Ｈ２５

（現状）

Ｈ２９

全国障害者スポーツ大会の団体競
技における予選会出場率

プランにおける取組 平成27年度の取組概要

① 全国障害者スポーツ大会の開
催に向けて、市町、三重県障害者
スポーツ協会および三重県障害者
スポーツ指導者協議会などの関係
機関と連携し、準備委員会の設
置、競技別の会場地の選定および
基本方針の策定を行います。

・平成28年3月22日に準備担当者会議を開
催し、開催基本方針や会場地市町選定方針
の基本的な考え方について検討を始めまし
た。
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【重点的取組３】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

・知的障がい者ソフトボール、精神障がい
者バレーボールの北信越・東海ブロック予
選会を招致し、競技の運営方法など経験の
蓄積を図りました。
・三重県チームは、これまでの成績をあ
げ、どちらも準優勝となりました

健康福
祉部

障がい
福祉課

取組
方向

２
障がい者スポーツの裾野の拡大

項目 （１）障がい者スポーツへの参加意欲の向上

・日本身体障がい者水泳連盟、日本ボッ
チャ協会、日本肢体不自由者卓球協会、日
本ゴールボール協会の合宿を招致し、高い
評価をいただきました。 健康福

祉部
障がい
福祉課

・リオパラリンピックで活躍した選手・役
員や国内大会で優勝した選手にスポーツ賞
を授与しました。
・小中学校等での体験会や障がい者スポー
ツフェスティバルを実施し、約600人が体
験しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

項目 （２）障がい者スポーツへの参加機会の充実

・障がい者のスポーツへの参加意欲の向上
と機会の充実を図るため、三重県障がい者
スポーツ大会を開催するとともに、三重県
ふれあいスポレク祭を開催しました。
・県全域を対象としたボッチャの交流会を
新たに実施しました。
・定期的に開催される障がい者スポーツの
練習会に障がい者スポーツ指導員を派遣し
ました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

① 国際大会や国内大会で活躍す
る選手の練習を間近に見て、感じ
ることにより、参加意欲や競技力
の向上につなげるため、東京オリ
ンピック・パラリンピック競技種
目選手のキャンプ地誘致に取り組
みます。

・平成27年8月に一般社団法人日本身体障
がい者水泳連盟の強化合宿を招致し、競技
施設やマンパワーについて評価いただきま
した。

② 世界大会や全国大会で活躍す
る選手や指導者に対し、表彰を行
い、その功績を讃えるとともに、
障がい者スポーツの振興を目的と
した普及・啓発を行います。

・世界大会や全国大会で活躍した選手2名
に対し、福祉関係功労表彰を授与しまし
た。

① 三重県障がい者スポーツ大
会、レクリエーションおよびス
ポーツ教室等を開催することによ
り、障がい者のスポーツへの参加
意欲の向上と機会の充実を図ると
ともに、障がい者スポーツ指導員
や競技別指導者の派遣を支援する
ことにより、障がい者が安心して
スポーツに参加できる環境整備を
進めます。

・障がい者のスポーツへの参加意欲の向上
と機会の充実を図るため、三重県障がい者
スポーツ大会を平成27年5月9日(フライン
グディスク)、10月3日(陸上)、12月5日
(ボーリング)、平成28年1月24・31日(卓
球)に開催するとともに、三重県ふれあい
スポレク祭を平成27年6月20日に開催しま
した。
・知的障がい者女子バレーボールチーム及
び知的障がい者女子バスケットボールチー
ムを結成しました。

③ 全国障害者スポーツ大会三重
大会のプレ大会として、全国障害
者スポーツ大会の団体競技の予選
会を兼ねた北信越・東海ブロック
予選会の県内開催を誘致し、競技
団体・選手の育成、強化や団体競
技の運営などの経験の蓄積を図り
ます。

・知的障がい者バスケットボール、聴覚障
がい者バレーボールの北信越・東海ブロッ
ク予選会を招致し、競技の運営方法など経
験の蓄積を図りました。
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【重点的取組４】

Ｈ２７ Ｈ２８
実績値 実績値 実績値 目標値

－ 11人 (調査中) 184人

Ｈ２７ Ｈ２８
実績値 実績値 実績値 目標値

－ 6% 7% 18%

平成28年度の取組概要 部局名 課名

取組
方向

１

項目 （１）福祉施設の入所者の地域生活への移行

・三重県障害者自立支援協議会に専門部会
である地域移行課題検討部会で、５回課題
検討を行いました。
・計画相談の進捗把握と推進支援を行うこ
とで、県内の計画相談は、総合支援法分
98.9％、児童福祉法分100％となりまし
た。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・重度障がい者等自立生活応援事業によ
り、重度障がい者等が一時的に自立生活を
体験する場を提供しました。

自立生活体験室（重度障がい者等自立生
活応援事業）利用実績 のべ48人 147日

健康福
祉部

障がい
福祉課

・三重県障害者自立支援協議会に専門部会
である地域移行課題検討部会で、５回課題
検討を行いました。
・地域移行支援研修を行い、相談支援専門
員の資質向上を図りました。
・圏域の自立支援協議会の活性化に向け
て、圏域アドバイザーを設置し、圏域で地
域移行に取り組める体制づくりをしまし
た。
・地域移行支援利用者数・日数は、8人
24日（H29.3）でした。

健康福
祉部

障がい
福祉課

項目 （２）入院中の精神障がい者の地域生活への移行

・精神科病院の職員向けに地域移行をテー
マとして地域の社会資源を理解してもらう
ための研修会を開催しました。
・4カ所の圏域にピアサポーターを配置し
て、体験談を語るなど退院意欲向上ための
退院支援プログラムを行いました。（ピア
サポーター人数：6人、活動回数：249回）
・1か所の圏域には、ピアサポーターとと
もに地域移行の各種事業等を調整するコー
ディネーターを配置しピアサポーターの支
援及び地域移行の活動に取り組みました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

③ 入所中の障がい者に対して、
住居の確保や地域生活に移行する
ための活動に関する相談、障害福
祉サービスの体験的な利用支援等
を行う「地域移行支援」の利用促
進を図ります。

・地域移行課題検討部会（H27年度4回開
催）において課題検討を行いました。
・地域移行支援利用者数・日数は、7人
24日（H28.3）に留まりました。

① 長期入院精神障がい者の退院
に向けた意欲を喚起するため、病
院スタッフの地域生活への移行に
関する理解を促進するとともに、
長期入院精神障がい者と、ピアサ
ポーターや地域の障害福祉サービ
ス事業者等との交流の機会を確保
します。

・４か所の圏域にピアサポーターを配置し
て、精神障がい者の地域移行に向けた病院
交流や啓発研修等の活動を実施しました。
（ピアサポーター人数：14人、活動回数：
212回）

地域生活への移行

① 障がい者本位の視点に立ち、
本人の尊厳を確保したサービス等
利用計画や個別支援計画に基づく
支援を通して、福祉施設入所者の
エンパワメントを促進します。

・三重県障害者自立支援協議会に専門部会
である地域移行課題検討部会を設置し、4
回課題検討を行いました。
・計画相談の進捗把握と推進支援を行うこ
とで、県内の計画相談は、総合支援法分
95.0％、児童福祉法分99.4％となりまし
た。

② 施設や在宅等で生活する重度
障がい者等に対して、普段の生活
の場を一時的に離れ、試行的に独
力で自活する機会と場所を提供す
ることにより、自立生活への意欲
の増進と不安の軽減を図り、地域
生活への移行を促進します。

・重度障がい者等自立生活応援事業によ
り、重度障がい者等が一時的に自立生活を
体験する場を提供しました。
自立生活体験室（重度障がい者等自立生活
応援事業）利用実績
のべ49人 127日

プランにおける取組 平成27年度の取組概要

重点的取組４ 地域生活への移行と地域生活の支援に関する取組

【解決すべき課題】
① 障がい者の地域生活に向けた意欲を喚起するとともに、入所施設や精神科病院以
外の外部支援者等との関わりを確保するなど、地域生活への移行に向けた支援が必要
です。
② 障がいが重度であっても、地域で生活できる支援体制整備が求められており、グ
ループホームなどの居住の場や地域生活を支えるサービスの確保および支援者の人材
育成などによる地域生活の支援が必要です。
③ 障がい者の地域生活への移行を支えるため、相談支援の質の向上や地域に応じた
支援体制の構築を図る必要があります。

到達目標の設定

目標項目
Ｈ２５

（現状）
Ｈ２９

地域生活移行者数（累計）

目標項目
Ｈ２５

（現状）
Ｈ２９

長期在院者数減少率
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【重点的取組４】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

・長期入院精神障がい者に対して、サービ
ス等利用計画を7人に作成し、「地域移行
支援」を5人が利用しました。 健康福

祉部
障がい
福祉課

取組
方向

２

項目 （１）地域生活へ移行する障がい者への地域生活支援体制の強化

・障がい者が、地域において自立した生活
を送ることができるよう、居住の場や日中
活動の場の整備を促進しました。

グループホーム：３箇所※１
  （総定員２０名※２）
※１ 1箇所はH29繰越
※２ 定員には併設短期入所１名を含む

就労継続支援Ｂ型事業所：１箇所
（定員20名）

健康福
祉部

障がい
福祉課

・市町の障害福祉計画の推進し必要なサー
ビスの整備等を促すため、推進会議を3回
開催しました。
・地域生活支援拠点整備のための情報提供
において、地域定着支援サービスの利用の
重要性について、市町担当者等に説明しま
した。
・地域定着支援利用者数・日数は、12人
21日（H29.3）に留まりました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・みえお笑いサミットや自閉症・発達障害
支援センターによる理解促進講座等、様々
な啓発活動に努めました。 健康福

祉部
障がい
福祉課

項目 （２）発達障がい・行動障がいのある障がい者への地域生活支援体制の強化

・圏域の協議会等への参加により、強度行
動障がいの対象者がどのように地域で暮ら
しているのか、支援がどのように組み立て
られているのか、あるいはどれほど地域の
困り感があるのか等の把握に努めました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・強度行動障害支援者養成研修を直営で開
催し、人材育成を図り、事業所の拡充に努
めました。
・自閉症・発達障害支援センターに地域支
援マネージャーを配置し、地域支援機能の
強化を図りました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・強度行動障害支援者養成研修（基本研修
313人受講、実践研修164人受講）を直営で
開催し、人材育成を図りました。 健康福

祉部
障がい
福祉課

・自閉症・発達障害支援センターに地域支
援マネージャーを配置し、地域支援機能の
強化を図りました。

配置人数：2名 健康福
祉部

障がい
福祉課

③ 支援者の資質の向上のため、
サービス管理責任者および相談支
援専門員を対象に、強度行動障害
支援者養成研修を実施します。

・強度行動障害支援者養成研修（基本研修
314人受講、実践研修151人受講）を直営で
開催し、人材育成を図りました。

④ 支援のためのネットワークづ
くりやモデル事業の実施などによ
り、自閉症・発達障がい支援セン
ターの地域支援機能の強化を図
り、個々の障がい者に応じた重層
的な支援体制の構築を図ります。

・自閉症・発達障害支援センターに地域支
援マネージャーを配置し、地域支援機能の
強化を図りました。

配置人数：２名

③ 障がい者の地域生活への移行
に関する地域の理解を高めるた
め、医療、福祉、行政等の関係者
やピアサポーターによる啓発活動
を行います。

・差別解消法のシンポジウム、自閉症・発
達障がい支援センターによる理解促進講座
等、様々な啓発活動に努めました。

① 強度行動障がいのある人に必
要な地域資源を検討するため、対
象者数等の現状を把握します。

・圏域の協議会等への参加により、強度行
動障がいの対象者がどのように地域で暮ら
しているのか、支援がどのように組み立て
られているのか、あるいはどれほど地域の
困り感があるのか等の把握に努めました。

② 強度行動障がいや発達障がい
のある人の地域支援体制を整備す
るため、法人に対し利用対象者数
や制度等の周知を行い、障害福祉
サービスを提供する事業所の拡充
を図ります。

・強度行動障害支援者養成研修を直営で開
催し、人材育成を図り、事業所の拡充に努
めました。
・自閉症・発達障害支援センターに地域支
援マネージャーを配置し、地域支援機能の
強化を図りました。

地域生活の支援

① 障がい者の地域における生活
の場を確保するため、グループ
ホームをはじめとする障害福祉
サービスの基盤整備を進め、地域
生活支援機能の強化を図ります。
また、障害福祉サービスに限ら
ず、特別養護老人ホームなどの介
護保険施設や訪問看護等、地域資
源の活用について、検討を進めま
す。

・障がい者が、地域において自立した生活
を送ることができるよう、居住の場や日中
活動の場の整備を促進しました。

グループホーム：４箇所（総定員60名）
生活介護・相談支援事業所：１箇所（定

員30名）

② 単身等で生活する障がい者に
対して、常に連絡が取れる体制を
確保し、緊急に支援が必要な事態
が生じた際に、緊急訪問や相談な
どを行う「地域定着支援」の利用
促進を図ります。

・市町の障害福祉計画を推進し必要なサー
ビスの整備等を促すため、推進会議を3回
開催しました。
・地域定着支援利用者数・日数は、12人
21日（H28.3）に留まりました。

② 長期入院精神障がい者に対し
て、病院スタッフと連携し、サー
ビス等利用計画を作成するととも
に、「地域移行支援」の利用を促
進します。

・長期入院精神障がい者に対して、サービ
ス等利用計画を6人に作成し、「地域移行
支援」を5人が利用しました。
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・行動障がいに対する行動観察事業を実施
しましたが、対象者はありませんでした。

健康福
祉部

障がい
福祉課

項目 （３）医療的ケアを必要とする障がい児・者への地域生活支援体制の強化

・重症心身障がい児（者）の人数について
調査を行いました。（調査結果：840人
（昨年度比37人増））
・また、自立支援協議会に医療的ケア課題
検討部会を設置し、医療的ケアに係る課題
の整理・優先順位付けを行い、課題への具
体的な取組について議論しました。（部会
開催：2回）

健康福
祉部

障がい
福祉課

・障害福祉サービス事業所等が人工呼吸
器・介護ベッドその他の医療機器等を購入
する際の費用の一部を補助する受入体制整
備事業により、５か所の障害福祉サービス
事業所等に補助しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・喀痰吸引3号研修を開催し、事業所にお
ける特定行為が出来る介護士の人材育成を
１回行いました。
・障害福祉サービス事業所等における喀痰
吸引等が実施可能な介護士を確保するた
め、喀痰吸引１・２号研修受講費補助事業
を開始し、６か所の障害福祉サービス事業
所等に補助しました。
・三重大学附属病院の協力を得て、相談支
援従事者初任者研修で医療的ケアの講義を
行いました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・県内1か所に支援拠点を設置し、多職種
の連携を深めるための事例検討会議の開催
や、相談支援専門員等を対象とした資質向
上を目的とした研修会の開催などに取り組
み、地域における支援機関の連携強化及び
支援体制の構築を図りました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・小児在宅医療体制の整備に取り組む２市
に対して補助を行い、体制整備を支援しま
した。

医療対
策局

地域医
療推進
課

④ 医療的ケアを必要とする障が
い児・者に応じた支援を行うた
め、障がい福祉、医療、介護、保
育、教育等地域における支援機関
の連携強化を図ります。

・三重大学附属病院と協力し、相談支援専
門員と医療ソーシャルワーカー向けに、地
域における多職種連携を強化するための研
修会を２回行いました。

⑤ 保健・医療・福祉・教育等の
多職種が協力して医療的ケアが必
要な小児一人ひとりに対応できる
連携体制の構築や、小児の在宅医
療に対応できる訪問看護師等の医
療従事者、支援の窓口となるコー
ディネーター、医療と療育・教育
をつなぐ人材の育成等にかかる市
町の取組を支援します。

・小児在宅医療体制の整備に取り組む２市
に対して補助を行い、体制整備を支援しま
した。

① 医療的ケアを必要とする障が
い児・者を受け入れる事業所が必
要とする支援等に関する調査およ
び、遷延性意識障がいや重症心身
障がいに関する調査の結果をふま
え、医療的ケアを必要とする障が
い児・者の対象者数等の現状を把
握するとともに、（自立支援）協
議会などにおいて、安心して地域
生活を送れるような支援体制につ
いて検討を進めます。

・重症心身障がい児（者）の人数について
調査を行いました。（調査結果：803人
（昨年度比39人増））
・また、自立支援協議会に医療的ケア課題
検討部会を設置し、医療的ケアに係る課題
の整理・優先順位付けを行い、課題への具
体的な取組について議論しました。（部会
開催4回）

② 地域において、医療的ケアを
必要とする障がい児・者を受け入
れる体制づくりを進めるため、重
度訪問介護、生活介護および短期
入所等の障害福祉サービスにおけ
る受入や、日中一時支援や移動支
援等の地域生活支援事業の柔軟な
運用を促進します。また、訪問看
護、介護保険事業所および医療機
関など医療的ケアを実施できる地
域資源の活用を促進します。

・三重大学附属病院と協力し、障害福祉
サービス事業所等向けに、医療的ケアが必
要な障がい児・者の支援の理解促進研修を
１回行いました。

③ 医療的ケアを実施できる人材
を育成するため、たん吸引等研修
を実施するとともに、医療、介護
等の分野との連携を図ることがで
きるよう、相談支援員のスキル
アップを図ります。

・喀痰吸引3号研修を開催し、事業所にお
ける特定行為が出来る介護士の人材育成を
１回行いました。
・また、三重大学附属病院と協力し、相談
支援専門員と医療ソーシャルワーカー向け
に、地域における多職種連携を強化するた
めの研修会を２回行いました。

⑤ 行動障がいに対する行動観察
事業を実施し、事業で得られた支
援手法の蓄積と活用により、個々
の障がい者に応じた地域生活を支
援します。

・行動障がいに対する行動観察事業を実施
しましたが、対象者はありませんでした。
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取組
方向

３
地域生活への移行を支える相談支援等関係機関の機能強化

項目 （１）サービス等利用計画の質の向上

・相談支援体制検討会議を開催し、関係者
に対する情報交換や研鑽できる場の提供を
行いました。
・相談支援専門員の資質向上のため、相談
支援専門員研修（初任者・現任者）におい
ては、サービス等利用計画の質を向上させ
るべく、カリキュラム内容の充実を図りま
した。

健康福
祉部

障がい
福祉課

項目 （２）相談支援体制の強化に向けた（自立支援）協議会の活性化

・市町の障害福祉計画の推進のため、推進
会議を3回開催しました。
・障害者相談支援センターの地域支援課を
中心に、地域の（自立支援）協議会にオブ
ザーバー参加し、運営の支援を行いまし
た。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・全ての圏域に、（自立支援）協議会精神
部会等を設置し、長期入院精神障がい者の
地域移行についての状況把握や課題検討を
進めました。また各圏域の情報を共有する
ための精神障がい者地域移行・地域定着推
進連絡会を2回開催しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

項目 （３）地域における関係機関との協創

・県直営で、専門別研修として、地域移行
支援研修を開催しました。
・市町障害福祉計画推進会議において、地
域移行も課題に取り上げ、関係者間の意見
交換や先進事例の共有を図りました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・市町や圏域の障がい福祉施策の参考にし
てもらうため、地域移行の意向調査の結果
を集計・分析し、市町等に提供しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

② 福祉施設入所者や精神科病院
入院者等に対する意向調査の結果
を集計・分析し、現状と地域生活
への移行に向けた課題を整理し、
市町や関係事業所等の取組に活用
します。

・市町や圏域の障がい福祉施策の参考にし
てもらうため、地域移行の意向調査の結果
を集計・分析し、市町等に提供しました。

① 地域の（自立支援）協議会に
おいて、障害福祉計画のPDCAサイ
クルの確立や障害福祉サービスの
運営における課題対応等に取り組
むため、地域の（自立支援）協議
会の運営を支援します。〈再掲〉

・市町の障害福祉計画の推進のため、推進
会議を3回開催しました。
・障害者相談支援センターの地域支援課を
中心に、地域の（自立支援）協議会にオブ
ザーバー参加し、運営の支援を行いまし
た。

② 障害保健福祉圏域ごとに、
（自立支援）協議会精神部会や精
神障がい者地域移行・地域定着推
進協議会等を設置し、障害保健福
祉圏域における長期入院精神障が
い者の地域生活への移行の状況や
課題を把握し、関係機関の連携に
よる課題解決へとつなげます。

・全ての圏域に、（自立支援）協議会精神
部会等を設置し、長期入院精神障がい者の
地域移行についての状況把握や課題検討を
進めました。また各圏域の情報が共有でき
るよう精神障がい者地域移行・地域定着推
進連絡会を立ち上げました。

① 入所者の地域生活への移行に
取り組む入所施設、相談支援事業
所、市町などの関係職員に対し
て、研修等の実施により人材育成
を図ります。

・県直営で、専門別研修として、地域移行
支援研修を開催しました。
・市町障害福祉計画推進会議において、地
域移行も課題に取り上げ、関係者間の意見
交換や先進事例の共有を図りました。

① サービス等利用計画の作成や
モニタリングにおいて、障がい当
事者中心の視点に立ち、自己決
定・自己選択の観点から、計画相
談を行うことにより、真に必要な
障害福祉サービスの提供を行うた
め、サービス等利用計画の質の向
上に取り組みます。

・相談支援体制検討会議を開催し、関係者
に対する情報交換や研鑽できる場の提供を
行いました。
・相談支援専門員の資質向上のため、相談
支援専門員研修（初任者・現任者）におい
ては、サービス等利用計画の質を向上させ
るべく、カリキュラム内容の充実を図りま
した。
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【重点的取組５】

Ｈ２７ Ｈ２８

実績値 実績値 実績値 目標値

7,022人 8,886人 10,189人 8,100人

平成28年度の取組概要 部局名 課名

取組
方向

１

項目 （１）市町の相談支援体制への支援

・重層的で途切れのない相談支援体制を構
築するため、市町、相談支援事業所等の関
係者による相談支援体制検討会議を開催
し、相談支援体制の強化について検討しま
した。

相談支援体制検討会議：３回
基幹相談支援センター設置数：１０か所

健康福
祉部

障がい
福祉課

・市町の発達支援総合窓口における専門人
材の育成のため、県立小児心療センターあ
すなろ学園に市町職員（６人）を「みえ発
達障がい支援システムアドバイザー」とし
て受け入れ、長期研修（１年間）を実施し
ました。また、発達障がい児等に対する早
期支援ツールである「ＣＬＭ（チェックリ
ストin三重）と個別の指導計画」の保育
所、認定こども園、幼稚園への導入を促進
しました（巡回指導を行った保育所・幼稚
園数19市町36か所）。

子ども・
家庭局

子育て
支援課
（旧：発
達支援
体制推
進ＰＴ）

項目 （２）障害保健福祉圏域における相談支援体制の整備

・地域で暮らす障がい児等並びに家族等の
地域生活を支援するため、ライフステージ
に応じた途切れのない相談支援を行いまし
た。

障がい児等療育相談支援事業：９か所

健康福
祉部

障がい
福祉課

・障がい者が働くことを通して自立した生
活を営めるよう、日常生活の相談に応じな
がら、公共職業安定所等の関係機関と連携
し、障がい者の就労を支援しました。

障がい者就業・生活支援事業：９圏域
健康福
祉部

障がい
福祉課

② 市町に対して、保健、福祉、
教育の機能が連携した総合支援窓
口の設置または機能の整備を働き
かけるとともに、総合相談・療育
の中核となる専門性の高い人材を
育成するための市町職員等の研修
受入や巡回指導における技術的支
援等を行い、発達支援が必要な子
どもが、成長段階に応じて適切な
支援が受けられるよう環境を整備
します。

・市町の発達支援総合窓口における専門人
材の育成のため、県立小児心療センターあ
すなろ学園に市町職員（６人）を「みえ発
達障がい支援システムアドバイザー」とし
て受け入れ、長期研修（１年間）を実施し
ました。また、発達障がい児等に対する早
期支援ツールである「ＣＬＭ（チェックリ
ストin三重）と個別の指導計画」の保育
所、認定こども園、幼稚園への導入を促進
しました（巡回指導を行った保育所・幼稚
園数12市町22か所）。

① 療育相談事業において、身近
な地域で療育指導等が受けられる
よう、療育相談機能の充実等を図
ります。

・地域で暮らす障がい児等並びに家族等の
地域生活を支援するため、ライフステージ
に応じた途切れのない相談支援を行いまし
た。

障がい児等療育相談支援事業：９か所

② 障害者就業・生活支援セン
ターにおいて、障がい者の適性に
応じた就労支援を行うため、就労
に向けたアセスメントの充実を図
るとともに、就労先の開拓および
就労定着に向けた支援等を行いま
す。

・障がい者が働くことを通して自立した生
活を営めるよう、日常生活の相談に応じな
がら、公共職業安定所等の関係機関と連携
し、障がい者の就労を支援しました。

障がい者就業・生活支援事業：９圏域

① 市町、障害保健福祉圏域、県
における重層的で途切れのない相
談支援体制を強化するため、市
町、または障害保健福祉圏域にお
ける相談支援体制の拠点となる基
幹相談支援センターの設置促進を
図ります。

・重層的で途切れのない相談支援体制を構
築するため、市町、相談支援事業所等の関
係者による相談支援体制検討会議を開催
し、相談支援体制の強化について検討する
とともに、基幹相談支援センターの先進地
から講師を招き研修会を開催しました。

相談支援体制検討会議：３回
基幹相談支援センター研修会：１回
基幹相談支援センター設置数：９か所

重点的取組５ 途切れのない相談支援に関する取組

【解決すべき課題】
① 市町、障害保健福祉圏域、県における重層的な相談支援体制の強化および、相談
支援や障害福祉サービスを提供する人材の資質の向上が求められています。
② 障がい者本人のニーズに応じた障害福祉サービスを提供するため、サービス等利用
計画の質の向上を図る必要があります。
③ 障がい児に、ライフステージに応じた途切れのない支援や関係者間のスムーズな連
携による支援を提供していくため、児童発達支援センターや障害児入所施設などの障
がい児支援のためのサービス、子ども・子育て支援のためのサービス、教育機関など関
係機関の連携強化が求められています。
④ 特例として障害児入所施設の利用が可能な18歳以上の入所者については、平成
29年度で経過措置が終了することから、計画的な退所後の支援に関する検討を行う必
要があります。

到達目標の設定

目標項目
Ｈ２５

（現状）

Ｈ２９

広域的・専門的な相談支援事業の登
録者数

プランにおける取組 平成27年度の取組概要

相談支援体制の整備
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【重点的取組５】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

項目 （３）高度専門的な相談支援体制の整備

・自閉症等の特有な発達障がいを有する障
がい児（者）に対する総合的な支援を行う
地域の拠点として、自閉症・発達障害支援
センターを設置し、発達障害に関する問題
について発達障がい児（者）及びその家族
からの相談に応じ、適切な指導、助言を行
いました。

自閉症・発達障害支援センター：２カ所

健康福
祉部

障がい
福祉課

・在宅の重症心身障がい児(者）及びその
家族の生活を支援するため、相談支援に応
じるとともに療育機関等福祉サービスの情
報提供等を行いました。

重症心身障がい児（者）相談支援事業：
５か所

健康福
祉部

障がい
福祉課

・高次脳機能障がい者及びその家族の地域
生活を支援するために必要な相談支援、関
係機関との支援ネットワークの充実及び医
療機関、施設等で高次脳機能障がい者の支
援に携わる者に対する研修等を実施しまし
た。

健康福
祉部

障がい
福祉課

項目 （４）早期からの一貫した教育支援体制の整備

・県内の各市町におけるパーソナルカルテ
の普及の状況を市町教育委員会から把握す
るとともに、市町教育委員会が開催する研
修会等で活用の方法等について指導・助言
しました。

教育委
員会

特別支
援教育
課

・中学校から高等学校への支援情報の引継
ぎを促進しました。全ての引継ぎについ
て、個別の指導計画、個別の教育支援計
画、パーソナルカルテ等の活用を確認しま
した。

教育委
員会

特別支
援教育
課

項目 （５）相談支援従事者等の人材育成

・「三重県障がい福祉従事者人材育成ビ
ジョン」に基づき、相談支援専門員研修等
を開催しました。

相談支援従事者初任者研修、相談支援従
事者現任研修、相談支援従事者専門コース
別研修を実施

健康福
祉部

障がい
福祉課

① 障がいのある子どもたちが、
小学校や特別支援学校に就学後、
円滑に学校生活がはじめられ、十
分な教育や支援が受けられるよ
う、パーソナルカルテ等を活用し
た情報の円滑な引継ぎができる体
制の整備を支援します。

・県内の各市町におけるパーソナルカルテ
の普及の状況を市町等教育委員会から把握
するとともに、活用の促進について指導・
助言しました。

② 小学校から中学校、中学校か
ら高等学校へと個別の指導計画や
個別の教育支援計画等の確実な引
継ぎができる体制づくりを進めま
す。

・中学校から高等学校への支援情報の引継
ぎについて実施要項に基づいて引継ぎを
行ったすべての中学校と高等学校を訪問
し、取組の状況や引継ぎ方法に対する意見
を聞き取りました。
また、各特別支援学校が、センター的機能
として小中学校及び高等学校等の要請に応
じて教育相談等を実施しました。個別の指
導計画や個別の教育支援計画の作成に係る
支援（259件）を行うとともに、支援情報
の引継ぎの重要性について理解啓発を図り
ました。

① 支援者の資質の向上のため、
「三重県障がい福祉従事者人材育
成ビジョン」に基づき、相談支援
における理念の浸透や、障がい当
事者をはじめとする関係者による
人材育成システムの構築により、
人材の段階的な資質の向上を図る
とともに、地域の支援体制の充
実・強化を図る人材を育成しま
す。

・「三重県障がい福祉従事者人材育成ビ
ジョン」に基づき、相談支援専門員研修等
を開催しました。

相談支援従事者初任者研修、相談支援従
事者現任研修、相談支援従事者専門コース
別研修を実施

① 自閉症等の発達障がい児・者
に対する個々の障がいに応じた相
談支援を行う拠点である自閉症・
発達障がい支援センターにおい
て、広域的、専門的な相談支援を
行うとともに、専門性のさらなる
向上と地域の相談支援機関に対す
る後方支援機能の強化を図りま
す。

・自閉症等の特有な発達障がいを有する障
がい児（者）に対する総合的な支援を行う
地域の拠点として、自閉症・発達障害支援
センターを設置し、発達障がいに関する問
題について発達障がい児（者）及びその家
族からの相談に応じ、適切な指導、助言を
行いました。

自閉症・発達障害支援センター：２カ所

② 重症心身障がい児（者）相談
支援事業により、自宅で生活する
重症心身障がい児・者とその家族
に、医師、看護師、社会福祉士等
による専門的な相談支援を行いま
す。また、相談内容に応じて、短
期入所等の利用調整を行うなど、
市町等の関係機関と連携し、地域
生活を支援します。

・在宅の重症心身障がい児(者）及びその
家族の生活を支援するため、相談支援に応
じるとともに療育機関等福祉サービスの情
報提供等を行いました。

重症心身障がい児（者）相談支援事業：
５か所

③ 高次脳機能障がい支援普及事
業により、高次脳機能障がい者
が、地域で自立した生活を送れる
よう、広域的、専門的な相談支援
を行うとともに、地域の相談支援
機関に対する後方支援機能の強化
を図ります。

・高次脳機能障がい者及びその家族の地域
生活を支援するために必要な相談支援、関
係機関との支援ネットワークの充実及び医
療機関、施設等で高次脳機能障がい者の支
援に携わる者に対する研修等を実施しまし
た。
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・市町の発達支援総合窓口における専門人
材の育成のため、県立小児心療センターあ
るなろ学園に市町職員（６人）を「みえ発
達障がい支援システムアドバイザー」とし
て受け入れ、長期研修（１年間）を実施し
ました。
また、県立草の実リハビリテーションセン
ターにおいて巡回指導を実施し、市町の療
育センター等の職員に技術的支援を行いま
した（地域療育相談実績：38か所112
回）。

子ども・
家庭局

子育て
支援課
（旧：発
達支援
体制推
進ＰＴ）

項目 （６）相談支援の質の向上

・重層的で途切れのない相談支援体制を構
築するため、市町、相談支援事業所等の関
係者による相談支援体制検討会議を開催
し、相談支援体制の強化について検討しま
した。

相談支援体制検討会議：３回
健康福
祉部

障がい
福祉課

・市町の障害福祉計画の推進のため、推進
会議を3回開催しました。
・障害者相談支援センターの地域支援課を
中心に、地域の（自立支援）協議会にオブ
ザーバー参加し、運営の支援を行いまし
た。

健康福
祉部

障がい
福祉課

取組
方向

２

項目 （１）地域内の連携を進めるための枠組みの強化

・療育相談支援事業を全圏域で委託により
実施し、関係機関の連携強化を図りまし
た。

健康福
祉部

障がい
福祉課

項目 （２）途切れのない相談支援体制の構築

・自閉症・発達障害支援センターに地域支
援マネージャーを配置し、地域支援機能の
強化を図りました。
・市町等の関係機関と連携をして、適切な
支援につながるよう、相談支援を行いまし
た。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・重層的で途切れのない相談支援体制を構
築するため、市町、相談支援事業所等の関
係者による相談支援体制検討会議を開催
し、相談支援体制の強化について検討しま
した。
・療育相談支援事業を全圏域で委託により
実施し、各圏域で地域の実情に応じた検討
促進を図りました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

② 市町や障害保健福祉圏域単位
における障がい児支援の中核とな
る機能の強化を図るため、地域の
（自立支援）協議会等において、
児童発達支援、障害児相談支援お
よび保育所等訪問支援などの障害
児通所支援を総合的に提供する施
設の設置に向け、地域の実情に応
じた検討を促進します。

・市町障害福祉計画推進会議を開催し、他
圏域の先進事例の共有等を図りました。
・療育相談支援事業を全圏域で委託により
実施し、各圏域で地域の実情に応じた検討
促進を図りました。

途切れのない支援

① 子どもの周囲の「気づき」の
段階から、ライフステージに応じ
た途切れのない支援や関係機関の
スムーズな連携による支援を適切
に提供できるよう、障がい児等療
育相談支援事業において、地域に
おける保健、教育、医療、福祉、
就労支援等の関係機関の連携強化
を図ります。

・地域で暮らす障がい児等並びに家族等の
地域生活を支援するため、ライフステージ
に応じた途切れのない相談支援を行いまし
た。

障がい児等療育相談支援事業：９か所

① 「生活のしづらさ」を感じて
いる方等を、必要な相談や支援に
つなげるため、発達障がい者地域
支援マネージャーを配置し、地域
における身近な相談支援機関にお
いて、適切な支援につながる体制
を整備します。

・自閉症・発達障がい支援センターに地域
支援マネージャーを配置し、地域支援機能
の強化を図りました。
・市町等の関係機関と連携をして、適切な
支援につながるよう、相談支援を行いまし
た。

② 地域における発達支援が必要
な子どもに対する途切れのない支
援体制において、総合相談や療育
の中核となる専門性の高い人材の
育成を行うため、市町職員等の研
修受入や巡回指導における技術的
支援を行います。

・市町の発達支援総合窓口における専門人
材の育成のため、県立小児心療センターあ
るなろ学園に市町職員（６人）を「みえ発
達障がい支援システムアドバイザー」とし
て受け入れ、長期研修（１年間）を実施し
ました。

また、県立草の実リハビリテーションセ
ンターにおいて巡回指導を実施し、市町の
療育センター等の職員に技術的支援を行い
ました（地域療育相談実績35か所112
回）。

① 障害保健福祉圏域や市町ごと
に、（自立支援）協議会の相談支
援部会の設置促進や基幹相談支援
センターを中心とした相談支援体
制の確立により、指定特定相談支
援事業所、障害児相談支援事業所
のネットワークを構築し、サービ
ス等利用計画や障害児支援利用計
画の質の向上を図ります。

・重層的で途切れのない相談支援体制を構
築するため、市町、相談支援事業所等の関
係者による相談支援体制検討会議を開催
し、相談支援体制の強化について検討する
とともに、基幹相談支援センターの先進地
から講師を招き研修会を開催しました。

相談支援体制検討会議：３回
基幹相談支援センター研修会：１回

② 地域の（自立支援）協議会に
おいて、障害福祉計画のPDCAサイ
クルの確立や障害福祉サービスの
運営における課題対応等に取り組
むため、地域の（自立支援）協議
会の運営を支援します。〈再掲〉

・市町の障害福祉計画の推進のため、推進
会議を3回開催しました。
・障害者相談支援センターの地域支援課を
中心に、地域の（自立支援）協議会にオブ
ザーバー参加し、運営の支援を行いまし
た。
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・県内の福祉型障害児入所施設に、それぞ
れ、コーディネーターを設置し、関係機関
の連携を促進し、地域移行を図りました。

コーディネーターの配置 各施設 1名
当該事業により、地域生活移行できた者

5名
・福祉型障害児入所施設に関する検討会を
6回開催しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・県立子ども心身発達医療センター及び県
立かがやき特別支援学校（分校）の一体整
備に係る建築工事を平成29年３月に竣工し
ました。また、平成29年６月の開設に向け
て組織体制および業務運営の検討を行いま
した。

子ども・
家庭局

子育て
支援課
（旧：発
達支援
体制推
進ＰＴ）

・「ＣＬＭ（チェックリストin三重）と個
別の指導計画」の保育所、認定こども園、
幼稚園への導入を促進するため、巡回指導
（19市町36か所）を実施しました。また、
県内４地域で途切れのない発達支援研修会
を開催し、保育士等532人が参加しまし
た。

子ども・
家庭局

子育て
支援課
（旧：発
達支援
体制推
進ＰＴ）

・就学支援担当者連絡会を実施し、市町教
育委員会と教育と福祉の連携や発達相談窓
口の設置状況、パーソナルカルテの活用等
について情報を共有しました。また、特別
支援学校では、進路懇談会や移行支援会議
に地域の福祉や労働に関わる担当者の参加
を依頼し、地域の実情に応じた支援のネッ
トワークづくりに取り組みました。

教育委
員会

特別支
援教育
課

⑤ 発達障がい児等に対する支援
ツール「ＣＬＭ（Check List in
Mie：発達チェックリスト）と個
別の指導計画」の保育所・幼稚園
等への導入を促進し、子どもが集
団生活で困難さを感じることなく
過ごせるようにするとともに、二
次的な問題行動等の予防にもつな
げます。

・「ＣＬＭ（チェックリストin三重）と個
別の指導計画」の保育所、認定こども園、
幼稚園への導入を促進するため、巡回指導
（12市町22か所）を実施しました。また、
県内４地域で途切れのない発達支援研修会
を開催し、保育士等407人が参加しまし
た。

⑥ 各市町に設置が進められてい
るワンストップ型の相談機能の充
実や、卒業後の地域生活支援体制
の整備など、地域の実情に応じた
支援のためのネットワークの構築
に向けて、市町等教育委員会およ
び保健、医療、福祉、労働等関係
機関に働きかけます。

・就学支援担当者会、同連絡会を実施し、
市町教育委員会から教育と福祉の連携や発
達相談窓口の取組等について状況を把握す
るとともに、小中学校、高等学校、特別支
援学校の校種間で、支援情報が円滑に引き
継がれるよう、パーソナルカルテ等の活用
について関係機関と連携を図りました。
また、特別支援学校では、進路懇談会や移
行支援会議に地域の福祉や労働に関わる担
当者の参加を依頼し、地域の実情に応じた
支援のためのネットワークづくりに取り組
みました。

③ 障害児入所施設に入所した時
点から、退所後の地域生活を見据
えた支援が行えるよう、福祉型障
害児入所施設にコーディネーター
を配置することにより、児童相談
所、障害児入所施設、市町等の関
係機関が連携し、それぞれの役割
に応じた途切れのない支援を提供
します。また、平成30年３月の経
過措置後の福祉型障害児入所施設
のあり方等について、方針を定
め、必要な取組を進めます。

・県内の福祉型障害児入所施設に、それぞ
れ、コーディネーターを設置し、関係機関
の連携を促進し、地域移行を図りました。

コーディネーターの配置 各施設 1名
当該事業により、地域生活移行できた者

4名
・福祉型障害児入所施設に関する検討会を
4回開催しました。

④ 県立草の実リハビリテーショ
ンセンターと県立小児心療セン
ターあすなろ学園、児童相談セン
ターの言語聴覚機能を統合し、
「三重県こども心身発達医療セン
ター（仮称）」として一体的に整
備します（平成29年度開院予
定）。また、併設する特別支援学
校や隣接する国立病院機構三重病
院と連携することにより、発達支
援が必要な子どもに対して、専門
性の高い医療、福祉、教育が連携
した支援を行うとともに、地域支
援の機能を高め、発達支援の中核
として県全体の総合力の向上をめ
ざします。

・県立子ども心身発達医療センター及び県
立かがやき特別支援学校（分校）の一体整
備に係る建築工事に着手するとともに、平
成29年６月の開設に向けて組織体制および
業務運営の検討を行いました。

16 / 54 ページ



みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【重点的取組６】

Ｈ２７ Ｈ２８
実績値 実績値 実績値 目標値

25市町 28市町 29市町 29市町

Ｈ２７ Ｈ２８
実績値 実績値 実績値 目標値

3施設 3施設 11施設 6施設

平成28年度の取組概要 部局名 課名

取組
方向

災害時における確実な支援に向けた災害の予防・減災対策

項目 （１）確実な避難のための支援

・引き続き、市町に義務付けられた「避難
行動要支援者名簿」の作成について、先進
事例を紹介するとともに、各市町への助言
を行い、名簿が早期に作成されるよう働き
かけました。

避難行動要支援者名簿作成済み市町 25
市町（H27：作成済み 22市町)

避難行動要支援者名簿に基づく個別計画
策定済み市町  5市町(H27策定済み 4市
町)

防災対
策部

防災企
画・地
域支援
課

・Lアラート全国総合訓練に参加し、情報
伝達者に対して訓練への参加を促すととも
に、Lアラートのアピールを行いました。

訓練に参加した情報伝達者 22事業者
防災対
策部

防災対
策総務
課

項目 （２）確実な支援につなげるための施設の減災対策

・三重県障害者施設整備事業費補助金によ
りスプリンクラー設置を支援しました。
（８事業所） 健康福

祉部
障がい
福祉課

項目 （３）災害発生後の確実な支援

・市町担当者会議における説明や、福祉避
難所未確保の町の訪問など、確保に向けた
働きかけを行いました。その結果、平成28
年度末で29市町で福祉避難所が確保されま
した。

健康福
祉部

健康福
祉総務
課

① 市町による福祉避難所の指定
や社会福祉施設等との協定締結を
より一層促進するため、福祉避難
所未指定（協定未締結）の市町を
主な対象として、福祉避難所の確
保を働きかけます。

・市町担当者会議における説明や、福祉避
難所未確保の市町の訪問など、確保に向け
た働きかけを行いました。その結果、平成
27年度末で28市町で福祉避難所が確保され
ました。

① 災害時要援護者対策を推進す
るため、各市町の課題解消に向け
た助言を行い、県内全市町におけ
る「避難行動要支援者名簿」、
「個別計画」の作成を促進しま
す。

・災害対策基本法の改正により、これまで
任意で作成が進められていた「災害時要援
護者名簿」にかわって、「避難行動要支援
者名簿」の作成が市町に義務付けられたこ
とから、名簿の作成について先進事例を紹
介するとともに、各市町への助言を行い、
名簿が早期に作成されるよう働きかけまし
た。

避難行動要支援者名簿作成済み市町 22
市町（H26：作成済み 23市町）

個別計画策定済み市町 8市町
     （H26：策定済み  8市町）

② Ｌアラート（公共情報コモン
ズ）に提供した情報が複数の手段
により伝達できるよう、伝達事業
者の加入を促進します。

・Lアラート全国総合訓練に参加し、情報
伝達者に対して訓練への参加を促すととも
に、Lアラートのアピールを行いました。

訓練に参加した情報伝達者 21事業者

① 通所や共同生活援助の障害福
祉サービスを提供する施設におけ
る利用者の安全・安心を確保する
ため、施設の耐震化やスプリンク
ラーの設置を促進します。

・平成27年度においては、三重県障害者施
設整備事業費補助金により耐震化やスプリ
ンクラー設置を行った施設はありませんで
した。

プランにおける取組 平成27年度の取組概要

重点的取組６ 災害時の対応に関する取組

【解決すべき課題】
① 全市町において、早期に避難行動要支援者名簿、個別計画の策定が終了するよ
う、先進事例の紹介や課題解消に向けた助言を行う等、市町を支援していく必要があり
ます。
② 県内の障がい者関係の入所施設の耐震化は完了しましたが、通所施設の耐震化や
グループホーム等における防火対策を促進する必要があります。
③ 福祉避難所の確保、災害派遣精神医療チーム（Disaster Psychiatric Assistance
Team：DPAT）の編成など、災害発生後、確実な支援に結びつけるための準備が求めら
れています。

到達目標の設定

目標項目
Ｈ２５

（現状）
Ｈ２９

福祉避難所または代替避難場所確
保市町数

目標項目
Ｈ２５

（現状）
Ｈ２９

県の補助制度を活用し、スプリンク
ラー設備を設置した障害福祉サービ
ス事業所数（累計）
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【重点的取組６】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

・熊本地震の際にDPAT隊を８隊（６病院）
派遣し、災害時精神科医療及び搬送が必要
な患者の移送に従事しました。
・協定病院を増やし12病院としました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・三重DPAT活動研修（参加者数：94人）を
開催しました。
・県総合防災訓練（図上訓練）及び三重
県・津市総合防災訓練に参加しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・平成28年度については新たな市町との締
結には至りませんでしたが、協定未締結の
市町に対し意向調査を行うなど締結に向け
て働きかけを行いました。 健康福

祉部
障がい
福祉課

・自立支援協議会に医療的ケア課題検討部
会を設置し、医療的ケアに係る課題の整
理・優先順位付けを行い、課題への具体的
な取組について議論しました。（部会開
催：2回）
・県内1か所（中勢地域）に支援拠点を設
置し、多職種の連携を深めるための事例検
討会議の開催や、相談支援専門員等を対象
とした資質向上を目的とした研修会の開催
などに取り組み、地域における支援機関の
連携強化及び支援体制の構築を図りまし
た。

健康福
祉部

障がい
福祉課

④ 三重県聴覚障害者支援セン
ターと市町の間で、避難行動要支
援者名簿の提供等に関する協定の
締結を促進することにより、災害
時における聴覚障がい者の安否確
認や避難所支援等を行います。

・災害時における聴覚障がい者の安否確認
や避難所支援のため、三重県聴覚障害者支
援センターが２市１町（鳥羽市、尾鷲市、
紀北町）それぞれと災害時要援護者の支援
に関する協定を締結しました。

⑤ 医療的ケアが必要な障がい者
への災害時の対応について、市町
や医療機関等と連携し、検討を進
めます。

・自立支援協議会に医療的ケア課題検討部
会を設置し、医療的ケアに係る課題の整
理・優先順位付けを行い、課題への具体的
な取組について議論しました。（部会開
催：4回）

② 大規模災害等の発生後に、被
災地域において、精神科医療およ
び精神保健活動の支援を行うた
め、精神科病院等の関係機関と連
携し、災害派遣精神医療チーム
（Disaster Psychiatric
Assistance Team：DPAT）を設置
するとともに、DPATの活動時にお
ける、市町や医療機関等との連携
体制について検討を進めます。

・三重DPATの設置運営要綱を制定し、県内
の精神科病院（11病院）と派遣協定を締結
しました。三重DPAT活動マニュアルの策定
をとおして、県庁内の災害支援関係課及び
保健所、市町、精神科病院等と連携体制に
ついて検討を進めました。

③ DPATが、被災地域において、
効果的な活動を行うため、DPAT構
成員を対象とした研修を行うとと
もに、防災訓練等に参加します。

・災害時のこころのケアとして「サイコロ
ジカル・ファーストエイド（心理的救急処
置）研修」（参加者数：84人）と「DPAT活
動についての研修」（参加者数：72人）を
開催しました。
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策1-1】

障がいに対する理解の促進

平成28年度の取組概要 部局名 課名

啓発・広報の推進

・平成28年度は4月の障害者差別解消
法施行に伴い、作文とポスターのテー
マを同法に関するものとしました。内
閣府との共催により障害者週間に合わ
せて「心の輪を広げる体験作文」及び
「障害者週間のポスター」を募集し、
障がいに関する普及・啓発を行いまし
た。

応募件数 作文１７件・ポスター２
件

健康福
祉部

障がい
福祉課

・三重労働局・ハローワーク、三重障
害者職業センター等と連携し、事業主
をはじめ県民に障がい者雇用の促進に
向けた啓発等を行いました。

障がい者雇用優良事業所表彰の実施
（平成28年9月16日）

障がい者就職面接会の開催
（平成28年9月～平成28年11月,

県内8ヶ所
参加事業所数 152社、求人数 425

人
  参加求職者数 537人、採用数 74
人）
・ステップアップカフェ「Ｃｏｔｔｉ
菜」で、障がい者がいきいきと働く姿
を企業や県民の皆さんに見ていただ
き、様々な人が交流することで、障が
い者が働くことや障がいに対する理解
を促進しました。
（平成28年度）

「Cotti菜」来店者数 26,002人
ステップアップ大学参加者数 5回

延べ135人
Cotti菜視察（見学ツアー含む）15

件206人

雇用経
済部

雇用対
策課

・精神保健福祉三重県大会において、
精神保健福祉功労者表彰と「自閉症ス
ペクトラムの支援と対応」をテーマと
した講演会を行い、精神保健福祉関係
者、ボランティアおよび県民に対し精
神保健福祉への理解を促しました。

精神保健福祉功労者表彰：個人23
名

参加者：230名

健康福
祉部

障がい
福祉課

・「差別をなくす強調月間」、「人権
週間」にあわせ、県内各地で法務局や
市町等と連携し、街頭啓発を実施しま
した。（県内36カ所）
・人権センターにおいては、県民人権
講座や相談員等スキルアップ講座を開
催するとともに、児童生徒優秀ポス
ター展や人権フォトコンテスト入賞作
品展の実施、各種広報媒体を活用した
啓発活動に取り組みました。 （県民
人権講座３回５講座開催、参加者数
602名）

環境生
活部

人権課

① 「障害者週間（12月３日～９
日）」に関する啓発広報活動とし
て、関係機関と連携し、「心の輪
を広げる体験作文」や「障害者週
間のポスター」を幅広く募集し、
障がいのある人に対する理解を促
進します。また、障がい者団体を
はじめとする各種団体が実施する
イベントへの後援など様々な機会
を活用し、幅広い啓発活動を行い
ます。

・内閣府との共催で障害者週間に合わ
せて「心の輪を広げる体験作文」及び
「障害者週間のポスター」を募集し、
障がいに関する普及・啓発を行いまし
た。

応募件数 作文２８件（ポスターは
応募ゼロ）

④ 「差別をなくす強調月間（11
月11日～12月10日）」、「人権週
間（12月４日～10日）」の期間を
中心として、人権擁護委員、津地
方法務局、市町等と連携した街頭
啓発を行います。また、三重県人
権センターにおいて、講演会の開
催やパネル展示などを通じて啓発
活動に取り組みます。

・「差別をなくす強調月間」、「人権
週間」にあわせ、県内各地で市町等と
連携し、街頭啓発を実施しました。
（県内36カ所）
・人権センターにおいては、県民人権
講座、児童生徒優秀ポスター展、人権
フォトコンテスト入賞作品展等を開催
するとともに、啓発パンフレットの作
成や各種広報媒体を活用した啓発活動
に取り組みました。

（県民人権講座３回５講座開催、参
加者数542名）

② 「障がい者雇用支援月間」を
中心に三重労働局・ハローワー
ク、三重障害者職業センター等と
連携し、県民および企業に障がい
者雇用への理解を促進します。

・三重労働局・ハローワーク、三重障
害者職業センター等と連携し、事業主
をはじめ県民に障がい者雇用の促進に
向けた啓発等を行いました。

障がい者雇用優良事業所表彰の実施
（平成27年9月25日）
障がい者就職面接会の開催
（平成27年8月～平成27年10月、県

内9ヶ所
参加事業所数 166社、求人数 390

人
  参加求職者数 744人、採用数102
人）
・ステップアップカフェ「Ｃｏｔｔｉ
菜」で、障がい者がいきいきと働く姿
を企業や県民の皆さんに見ていただ
き、様々な人が交流することで、障が
い者が働くことや障がいに対する理解
を促進しました。（平成27年度）

「Cotti菜」来店者数 27,091人
ｺｰﾃﾞｨﾈｰト事業の参加者数 1,299人

③ 「精神保健福祉普及運動（11
月上旬の１週間）」における普及
啓発活動として、三重県精神保健
福祉協議会と連携した精神保健福
祉三重県大会を開催し、精神保健
福祉功労の表彰や講演などを通じ
て精神保健福祉への理解を促進し
ます。

・精神保健福祉三重県大会において、
精神保健福祉功労者表彰と「「精神に
障がいのある親」と暮らす子どもの支
援について」をテーマとした講演会を
行い、精神保健福祉関係者、ボラン
ティアおよび県民に対し精神保健福祉
への理解を促しました。

精神保健福祉功労者表彰：個人13
名

参加者：170名

施策の展開１

分野別施策
１－１

【基本理念実現に向けためざす姿】
障がいの有無にかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社
会の理念および、障がい者や障がいに関する理解が進んでいます。

プランにおける取組 平成27年度の取組概要
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策1-1】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

・障害福祉サービス事業者等集団指導
時での説明(平成28年７月に県内４会
場で説明)、 県や医師会が主催者とし
て開催する社会保険集団指導時での医
療機関への説明(平成28年７月から平
成29年２月までの間に、県内９会場で
説明)、 三重県障がい者差別解消セミ
ナーの開催（平成28年９月９日(金)県
庁講堂にて開催）、駅前や商業施設で
の街頭啓発の実施等により、障害者差
別解消法の周知を図りました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・三重県精神保健福祉協議会と連携し
て、県民向け広報誌「りれいしょん」
の発行やNPO法人ピアサポートみえに
委託して「お笑いこころサミット」等
を開催しました。また、当事者芸人松
本ハウスを「みえ発！こころのバリア
フリー大使」に任命し、高等学校、医
療機関でお笑いパフォーマンスを行う
ことで、生徒等への啓発活動を行いま
した。

りれいしょん発行 ２回
お笑いこころサミット １回
こころのバリアフリー大使活動 ２

回

健康福
祉部

障がい
福祉課

・アルコール関連問題啓発フォーラム
を開催しました。（開催回数：1回、
参加者数：230人） 健康福

祉部
障がい
福祉課

・「補助犬もっと知ってほしいなキャ
ンペーン」と称して、聴導犬や介助
犬、盲導犬受け入れの周知キャンペー
ンを展開しました。
（活動実績）
 11月13日 三重ろう者文化祭（聴導
犬）
 12月17日 三重県障がい者芸術文化祭
（介助犬）
 1月19日 視覚障がい者日常生活用具
展（盲導犬）

健康福
祉部

障がい
福祉課

・身体・知的障害者相談員等障がい福
祉に携わる関係者を対象とした研修会
を開催し、139名が参加しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

福祉教育の推進

・小中学校においては、車いすのス
ポーツ選手等との交流や講演会等を実
施するとともに、視覚や聴覚に障がい
のある方との交流やＬＧＢＴを含めた
人権に関する学習や講演会など、様々
な活動が行われました。また、障がい
のある方々との交流やＵＤ体験講座の
開催など、児童生徒や地域の実態に応
じた特色ある取組が実施されました。
 
 福祉活動を実施した小中学校
      ・・・小中学校526校中378校
（71.9%）

教育委
員会

小中学
校教育
課

① 小中学校の総合的な学習の時
間や特別活動等において、車いす
やアイマスクなどを用いたバリア
フリー体験や福祉施設訪問等によ
る体験的な学習に引き続き取り組
みます。また、道徳の時間等にお
いて、さまざまな障がいをテーマ
とした読み物資料や視聴覚教材等
による学習を行い、義務教育９年
間における発達段階に応じたより
系統的な指導を進めます。

・小中学校では総合的な学習の時間等
に車いすやアイマスクなどを用いたバ
リアフリー体験を行ったり、福祉施設
や作業所を訪問して障がいのある人と
交流したり、聴覚障がいのある方から
手話を学んだりするなど、様々な体験
活動が行われ、児童生徒や地域の実態
に応じた特色ある取組が実施されまし
た。

福祉活動を実施した小中学校・・・
小中学校527校中412校（78.2%）

⑧ 身体障害者補助犬の受入に関
する、正しい知識と理解を促進す
るため、補助犬ユーザーととも
に、県民を対象としたセミナーを
開催するなど、啓発活動を行いま
す。

・「みえ補助犬【なるほど】サミッ
ト」と題して、補助犬受け入れの周知
キャンペーンを展開しました。
（活動実績）
 10月22日 三重県視覚障害者福祉大会

「あいふぇすた2015in伊勢」
 11月23日 つ・環境フェスタ
 12月20日 三重県障がい者芸術文化祭

⑨ 身体・知的障害者相談員等障
がい福祉に携わる関係者が、人権
問題に対する理解と認識を深める
とともに主体的に人権問題に取り
組めるよう、研修等の機会を提供
します。

・身体・知的障害者相談員等障がい福
祉に携わる関係者を対象とした研修会
を開催し、143名が参加しました。

施策の展開２

⑥ 県民等に対して、精神障がい
者に対する理解の促進や正しい知
識の普及、啓発に努めます。

・三重県精神保健福祉協議会と連携し
て、県民向け広報誌「りれいしょん」
の発行やNPO法人ピアサポートみえに
委託して「お笑いこころサミット」等
を開催しました。

りれいしょん発行 ２回
お笑いこころサミット等 ２回

⑦ アルコール健康障害対策基本
法の主旨やアルコール関連問題等
に関する理解を促進するため、県
民、医療関係者、事業者等に対す
る普及、啓発を行います。

・内閣府と共催して、アルコール関連
問題啓発フォーラムを開催しました。
（開催回数：1回、参加者数：235人）

⑤ 平成28年４月の「障害者差別
解消法」の施行に向けて、障がい
を理由とする差別の解消について
の県民の関心と理解を深めるとと
もに、差別の解消を妨げている要
因の解消を図るため、啓発活動を
行います。

・障害を理由とする差別の解消に向け
た地域フォーラムの開催(主催：内閣
府・三重県)(平成27年12月)、「県政
だより」(平成28年１月号）への啓発
記事の掲載、「県政チャンネル」での
啓発番組の放送((平成28年１月）、新
聞への啓発広告の掲載（(平成28年３
月）、街頭啓発（(平成28年３月）、
出前トーク等での事業者等への説明に
より、「障害者差別解消法」の施行に
向け啓発活動を行いました。
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策1-1】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

・交流及び共同学習の意義や教育課程
上の位置づけ等を整理するため、「特
別支援学校における交流及び共同学習
のガイドライン」（平成29年３月）を
作成しました。また、各特別支援学校
は、障がいのある子どもと障がいのな
い子どもが共に学ぶ機会として、交流
及び共同学習を継続的・計画的に実施
しました。
   学校間交流184回 居住地校交流
652回

教育委
員会

特別支
援教育
課

ボランティア活動の促進

・個別支援ボランティアを支えるボラ
ンティアコーディネーション研修を行
いました。

個別支援ボランティアを支えるボラ
ンティアコーディネーション研修に
は、23人が参加し、人材の養成を行い
ました。

健康福
祉部

地域福
祉課

・小中学校においては、校区内に自分
たちで育てた花をかざったり、除草作
業や通学路、公園、海岸等の清掃、高
齢者施設の方々や幼児との交流、学校
全体での募金活動を行なったりするな
ど、地域の方々と連携しながら児童生
徒のボランティア精神の向上に取り組
みました。

  奉仕的活動を実施した学校数
      ・・・小中学校526校中455校
（86.5%）

教育委
員会

小中学
校教育
課

・学校行事として地域の清掃活動等の
ボランティア活動を実施した学校は５
８校のうち５３校でした。また、ボラ
ンティア活動等に係る学修の単位認定
を行っている学校は４校ありました。
日頃からボランティア活動に臨む精神
の涵養や態度の育成を図りました。

教育委
員会

高校教
育課

② 特別支援学校等との交流およ
び共同学習を通して、障がいのあ
る子どもや障がい者への理解を深
める取組を進めます。

・各特別支援学校は、障がいのある子
どもと障がいのない子どもが共に学ぶ
機会として、交流及び共同学習を継続
的・計画的に実施しました。

学校間交流252回 居住地校交流
790回

③ 県立高等学校においては、学
校内外における継続的なボラン
ティア活動を進め、ボランティア
活動に臨む精神の涵養や態度の育
成を図ります。また、地域に積極
的に貢献しようとする心と豊かな
人間性を育みます。

・県立高等学校でボランティア活動を
学校行事として実施した学校は54校で
した。また、ボランティア部のある学
校は13校、学校設定科目としてボラン
ティア科目の設置校は６校あり、日頃
からボランティア活動に臨む精神の涵
養や態度の育成を図りました。

施策の展開３

① 近年、社会的孤立や経済的困
窮などの地域における生活問題が
深刻化してきている中で、さまざ
まなニーズが寄せられ、それに対
応できるボランティアが必要に
なっています。引き続き、ボラン
ティアコーディネーター養成研修
や相談実習等を行い、ボランティ
アの育成に努めます。

・ボランティアコーディネーター養成
研修、ボランティアコーディネーター
フォローアップ研修等を行いました。

ボランティアコーディネーター養成
研修は、のべ126人が参加し、ボラン
ティアコーディネーターフォローアッ
プ研修には37人が参加し、人材の養成
を行いました。

② 小中学校においては、ボラン
ティア活動への継続的な取組を進
め、充実を図ることにより、豊か
な人間性を育みます。また、地域
の方々と連携しながら、地域に根
ざした取組を進めることで、地域
や社会に積極的に貢献しようとす
る態度の育成を図ります。

・小中学校では、校区内の公共施設な
どに自分たちで育てた花などを届ける
活動、通学路や公園や海岸等の清掃、
清掃登山、養護施設の方々や幼児との
交流、学校全体での募金活動など、地
域の方々と連携しながら児童生徒のボ
ランティア精神の向上に取り組みまし
た。

奉仕的活動を実施した学校数・・・
小中学校527校中473校（89.8%）
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策1-2】

社会参加の環境づくり

平成28年度の取組概要 部局名 課名

障がいの状態に応じた活動支援

・三重県視覚障害者支援センターで歩
行訓練、身辺・家事管理に関する指
導、コミュニケーション手段としての
点字研修等を実施し、458名の参加が
ありました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・三重県聴覚障害者支援センターにお
いて、難聴・中途失聴者を中心に学習
会を12回行いました。 健康福

祉部
障がい
福祉課

・オストメイト等に関して、研修会、
相談会や生活訓練を実施しました。 健康福

祉部
障がい
福祉課

・介助犬を１頭育成し、既存のユー
ザーに貸与（更新）しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

ユニバーサルデザインの意識づくりと暮らしやすいまちづくり

・ユニバーサルデザインに配慮された
製品の紹介や三重県ユニバーサルデザ
インのまちづくり推進条例の整備基準
に適合した施設の情報、おもいやり駐
車場登録施設等をホームページに掲載
し情報の提供を行いました。
・「ユニバーサルデザインのまちづく
り出前授業」を県内の公立学校30校に
対し、実施しました。

健康福
祉部

地域福
祉課

・ＵＤアドバイザーの意見交換会を開
催（３月）して、各ＵＤ団体から報告
をいただき、情報の共有を図るととも
に今後の取組の参考となるようにしま
した。
・志摩でＵＤ団体の会員を対象に研修
を実施しました。
・ユニバーサルデザインセミナーを実
施（1月）して、ＵＤアドバイザー等
の今後の取組の参考となるようにしま
した。

健康福
祉部

地域福
祉課

④ 身体障害者補助犬（盲導犬、
介助犬、聴導犬）を育成し、希望
者に貸与します。

・新規使用者に１頭の盲導犬を育成
し、貸与しました。

施策の展開２

① ユニバーサルデザインの考え
方が県民の皆さんに浸透するよ
う、地域におけるユニバーサルデ
ザインの意識づくりを図るととも
に、感性豊かな子どもの頃からユ
ニバーサルデザインの意識が育ま
れる環境づくりを進めます。

・ユニバーサルデザインに配慮された
製品の紹介や三重県ユニバーサルデザ
インのまちづくり推進条例の整備基準
に適合した施設の情報、おもいやり駐
車場登録施設等をホームページに掲載
し情報の提供を行いました。
・「ユニバーサルデザインのまちづく
り出前授業」を県内の公立学校20校に
対し、実施しました。また、教育現場
において継続的にユニバーサルデザイ
ンの授業に取り組んでもらうことを目
的に、津市、津市教育委員会と協働で
教職員を対象とした研修会を実施しま
した。
・ＵＤアドバイザー設立団体（ＵＤ団
体）の協力により、バス事業者の乗務
員研修を実施し、ユニバーサルデザイ
ンの意識および接客スキルの向上を図
りました。

② 地域におけるユニバーサルデ
ザイン啓発活動のリーダー的な役
割を担う「ＵＤアドバイザー」が
より効果的な活動を継続できるよ
う支援します。

・ＵＤアドバイザーの意見交換会を開
催（３月）して、企業研修を実施した
ＵＤ団体から報告をいただき、情報の
共有を図るとともに今後の取組の参考
となるようにしました。
・四日市、松阪、志摩でＵＤ団体の会
員を対象に研修を実施しました。
・ユニバーサルデザインセミナーを実
施（11月）して、ＵＤアドバイザー等
の今後の取組の参考となるようにしま
した。

① 視覚障がい者の日常生活に必
要な歩行訓練、身辺・家事管理に
関する指導、コミュニケーション
手段としての点字研修などを実施
します。

・三重県視覚障害者支援センターで歩
行訓練、身辺・家事管理に関する指
導、コミュニケーション手段としての
点字研修等を206回実施し、生活の質
の向上を図りました。

② 聴覚障がい者の日常生活に必
要な手話についての指導等、社会
生活における情報不足を補うため
の手話研修や各種学習会などを実
施します。

・三重県聴覚障害者支援センターにお
いて、難聴・中途失聴者を中心に学習
会を24回行いました。

③ さまざまな障がいに応じた専
門的な療養や日常生活支援に関す
る、研修会や相談会を実施しま
す。

・オストメイト等に関して、研修会、
相談会や生活訓練を実施しました。

施策の展開１

分野別施策
１－２

【基本理念実現に向けためざす姿】
障がい者の社会参加の促進に向け、その障壁が取り除かれることにより、障がい者
が施設およびサービスを容易に利用できる環境が整備されています。

プランにおける取組 平成27年度の取組概要
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策1-2】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

・ユニバーサルデザインに配慮したま
ちづくりに向け、三重県ユニバーサル
デザインのまちづくり推進条例に基づ
き公共的施設の設計段階で事前協議を
受け、審査、指導を行い、完成した公
共的施設（127件）に対して適合証を
交付しました。また、県や市町の営繕
部局の担当者会議や福祉施設の整備担
当者、事業者向けの研修会等でユニ
バーサルデザインの考え方等について
説明を行いました。

健康福
祉部

地域福
祉課

三重県居住支援連絡会との連携による
フォーラムを開催し、住まい改修アド
バイザーのスキルアップを図りまし
た。 県土整

備部
住宅政
策課

・バリアフリー法に基づき国が策定す
る「移動等円滑化の促進に関する基本
方針」において、「平成32年度までに
１日平均利用者数3,000人以上の駅を
原則として全てバリアフリー化する」
ことが目標とされていることから、県
内の対象駅（近鉄伊勢若松駅、近鉄阿
倉川駅、ＪＲ松阪駅）のバリアフリー
化を支援しました。

健康福
祉部

地域福
祉課

・バス事業者１社に対し、対象車両８
台分、8,208千円を補助しました。 地域連

携部
交通政
策課

・路線バスのバリアフリー化に向け、
三重県生活交通確保対策協議会におい
て協議を行い、バス事業者によりノン
ステップバス28台が導入されました。

健康福
祉部

地域福
祉課

・歩道整備を行うにあたり、段差のな
い構造とし、誰もが安心して利用でき
る歩行空間の確保に努め、また、歩行
者などの利用者が少ない箇所は地域の
実情に応じた歩道幅員により、歩行空
間の整備を行いました。【幅の広い歩
道整備累計延長 L=〇〇㎞（毎年夏頃
集計のため未）】

また、道路のパトロール等を行い、
道路交通環境の保全に取り組みまし
た。

県土整
備部

道路管
理課

・障がい者等が、安全で安心に道路を
利用できることを目的に、バリアフ
リー対応型信号機３基（高齢者等感応
式１基、視覚障害者用付加装置２基）
の整備を行いました。 警察本

部
交通規
制課

情報・コミュニケーションの支援

・自分の意思を相手に伝えるなど、コ
ミュニケーション手段としてタブレッ
トパソコン等の情報機器を授業で活用
することで、自立と社会参画に向けた
取組を進めました。

教育委
員会

特別支
援教育
課

⑨ 「社会資本整備重点計画」の
内容をふまえつつ、道路管理者と
連携して、「バリアフリー法」に
基づき市町が策定する「交通バリ
アフリー基本構想」に即して作成
される「交通安全特定事業計画」
に基づき、公安委員会として、主
な生活関連経路を中心に音響信号
機、高齢者等感応信号機の整備を
推進します。

・障がい者等が安全・安心に道路を利
用できる環境の整備を目的として、生
活に関連する道路(交差点)を中心に、
バリアフリー対応型信号機５基(視覚
障害者用付加装置２基・高齢者等感応
式３基)の整備を行いました。

施策の展開３

① 障がいの状態や特性に応じた
教材等、特にＩＣＴを活用した教
材や支援機器の充実を進めます。

・コミュニケーションを図る方法の一
つとして、タブレットパソコン等の情
報機器を活用できるよう、授業で使用
するとともに、校外学習等でも活用
し、自立と社会参画に向けた取組を進
めました。

⑥ 国の補助制度を活用しなが
ら、バス事業者が行う低床バス購
入に対して助成を行います。

・バス事業者１社に対し、対象車両11
台分、9,034千円を補助しました。

⑦ 路線バスのバリアフリー化に
ついて、バス事業者が行うノンス
テップバスの導入を促進します。

・路線バスのバリアフリー化に向け、
三重県生活交通確保対策協議会バリア
フリー化部会において三重県生活交通
改善事業計画について協議を行い、バ
ス事業者によりノンステップバス27台
が導入されました。

⑧ 駅や公共施設の周辺など人通
りの多い道路を中心に歩道等のバ
リアフリー化に努めるとともに、
地域の実情に応じた歩道整備を行
います。また、道路のパトロール
等による道路交通環境の保全に取
り組みます。

・歩道整備を行うにあたり、段差のな
い構造とし、誰もが安心して利用でき
る歩行空間の確保に努め、また、歩行
者などの利用者が少ない箇所は地域の
実情に応じた歩道幅員により、歩行空
間の整備を行いました。【幅の広い歩
道整備累計延長 L=533㎞】

また、道路のパトロール等を行い、
道路交通環境の保全に取り組みまし
た。

⑤ 公共交通機関である鉄道を利
用する際に、障がい者をはじめと
するすべての人が安全で自由に移
動できるよう、鉄道事業者が行う
駅舎のバリアフリー化（エレベー
ターの設置等）を支援します。

・バリアフリー法に基づき国が策定す
る「移動等円滑化の促進に関する基本
方針」において、「平成32年度までに
１日平均利用者数3,000人以上の駅を
原則として全てバリアフリー化する」
ことが目標とされていることから、県
内の対象駅（近鉄伊勢若松駅、ＪＲ松
阪駅）のバリアフリー化を支援しまし
た。

③ 誰もが安全・安心で快適に利
用できる建築物等の整備を進める
ため、「バリアフリー法」や「三
重県ユニバーサルデザインのまち
づくり推進条例」に基づき、審査
や指導を行うとともに、施設整備
や管理を担う人たちに対して、ユ
ニバーサルデザインの考え方等に
ついての研修を実施します。

・ユニバーサルデザインに配慮したま
ちづくりに向け、三重県ユニバーサル
デザインのまちづくり推進条例に基づ
き公共的施設の設計段階で事前協議を
受け、審査、指導を行い、完成した公
共的施設（123件）に対して適合証を
交付しました。また、県や市町の営繕
部局の担当者会議や福祉施設の整備担
当者、事業者向けの研修会等でユニ
バーサルデザインの考え方等について
説明を行いました。

④ バリアフリー住宅へのリ
フォームを支援するため、建築技
術者等を対象に講演会を実施し、
バリアフリーに対応した住宅改造
を行うためのアドバイザーを育成
します。

・アドバイザーを育成するため、平成
28年3月23日に「住まい改修アドバイ
ザー研修」を開催（内容は地域におけ
る被災住宅支援）し、52人が参加しま
した。また613人のアドバイザーによ
り、882件（うちバリアフリー関係は
99件）の助言・語り部活動が行われま
した。
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平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

・三重県視覚障害者支援センターにお
いて、図書等を365タイトル製作する
とともに、17,818タイトルの図書等の
貸出を行いました。また、点訳・音訳
奉仕員初級講習会の開催など人材育成
を図りました。

点訳奉仕員初級講習会受講者数 6
人

音訳奉仕員初級講習会受講者数 26
人

健康福
祉部

障がい
福祉課

・字幕映像ライブラリーの製作を行う
とともに、貸出ができるように約
3,000本のライブラリーを備え、聴覚
障がい者等に362件の貸し出しを行い
ました。
・聴覚障がい者の情報・コミュニケー
ション支援を行うため、手話通訳者・
要約筆記者の養成を行い、133名が手
話通訳者・要約筆記者として登録しま
した。
・難聴者等を対象に生活訓練を行うと
ともに、相談支援、補聴機器の貸出等
を行いました。
・ 「三重県手話言語条例」の制定を
受け、三重県障害者施策推進協議会の
もとに手話施策推進部会を設置し、３
回の審議や県民からのパブリックコメ
ントを経て、「三重県手話施策推進計
画」を平成29年３月に策定しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・「県政だより」、「議会だより」の
点訳版、録音版を発行しました。
・ラジオの県広報番組において、県政
情報、生活・防災情報などを発信しま
した。
・テレビの県広報番組において、手話
付き放送を拡大（24本→48本）すると
ともに、字幕情報の充実を行いまし
た。
・テレビのデータ放送において、文字
の大きさや配色などに配慮してわかり
やすく生活・お知らせ情報などを発信
しました。
・平成29年2月の知事定例記者会見よ
り手話通訳を導入しました。

戦略企
画部

広聴広
報課

・平成29年３月に三重県ウェブアクセ
シビリティ方針を策定し、さらなる
ウェブアクセシビリティ確保に向けて
取り組みました。

戦略企
画部

広聴広
報課

・「ユニバーサルデザインイベントマ
ニュアル」について、三重県ユニバー
サルデザインのまちづくり推進協議会
に諮り見直しを検討し、10月に改訂版
を作成し、職員、各市町等に配布する
とともにホームページで公表して周知
を図りました。

健康福
祉部

地域福
祉課

⑥ 県が実施するイベントにおい
て、「ユニバーサルデザインイベ
ントマニュアル」を活用した会場
設営や運営を行い、誰もが参加し
やすいイベントの開催を進めま
す。また、イベントマニュアルの
考え方・手法を市町や企業等に周
知して、取組の拡大を図ります。

・「ユニバーサルデザインイベントマ
ニュアル」について、三重県ユニバー
サルデザインのまちづくり推進協議会
に諮り見直しを検討しました。

③ 聴覚障がい者の自由なコミュ
ニケーションと情報発信、入手等
の情報保障を総合的に確保するた
め、字幕映像ライブラリーの製作
や貸出、手話通訳者等の養成や派
遣、情報支援機器の貸出および聴
覚障がい者の生活等の相談支援な
どを行います。また、手話言語条
例を制定した地方自治体におけ
る、条例制定による効果の検証な
ど、手話言語条例について調査・
研究を行います。

・字幕映像ライブラリーを24本製作す
るとともに、聴覚障がい者等に302件
の貸出を行いました。
・手話通訳者養成講座に18名、要約筆
記者養成講座に17名、盲ろう者通訳介
助員養成講座に21名が受講しました。
・市町や障がい者当事者団体等からの
派遣要請に応じて、県に登録している
手話通訳者等を派遣しました。
・難聴者等を対象に生活訓練、相談支
援を行うとともに、情報支援機器の貸
出等を行いました。

④ 県政情報の提供について、視
覚障がい者や聴覚障がい者の状況
に応じた情報ツールにより、利用
しやすい情報提供サービスを行い
ます。

・「県政だより」、「議会だより」の
点訳版、録音版を発行しました。
・ラジオの県広報番組において、県政
情報、生活・防災情報などを発信しま
した。
・テレビの県広報番組において、手話
付き放送（24本）を行うとともに、平
成28年度からの手話付き放送の拡大
（24→48本）と字幕対応の開始に向け
た調整を行いました。

⑤ 県のホームページについて、
引き続き、ウェブアクセシビリ
ティに配慮した情報の提供に努め
ます。

・ウェブアクセシビリティ対応のホー
ムページ作成システムによるページの
更新及び新規ページ作成を行うなど、
利用者が使いやすいページの提供に取
り組みました。
・平成28年度からのウェブシステムリ
ニューアルに向けて、新システムに移
行する既存ページのウェブアクセシビ
リティチェックを行い、適宜修正を行
いました。

② 視覚障がい者に対する情報提
供を行うため、点字図書等の製作
や貸出および点訳・朗読奉仕員の
養成など人材育成に努めます。

・三重県視覚障害者支援センターにお
いて、図書等を370タイトル製作する
とともに、18,877タイトルの図書等の
貸出を行いました。また、点訳・音訳
奉仕員初級講習会の開催など人材育成
を図りました。

点訳奉仕員初級講習会受講者数 2
人

音訳奉仕員初級講習会受講者数 11
人
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・県が実施するイベント・会議等に手
話通訳者を302人派遣しました。
・県が実施するイベント・会議等に要
約筆記者を120人派遣しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

選挙等における配慮

・平成28年執行の参議院議員通常選挙
の際に使用した投票所や期日前投票所
において、段差のある場所や入口と同
一フロアにない場所への対策として、
市町選挙管理委員会においてスロープ
の設置、昇降機のある場所の選定並び
に人的介助などの手法により、投票環
境の改善を図りました。

選挙管
理委員
会

・県選挙管理委員会ホームページや市
町選挙管理委員会が選挙時に発行する
広報誌等を通じて、各種制度について
周知を図りました。

選挙管
理委員
会

・平成28年執行の参議院議員通常選挙
において、次のとおり提供しました。

選挙区選挙 比例
代表選挙
点字版選挙公報 468部
468部
音声版選挙公報(テープ) 368本
368本
音声版選挙公報(DAISY)  242本
242本

選挙管
理委員
会

・平成28年執行の参議院議員通常選挙
において、各候補者の政見放送に手話
を付したビデオテープを障害者団体に
貸与し、当該団体によるビデオ集会の
実施を支援しました。
・ビデオ集会の実施状況については、
県内11地域で開催され、92名の参加が
ありました。 選挙管

理委員
会

⑦ 県が実施するイベントや会議
等において、手話通訳等による情
報保障を行います。

・県が実施するイベント・会議等に手
話通訳者を293人派遣しました。
・県が実施するイベント・会議等に要
約筆記者を118人派遣しました。

④ 政見放送および経歴放送実施
規程において、手話通訳の挿入が
認められていない参議院選挙区選
出議員選挙については、障がい者
団体が実施するビデオ集会への支
援を引き続き行います。また、手
話通訳付きの政見放送が実施でき
る知事選挙については、障がい者
団体や政見放送実施局と連携を図
り、円滑に収録・放映ができるよ
う引き続き努めます。さらに、字
幕付きの政見放送や参議院選挙区
選出議員選挙への手話通訳付き政
見放送の拡充については、関係団
体を通じ、総務省等への要望を引
き続き実施します。

・平成27年執行の知事選挙において、
全ての候補者について手話通訳付きの
政見放送を実施しました。
・参議院選挙区選出議員選挙について
は、平成27年度中の執行はありません
でした。

施策の展開４

① 投票所や期日前投票所を設置
する市町選挙管理委員会に対し、
障がい者が利用しやすいよう、駐
車場の確保や段差解消などのバリ
アフリー化について、引き続き働
きかけます。

・平成27年執行の知事・県議会議員選
挙の際に使用した投票所や期日前投票
所において、段差のある場所や入口と
同一フロアにない場所への対策とし
て、市町選挙管理委員会においてス
ロープの設置、昇降機のある場所の選
定並びに人的介助などの手法により、
投票環境の改善を図りました。

② 自宅での投票が可能な郵便等
による不在者投票制度をはじめ、
代理投票制度や点字による投票制
度の活用および正しい利用方法に
ついて、引き続き周知を図りま
す。

・県選挙管理委員会ホームページや市
町選挙管理委員会が選挙時に発行する
広報誌等を通じて、各種制度について
周知を図りました。

③ 県選挙管理委員会が発行する
選挙公報について、障がい者団体
や市町選挙管理委員会と協力し、
点字版および音訳版（ＣＤ版、Ｄ
ＡＩＳＹ版）の提供に引き続き努
めます。

・平成27年執行の知事・県議会議員選
挙において、次のとおり提供をいたし
ました。

知事選挙
県議選挙
点字版選挙公報 431部
294部
音声版選挙公報（テープ）   397本
315本
音声版選挙公報（DAISY）    249本
201本
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策1-3】

権利の擁護

平成28年度の取組概要 部局名 課名

障がいを理由とする差別の解消

・新採研修や新任所属長研修におい
て、三重県職員対応要領の周知を図り
ました。また、他部局から、行政サー
ビスを行う際の合理的配慮の提供に関
する相談があった場合に、適切に対応
しました。 健康福

祉部
障がい
福祉課

・平成28年４月１日に障がい福祉課に
相談窓口を設置し、関係機関と連携し
ながら寄せられた相談に対応しまし
た。また、相談窓口が設置されていな
い市町に対してその設置を働きかけま
した。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・平成28年８月に、学識経験者、当事
者団体、弁護士、関係行政機関、関係
福祉団体等の代表者29名で構成する
「三重県障がい者差別解消推進協議
会」を設立し、平成28年度中に会議を
２回開催しました。会議では、相談窓
口に寄せられた相談事例や障がい者施
策に関する優良事例について情報共有
を行いました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

虐待防止に対する取組の強化

・虐待防止と虐待対応に関する研修を
行い、関係者の意識の醸成を行いまし
た。

研修：３回実施（共通講義、障害福
祉サービス事業所管理者等コース、市
町及び障害者虐待防止センター職員
コース） 計467人参加

健康福
祉部

障がい
福祉課

・市町からの相談があれば、適宜支援
や助言が行えるよう、関係機関との連
携を図りました。 健康福

祉部
障がい
福祉課

・市町監査の機会を通じて、各市町の
対応状況の確認を行いました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・障がい者福祉施設従事者による虐待
事案について、調査を行い、施設に対
し改善案を求めました。また、その改
善案に基づく取り組みが適切になされ
ているかの確認を行いました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

④ 障害福祉サービス事業所の職
員による虐待事案について、当該
事業所に対して虐待防止改善計画
の作成を求めるとともに、改善状
況を継続的に確認します。

・障がい者福祉施設従事者による虐待
事案について、調査を行い、施設に対
し改善案を求めました.また、その改
善案に基づく取り組みが適切になされ
ているかの確認を行いました。

③ 障がい者の自立と社会参加に
関連する分野の事務に従事する国
および地方自治体の関係機関等で
構成される障害者差別解消支援地
域協議会を設置し、障がい者差別
に関する相談や紛争の防止・解決
を推進するためのネットワークを
構築するとともに、地域全体での
相談・紛争解決機能の向上を図り
ます。また、協議会の組織につい
ては、障がい者等の参加に努めま
す。

・平成28年度に「三重県障がい者差別
解消推進協議会」を設置するため、協
議会を構成する委員メンバーの検討等
の準備を進めました。また、市町にも
障害者差別解消地域協議会を設置する
よう働きかけを行いました。

② 市町が実施する虐待の事実確
認や訪問調査において、障がい者
の特性に応じた調査等が行えるよ
う、市町に支援や助言を行いま
す。

施策の展開２

① 障害福祉サービス事業所にお
ける虐待の未然防止のため、事業
所を対象とした研修を実施しま
す。また、障害保健福祉圏域や事
業所等における、きめ細かな研修
の実施を促進することにより、事
業所における組織的な体制の整備
や職員の資質の向上を図ります。

・虐待防止と虐待対応に関する研修を
行い、関係者の意識の醸成を行いまし
た。

研修：３回実施（共通講義、障害福
祉サービ事業所管理者等コース、市町
及び障害者虐待防止センター職員コー
ス） 計447人参加

分野別施策
１－３

【基本理念実現に向けためざす姿】
障がいを理由とする差別の解消、障がい者の虐待の防止を図るとともに、障がい者の権利
を守るための支援体制が整備されることにより、障がい者の権利擁護が図られています。

・市町からの相談があれば、適宜支援
や助言が行えるよう、関係機関との連
携を図りました。

③ 緊急一時保護を要する虐待が
発生した場合に必要な居室につい
て、障害保健福祉圏域や市町単位
で確保できるよう、市町を支援し
ます。

・市町監査の機会を通じて、各市町の
対応状況の確認を行いました。

プランにおける取組 平成27年度の取組概要

施策の展開１

① 県の行政サービス等の提供に
あたり、障がいを理由とする差別
の解消に関して、職員が適切に対
応することができるよう、対応要
領を策定し、障がいの状態に応じ
た必要かつ合理的な配慮を行いま
す。

・国の「障がいを理由とする差別の解
消に関する基本方針」に則して、三重
県職員対応要領を策定しました(平成
27年12月）。また、職員が障がいの状
態に応じた必要かつ合理的な配慮が行
われるよう、所属長や一般職員を対象
とする研修会を開催し、障害者差別解
消法や職員対応要領の周知を図りまし
た(平成28年1月～2月)(所属長説明会
６回、一般職員説明会18回)

② 障がいを理由とする差別の解
消を効果的に推進するため、障が
い者等からの相談に応じ、紛争の
防止や解決に資するために必要な
体制を整備します。

・障害者差別解消法が平成28年４月１
日に施行されるのにあわせて、障がい
福祉課に相談窓口を設置するための準
備を進めました。また、市町にも相談
窓口を設置するよう働きかけを行いま
した。

26 / 54 ページ



みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策1-3】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

・市町の虐待対応事例を基に、専門家
チームの協力を得て、障害者虐待対応
事例集を作成しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・作成した障害者虐待対応事例集を市
町に配布しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・障がい者福祉施設従事者による虐待
事案について、専門家チーム会議で有
識者より技術的助言をいただき、施
設・事業所への指導の参考としまし
た。

健康福
祉部

障がい
福祉課

権利擁護のための体制の充実

・三重県社会福祉協議会が基幹的社協
に対して実施する次の事業に補助を行
いました。

○専門員、生活支援員等の事業にか
かる人材の相談支援・研修等。

○契約締結審査会の開催。
また、基幹的社協に設置される専門

員の人件費、運営費の補助を行うとと
もに、生活保護世帯、住民税非課税世
帯が負担する利用料の支援を行いまし
た。

健康福
祉部

地域福
祉課

・法律の施行を踏まえ、成年後見制度
や成年後見制度利用支援事業、市町に
おける成年後見サポートセンターの事
例について、市町職員を対象に平成28
年9月2日に研修を実施し、市町担当職
員や市町社協職員など51名の参加があ
りました。

健康福
祉部

地域福
祉課

環境生
活部

くらし・
交通安
全課

環境生
活部

くらし・
交通安
全課

施策の展開３

④ 消費者被害防止のため、地域
の民生委員・児童委員、社会福祉
協議会職員、消費者団体、地域包
括支援センター等を対象に「消費
者啓発地域リーダー」を養成し、
「消費者啓発地域リーダー」の地
域での自主的な講座、啓発活動の
支援を行います。

③ 「消費者安全法」の改正に伴
い、判断能力が十分ではない障が
い者等の消費者トラブル防止のた
めに、市町と連携して地域におけ
る見守り体制を推進します。

・平成27年９月11日に成年後見制度利
用推進事業市町担当職員等研修会を開
催し、57名の参加がありました。

・市町推薦による民生委員、社会福祉
協議会職員、消費者団体等を対象に、
県内３地域で「消費者啓発地域リー
ダー養成講座」を開催し、32名が受講
しました。受講者のうち希望者を地域
リーダーとして登録し、現在の登録者
数は139人となりました。消費者トラ
ブル防止のために、地域において自主
的活動を実施しています。

平成27年度地域リーダー実施講座61
回、参加者 2,585人

① 三重県社会福祉協議会が行う
日常生活自立支援事業に要する経
費を助成し、判断能力に不安のあ
る知的障がい者や精神障がい者な
どに対する福祉サービス契約時の
援助や日常的な金銭管理等を支援
します。

・三重県社会福祉協議会・市町社会福
祉協議会が行う日常生活自立支援事
業、福祉サービス利用援助等事業に補
助し、判断能力に不安のある人が地域
で自立した生活ができるように事業の
推進を図った結果、利用者が1,585人
となりました。

② 成年後見制度が必要であるに
もかかわらず身寄りがない場合、
親族の事情により申立されていな
い場合および、後見人候補者の選
任が困難である場合など、福祉的
側面での支援が必要であるケース
も多いことから、市町職員をはじ
め関係機関職員に対する研修会を
実施するなど、成年後見制度に関
する広報・啓発を行います。

⑦ 支援の手法が確立していない
ことに起因する虐待を防止するた
め、有識者等で構成される専門家
チームと連携し、障害福祉サービ
ス事業者に対する助言や支援を行
います。

・障がい者福祉施設従事者による虐待
事案について、専門家チーム会議で有
識者より技術的助言をいただき、施
設・事業所への指導の参考としまし
た。

⑤ 有識者で構成される専門家
チームにおいて、虐待事案に対す
る助言を行うとともに、事例の分
析等を行います。また、その分析
結果を、市町や関係機関と共有す
ることにより、専門性の強化を図
ります。

・市町の虐待対応事例を基に、専門家
チームの協力を得て、三重県障害者虐
待対応事例集の作成に取り組みまし
た。

⑥ 虐待通報等の事案における調
査手法や判断基準を検証し、市町
における虐待判断の標準化を図り
ます。

・調査手法や判断基準の検証のため事
例集を作成することとし、各市町から
障害者虐待対応事例を収集しました。

・市町推薦による民生委員、社会福祉
協議会職員、消費者団体等を対象に、
県内２地域で「消費者啓発地域リー
ダー養成講座」を開催し、受講者のう
ち希望者を地域リーダーとして登録し
ました。（６名＋１団体）
・以前からの登録者に対しては、県内
５地域でフォローアップ講座を開催し
ました。
・地域リーダーは消費者トラブル防止
のために、各地域において自主的な活
動を実施しています。
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策2-1】

特別支援教育の充実

平成28年度の取組概要 部局名 課名

指導内容・相談支援体制の充実

・就学支援担当者連絡会を実施し、市
町教育委員会と教育と福祉の連携や発
達相談窓口の設置状況、パーソナルカ
ルテの活用等について情報を共有しま
した。また、特別支援学校では、進路
懇談会や移行支援会議に地域の福祉や
労働に関わる担当者の参加を依頼し、
地域の実情に応じた支援のネットワー
クづくりに取り組みました。

教育委
員会

特別支
援教育
課

・県内の各市町におけるパーソナルカ
ルテの普及の状況を市町教育委員会か
ら把握するとともに、市町教育委員会
が開催する研修会等で活用の方法等に
ついて指導・助言しました。 教育委

員会

特別支
援教育
課

・就学支援担当者連絡会を実施し、市
町教育委員会が「教育支援の手引き」
を踏まえて適切に就学支援できるよう
指導・助言しました。
・「就学支援の手引き」を一部改訂し
ました。

教育委
員会

特別支
援教育
課

・市町教育委員会が開催する研修会等
において、個別の指導計画の作成・活
用を進めるとともに、障がいの特性に
応じた指導方法等について助言し、指
導・支援の充実を図りました。

教育委
員会

特別支
援教育
課

・各特別支援学校において、特別支援
学校版キャリア教育プログラムを作成
し、計画的・組織的なキャリア教育を
進めるとともに、清掃技能検定（2
回）、接客サービス技能検定（1
回）、看護・介助業務補助技能検定
（1回）を実施しました。

教育委
員会

特別支
援教育
課

専門性の向上

・各特別支援学校が、センター的機能
として小中学校及び高等学校等の要請
に応じて、本人、教員等への教育相談
を実施しました。また、特別な支援を
必要とする児童生徒への指導・支援の
方法や教材・教具の活用等について、
研修支援を実施しました。

教育委
員会

特別支
援教育
課

① 特別支援学校のセンター的機
能により小中学校や高等学校の教
員等が、自校で特別支援教育を推
進する教育力の向上が進められる
よう努めます。

・各特別支援学校が、センター的機能
として、小中学校及び高等学校等の要
請に応じて教育相談等を実施しまし
た。校内支援体制の整備や特別な支援
を必要とする子どもを含めた学級経営
について指導・助言しました。

④ 幼児児童生徒一人ひとりの教
育的ニーズに対応し、自立と社会
参加に向けた指導を行うため、個
別の指導計画を作成し、授業や指
導の評価を的確に行うことで、指
導の充実を図ります。

・市町教育委員会が開催する研修会等
をとおして、個別の指導計画の作成・
活用を進め、障がいの特性に応じた指
導目標や配慮する事項について理解を
深め、指導・支援の充実を図りまし
た。

⑤ 地域の中での自立と社会参加
に向けて、各発達段階に応じて育
てたい能力や態度を考慮した教育
内容や教育課程を編成し、幼稚
部、小学部から高等部まで計画
的・組織的にキャリア教育を進め
るとともに、幼児児童生徒の可能
性を最大限に引き出し、可能な限
り、進路希望を実現できるよう教
育内容を充実します。

・特別支援学校高等部生徒の進路希望
を実現するため、職業に係るコース制
を導入（1校、合計8校）するととも
に、清掃技能検定（2回）、接客サー
ビス技能検定（2回）、看護・介助の
業務補助技能検定（1回）を実施しま
した。

施策の展開２

① 各市町に設置が進められてい
るワンストップ型の相談機能の充
実や、卒業後の地域生活支援体制
の整備など、地域の実情に応じた
支援のためのネットワークの構築
に向けて、市町等教育委員会およ
び保健、医療、福祉、労働等関係
機関に働きかけます。

・就学支援担当者会、同連絡会を実施
し、市町教育委員会から教育と福祉の
連携や発達相談窓口の取組等について
状況を把握するとともに、小中学校、
高等学校、特別支援学校の校種間で、
支援情報が円滑に引き継がれるよう、
パーソナルカルテ等の活用について関
係機関と連携を図りました。また、特
別支援学校では、進路懇談会や移行支
援会議に地域の福祉や労働に関わる担
当者の参加を依頼し、地域の実情に応
じた支援のためのネットワークづくり
に取り組みました。

② 保護者がパーソナルカルテ等
の情報引継ぎツールを活用するこ
とで、幼稚園・保育所等、小中学
校、高等学校、特別支援学校に加
え、関係機関との間で必要な情報
が確実に引き継がれるよう、体制
の整備に向けて、市町等教育委員
会と連携を進めます。

・県内の各市町におけるパーソナルカ
ルテの普及の状況を市町教育委員会か
ら把握するとともに、活用の促進につ
いて指導・助言しました。

③ 障がいのある子どもが障がい
のない子どもと、可能な限りとも
に教育を受けられるよう配慮しつ
つ、障がいのある子どもが、その
年齢および能力に応じ、かつ、特
性をふまえた十分な教育が受けら
れるよう、適切な就学を図りま
す。

・就学支援担当者会、同連絡会を実施
し、市町教育委員会が「教育支援の手
引き」を踏まえて適切に就学支援でき
るよう指導・助言しました。

施策の展開１

分野別施策
２－１

【基本理念実現に向けためざす姿】
障がいのある子どもたちの教育的ニーズにそった早期からの一貫した指導と支援が充実さ
れ、子どもたちが安心して学習できる環境の中で、自立と社会参加に向けた力を育んでい
ます

プランにおける取組 平成27年度の取組概要
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策2-1】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

・各特別支援学校が実施する研修会の
一覧表を市町教育委員会や高等学校に
配付し、研修支援を実施しました。 教育委

員会

特別支
援教育
課

・各特別支援学校が、センター的機能
として小中学校及び高等学校等の要請
に応じて教育相談等を実施しました。
個別の指導計画や個別の教育支援計画
の作成に係る支援（471件）を行いま
した。

教育委
員会

特別支
援教育
課

・県立かがやき特別支援学校を中心と
し、地域の特別支援学校や市町教育委
員会が連携して行う支援体制の整備に
ついて、学校関係者会議（4回）や特
別支援学校特別支援教育コーディネー
ター会議（5回）において検討しまし
た。

教育委
員会

特別支
援教育
課

・医療的ケアを必要とする児童生徒が
身体的に安定した状態で教育活動に参
加でき、付き添う保護者の負担が軽減
されるよう、県立特別支援学校に常勤
講師（看護師免許所有）16名を配置
し、医療的ケアを実施しました。

教育委
員会

特別支
援教育
課

・文科省事業を活用した通級による指
導担当教員等研修講座を実施（10講
座）し、発達障がい支援に係る専門性
の向上と指導者の育成を図りました。
（受講者58名）
・国立特別支援教育総合研究所等の開
催する研修について市町教育委員会や
高等学校等に周知しました。
・高等学校コーディネーター会議を実
施（３回）し、発達障がいのある生徒
への指導・支援について研修を行いま
した。

教育委
員会

特別支
援教育
課

特別支援教育充実のための教育環境整備

・市町等関係機関および関係する学校
と連携し、県立特別支援学校東紀州く
ろしお学園、県立かがやき特別支援学
校草の実校・あすなろ分校の整備を進
めました。

教育委
員会

特別支
援教育
課

・特別支援学校に在籍する児童生徒の
通学手段としてスクールバス43台を運
行しました。
・児童生徒の体験学習等を充実させる
ため、県有リフト付きスクールバス1
台を計画的に運行しました。

教育委
員会

特別支
援教育
課

・県立学校施設のバリアフリー化推進
のため、多目的トイレを２校に、エレ
ベーターを１校に整備しました。
・新設した県立学校２施設において
「三重県ユニバーサルデザインのまち
づくり推進条例」に適合しました。

教育委
員会

学校施
設課

② 児童生徒が安全に安心して通
学でき、身体的にも安定した状態
で学習活動に参加することができ
るよう、スクールバスを運行しま
す。

・特別支援学校に在籍する児童生徒の
通学手段としてスクールバス43台を運
行しました。
・児童生徒の体験学習等を充実させる
ため、県有リフト付きスクールバス1
台を計画的に運行しました。

施策の展開３

① 「県立特別支援学校整備第二
次実施計画（改定）」に示された
整備を引き続き進めるとともに、
児童生徒数の推移や学校の施設・
設備等の状況を考慮し、整備のあ
り方を検討します。

・市町等関係機関および関係する学校
と連携し、「三重県特別支援教育推進
基本計画」に基づく特別支援学校の整
備を進めました。

③ 「三重県ユニバーサルデザイ
ンのまちづくり推進条例」に基づ
き、学校施設のバリアフリー化を
推進します。

・県立学校の既設エレベーターの更新
を１校で行いました。

⑤ 医療的ケアを必要とする児童
生徒が、安定した状態で教育活動
に参加できるように、保護者、常
勤講師（看護師免許所有）、教員
と医師等関係者が連携・協力し、
医療的ケアを安全に実施できるサ
ポート体制の充実を図ります。

・医療的ケアを必要とする児童生徒が
身体的に安定した状態で教育活動に参
加でき、付き添う保護者の負担が軽減
されるよう、県立特別支援学校に常勤
講師（看護師免許所有）16名を配置
し、医療的ケアを実施しました。

⑥ 小中学校や高等学校の教員を
対象に、発達障がいの指導・支援
に係る研修会を実施するととも
に、国や関係機関、関係団体の開
催する研修会や講習会への参加に
ついて周知を図ります。

・特別支援教育連続講座（シードプロ
ジェクト）を実施し、教職員の専門性
の向上を図るとともに、各市町におい
て、特別支援教育を推進する中心的な
役割を担う人材を育成しました。（7
日間18講座）
【受講実績】小中学校：17名、高等学
校22名、特別支援学校11名
・国立特別支援教育総合研究所等の開
催する研修案内を、各特別支援学校や
市町教育委員会に周知しました。

・各特別支援学校が、地域の市町教育
委員会や学校に参加を呼びかけ、セン
ター的機能として研修会を実施（46
回）しました。

③ 発達障がいのある児童生徒等
への指導・支援について、特別支
援学校がこれまで蓄積してきた個
別の指導・支援に係るノウハウを
有効に活用することで、小中学
校、高等学校等への支援の充実を
図ります。

・各特別支援学校が、センター的機能
として小中学校及び高等学校等の要請
に応じて教育相談等を実施しました。
個別の指導計画や個別の教育支援計画
の作成に係る支援（259件）を行いま
した。

④ 「三重県こども心身発達医療
センター（仮称）」に併設する新
たな特別支援学校のセンター的機
能のあり方、および医療機関との
連携や県内の特別支援学校間で連
携した広域な支援体制について検
討を進めます。

・新たな特別支援学校を中心とし、地
域の特別支援学校と連携して段階的に
指導・支援できる体制の整備につい
て、学校関係者会議（5回）、特別支
援学校特別支援教育コーディネーター
会議（5回）を実施し、検討を進めま
した。

② 特別支援学校のセンター的機
能により研修会を開催し、地域の
特別支援教育の啓発と充実に努め
ます。
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策2-1】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

・「特別支援学校への就学奨励に関す
る法律」に基づき、特別支援学校に在
籍し就学奨励費の受給を希望する幼児
児童生徒の保護者等に対して、就学に
必要な経費の一部を負担しました。

教育委
員会

特別支
援教育
課

・心身障がい児を受け入れている私立
幼稚園及び私立認定こども園に対して
助成を行いました。

補助実績：33園（106人）
子ども・
家庭局

子育て
支援課

・私立特別支援学校における特別支援
教育に要する経費に対して助成を行い
ました。 環境生

活部
私学課

⑤ 私立幼稚園における特別支援
教育に要する経費を補助すること
で、障がいのある子どもの教育を
充実します。

⑥ 私立特別支援学校における特
別支援教育に要する経費に対して
助成を行うことにより、障がいの
ある子どもの教育の充実を図りま
す。

④ 障がいのある児童生徒が安心
して就学できる環境づくりを進め
るため、就学に必要な経費につい
て補助することにより、特別支援
学校および特別支援学級等に就学
する障がいのある幼児児童生徒の
保護者の経済的負担の軽減を図り
ます。

・「特別支援学校への就学奨励に関す
る法律」に基づき、特別支援学校に在
籍し就学奨励費の受給を希望する幼児
児童生徒の保護者等に対して、就学に
必要な経費の一部を負担しました。

・私立特別支援学校における特別支援
教育に要する経費に対して助成を行い
ました。

・心身障がい児を受け入れている私立
幼稚園及び私立認定こども園に対して
助成を行いました。

補助実績：30園（95人）
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策2-2】

就労の促進

平成28年度の取組概要 部局名 課名

障がい者雇用の促進

・職場実習の受入など従来の取組に加
えて、平成28年12月からは障がい者雇
用の理解促進や交流に関する情報発信
事業として、Ｃｏｔｔｉ菜の場を活用
し、県内で働く障がい者本人からの発
信をメインとして様々な方が集い交流
する「ステップアップ大学」をスター
トしました。

雇用経
済部

雇用対
策課

・三重県障がい者雇用推進企業ネット
ワーク（登録企業数196社[平成29年4
月3日現在]）については、メールマガ
ジンの発行(毎月）により登録企業に
情報提供を行うとともに、「産・福・
学」の情報交流会（２回）、企業見学
会（２回）を開催し企業間の情報交換
や交流などの取組を支援しました。ま
た、三重県障がい者雇用推進協議会及
び同運営会議を開催し、関係団体等と
障がい者雇用にかかる意見交換(３
回）を行いました。

雇用経
済部

雇用対
策課

・障がい者雇用アドバイザーによる企
業の求人開拓（13人）や雇用に関する
支援制度の情報提供等により障がい者
の就労の場の拡大に取り組みました。 雇用経

済部
雇用対
策課

・障がい者職業訓練コーチ1人、障が
い者職業訓練コーディネーター2人を
配置し、関係機関との連携を図りなが
ら、受講生に応じた訓練を実施しまし
た。
・平成28年度は、33人（前年度からの
継続含む。）が職業訓練を受講し、う
ち21人が委託先事業所で雇用されまし
た。

雇用経
済部

雇用対
策課

・平成28年9月～平成28年11月にかけ
て三重労働局・ハローワークとの共催
で、県内８ヶ所で障がい者の就職面接
会を開催しました。

参加事業所数152事業所（総求人件
数425人）

参加求職者数537人 （内採用者
数 74人）

雇用経
済部

雇用対
策課

・津高等技術学校において、8人の受
講者がパソコン技能等を習得するため
職業訓練を受講しました。 雇用経

済部
雇用対
策課

・障がい者施設等を退所し一般就労し
た者に施設退所後も引き続き施設等の
職員が支援を行うことで就労の促進及
び定着化を図りました。

就労安心事業による支援者数：64人

健康福
祉部

障がい
福祉課

・平成27年8月～平成27年10月にかけ
て三重労働局・ハローワークとの共催
で、県内９ヶ所で障がい者の就職面接
会を開催しました。

参加事業所数：166事業所 求人
数：390人

参加求職者数：744人 採用
数：102人

⑤ 三重労働局と連携して、障が
い者を対象とした就職面接会を実
施し、障がい者の就労につなげま
す。

① ステップアップカフェを中心
として、障がい者雇用の推進に向
けたネットワークづくりに取り組
み、障がい者の一般就労に向けた
支援、県民および企業の障がい者
雇用の理解促進を県民総参加で推
進します。

・ステップアップカフェを活用し、障
がい者と共にものづくり作業を体験す
る交流促進事業（3回240名参加）の開
催、職場実習等（8名）の受入、企業
等の視察・見学の受入（466名）など
により、障がい者の就労支援及び障が
い者雇用の理解促進に取り組みまし
た。

⑥ 身体障がい者の就労に必要と
されるパソコン技能等を習得する
職業訓練を県公共職業訓練施設で
引き続き実施します。

・津高等技術学校において、10名の受
講者がパソコン技能等を習得するため
職業訓練を受講しました。

⑦ 就労系障害福祉サービス事業
所の職員による就職後の相談支援
や職場との調整により、障害福祉
サービス事業所から一般就労に移
行した障がい者の就労定着を図り
ます。

・障がい者施設等を退所し一般就労し
た者に施設退所後も引き続き施設等の
職員が支援を行うことで就労の促進及
び定着化を図りました。

就労安心事業による支援者数：75人

② 民間企業における法定雇用率
(2.0%)の達成をめざし、「障害者
雇用率改善プラン」を策定し、毎
年障がい者雇用に係る最新情報の
共有や課題の分析を行い、「三重
県障がい者雇用推進企業ネット
ワーク」による企業間の主体的な
取組支援や、「三重県障がい者雇
用推進協議会」による県民総参加
の取組等、関係機関との連携強化
を図りながら、障がい者雇用の促
進に取り組みます。

・三重県障がい者雇用推進企業ネット
ワークを立ち上げ（登録企業数185社
[平成28年4月1日現在]）、メールマガ
ジンの発行(毎月）により登録企業に
情報提供を行うとともに、「産・福・
学」の情報交流会（１回）、企業見学
会（１回）を開催し企業間の情報交換
や交流などの取組を支援しました。ま
た、三重県障がい者雇用推進協議会及
び同運営会議を開催し、関係団体等と
障がい者雇用にかかる意見交換(４
回）を行いました。

③ 特例子会社の設立支援、マッ
チング支援、障がい者就職面接会
など関係機関との連携を図り、障
がい者の就労の場の拡大に取り組
みます。

・特例子会社の設立支援（2社）、障
がい者雇用アドバイザーによる企業の
求人開拓（24名）や雇用に関する支援
制度の情報提供、ハローワークと連携
した面接会の開催（9箇所開催102名就
職）等により障がい者の就労の場の拡
大に取り組みました。

④ 障がい者が就職に必要な技能
を身につけることができるよう、
企業等への委託により、事業所現
場で実践的な職業訓練を行いま
す。

・障がい者職業訓練コーチ１名、訓練
コーディネーター２名を配置し、訓練
先の確保や関係機関との連携により、
個々の受講生に応じた訓練を実施しま
した。
・平成27年度は、43名（前年度からの
継続含む。）が職業訓練を受講し、う
ち31名が委託先事業所で雇用されまし
た。

施策の展開１

分野別施策
２－２

【基本理念実現に向けためざす姿】
障がい者が地域社会の中で、働くことを通じて自己実現を図るとともに生計を立て
ることができるよう、障がい者に対して開放され、利用しやすい就労の場が確保さ

プランにおける取組 平成27年度の取組概要
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策2-2】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

・就労の場の確保が困難な知的障がい
者を対象に、職場で必要な基本的な知
識技能を身につけるための講座を開催
するとともに個別の就職支援を行いま
した。

健康福
祉部

障がい
福祉課

福祉的就労への支援

・障害者就業・生活支援センターの機
能強化業務として、職場定着支援、就
労移行支援事業所等との連携及び支援
等を位置付け、就労の定着に向けた支
援に取り組みました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・圏域の協議会等への参加、市町障害
福祉計画推進会議の開催等を通じた計
画に基づく取組の推進や、一般就労に
向けた国や関係機関等との連携、工賃
向上に係るコンサルティング等による
支援に取り組みました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・事業所の設置に向けた相談や協議に
対応し、障がい者の一般就労への移行
を促進する就労移行支援事業所の設置
を支援しました。

平成28年度末就労移行支援事業所
数：31事業所

健康福
祉部

障がい
福祉課

・事業所等からの問い合わせや相談に
対応し、障がい者の就労機会と収入の
増加につながるよう、就労継続支援Ａ
型事業所の設置を支援しました。ま
た、新規事業所研修会や集団指導を通
じ、適切なサービスの提供が行われる
よう、指導しました。

平成28年度末就労継続支援Ａ型事業
所数：71事業所

健康福
祉部

障がい
福祉課

・福祉的事業所へ経営コンサルタント
を派遣し、作業内容、工程の見直しな
ど工賃の改善を図るとともに、複数の
福祉的事業所で共同して受注、品質管
理等を行うことを目的とした共同受注
窓口事業を連携して実施することによ
り、福祉的就労の安定的な受注及び工
賃向上に取り組みました。

経営コンサルタント派遣事業所数：
37事業所

共同受注窓口実績：62,098千円

健康福
祉部

障がい
福祉課

多様な就労機会の確保

・障がいのある人もない人も対等な立
場で共に働く、社会的事業所の創設と
安定的な運営を支援しました。

社会的事業所：4か所
健康福
祉部

障がい
福祉課

③ 企業等への就労を希望する障
がい者に、一定期間、就労に必要
な知識および能力の向上のために
必要な訓練を行う就労移行支援事
業所の設置促進に取り組みます。

・事業所の設置に向けた相談や協議に
対応し、障がい者の一般就労への移行
を促進する就労移行支援事業所の設置
を支援しました。

平成27年度末就労移行支援事業所
数：28事業所

② 障がい者のエンパワメントと
経済的自立が図られるよう、就労
系障害福祉サービス事業所におけ
る一般就労や工賃向上に向けた意
欲の向上を図ります。

・圏域の協議会等への参加、市町障害
福祉計画推進会議の開催等を通じた計
画に基づく取組の推進や、一般就労に
向けた国や関係機関等との連携、工賃
向上に係るコンサルティング等による
支援に取り組みました。

① 障がいのある人とない人が対
等の立場で働く、一般就労や福祉
的就労ではない新しい働き方であ
る「社会的事業所」の設置と安定
的な運営を支援します。

・障がいのある人もない人も対等な立
場で共に働く、社会的事業所の創設と
安定的な運営を支援しました。

社会的事業所：4か所

④ 障害保健福祉圏域のサービス
の需給状況を勘案し、引き続き、
障がい者の就労機会と収入の増加
に努めるとともに、就労継続支援
Ａ型事業所の適切な運営を指導し
ます。

・事業所等からの問い合わせや相談に
対応し、障がい者の就労機会と収入の
増加につながるよう、就労継続支援Ａ
型事業所の設置を支援しました。ま
た、新規事業所研修会や集団指導を通
じ、適切なサービスの提供が行われる
よう、指導しました。

平成27年度末就労継続支援Ａ型事業
所数：67事業所

施策の展開３

⑤ 工賃向上支援コンサルタント
と共同受注窓口の連携を一層強化
し、就労系障害福祉サービス事業
所における就労機会の確保と工賃
向上に取り組みます。

・福祉的事業所へ経営コンサルタント
を派遣し、作業内容、工程の見直しな
ど工賃の改善を図るとともに、複数の
福祉的事業所で共同して受注、品質管
理等を行うことを目的とした共同受注
窓口事業を連携して実施することによ
り、福祉的就労の安定的な受注及び工
賃向上に取り組みました。

経営コンサルタント派遣事業所数：
42事業所

共同受注窓口実績：69,644千円

⑧ 障がい者が職場で必要な基本
的な知識技能を身につけるため、
知的障がい者を対象とした就労を
支援する講座を開催します。

・就労の場の確保が困難な知的障がい
者を対象に、職場で必要な基本的な知
識技能を身につけるための講座を開催
するとともに個別の就職支援を行いま
した。

施策の展開２

① 障害者就業・生活支援セン
ターを中心とした関係事業所間の
ネットワークを強化し、就労に向
けたアセスメントの充実を図ると
ともに、就労先の開拓や就労定着
に向けた支援の促進に取り組みま
す。

・障害者就業・生活支援センターの機
能強化業務として、職場定着支援、就
労移行支援事業所等との連携及び支援
等を位置付け、就労の定着に向けた支
援に取り組みました。
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策2-2】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

農林水
産部

担い手
支援課

・鈴鹿市において、みえ森と緑の県民
税市町交付金事業を活用した取組で、
市内の高校、福祉事業所、木工業者と
連携して木製玩具の製作について検討
し、実際に高校生がデザインした玩具
の試作を行うことで、障がい者が作業
できる工程を明らかにしました。これ
により、鈴鹿市の子育てサロン等で配
布する木製玩具約600個を福祉事業所
と木工業者が連携して製作することに
なりました。

農林水
産部

森林・
林業経
営課

・志摩市的矢湾において、福祉事業所
のカキ養殖事業への参入に係るモデル
事業を実施しました。

また、その成果を活かして志摩市内
の福祉事業所が合同会社を立ち上げ、
カキ養殖業に新規に参入しました。
・福祉事業所の漁労関連作業の受託に
ついてコーディネートを行い、県内8
つの福祉事業所で14件（うち新規8
件）の作業を受託しました。
・平成28年6月1日に漁協等関係団体職
員、市町水産主務課職員等を対象とし
た研修会を開催しました。

農林水
産部

水産資
源・経
営課

④ 水産分野における障がい者就
労の促進に向けて、モデル事業の
委託を通じて福祉事業所の漁業参
入を促すとともに、漁業関連作業
の福祉事業所への委託を促しま
す。

・志摩市的矢湾で実施したモデル事業
において、カキ養殖作業における障が
い者就労の可能性が明らかになりまし
た。
・漁業関連作業の福祉事業所への委託
の斡旋推進に取り組み、天然カキ採苗
用コレクターの作製やカキ養殖カゴ修
繕等10件の成果が得られました。
・平成27年7月23日に漁協等関係団体
職員、市町水産主務課職員等を対象と
した研修会を開催するとともに、漁協
や市町等への個別訪問を18回実施する
など意識啓発に取り組みました。

② 農業分野における障がい者就
労の促進に向けて、農業経営体に
対しては、特別支援学校の職場実
習の受け入れや農業参入した福祉
事業所への技術指導等を通じて一
層の意識啓発を促すとともに、農
業に参入し地域農業の担い手とし
て位置付けられた福祉事業所に対
しては、規模拡大や栽培品目の複
合化、6次産業化等経営の安定化
を促します。

・三重県農林水福連携・障がい者雇用
推進チームで支援施策・事業の活用方
策等の情報共有を行うとともに、10月
に設立された一般社団法人三重県障が
い者就農促進協議会と連携しながら、
①農業ジョブトレーナー等、農業と福
祉をつなぐ人材の育成
②障がい者に対する技術取得支援
③農業ジョブトレーナーの派遣による
障がい者雇用の促進
④障がい者雇用のための意識啓発
などにより、福祉事業所の農業参入や
農業経営体の障がい者雇用を推進しま
した。

①農業大学校在学生向けの農福連携カ
リキュラムの実施（12名参加）、障が
い者就農支援スキルアップ研修の実施
（111名参加）
②普及指導員による特別支援学校学内
農業実習の実施（3校）、農業大学校
短期研修障がい者就労支援コースの実
施（4名参加）
③雇用型就労体験の実施（4件）
④各種農福連携セミナーの開催（2
回、延べ231名参加）

③ 林業分野における障がい者就
労の促進に向けて、林業用種苗生
産事業所と福祉事業所との情報共
有を図り、連携を促進するため、
苗木生産者や福祉事業者を対象と
した研修等に取り組みます。

・林業用種苗生産事業者を対象とした
福祉との連携に関する勉強会の開催や
種苗生産事業者への聞き取り調査を実
施することで、苗木の出荷作業におい
て、障がい者の職場体験会が実施され
ました。

・三重県農林水福連携・障がい者雇用
推進チームで支援施策・事業の活用方
策等の情報共有を行うとともに、一般
社団法人三重県障がい者就農促進協議
会と連携しながら、
①農業ジョブトレーナー等、農業と福
祉をつなぐ人材の掘り起こしとスキル
アップ
②福祉事業所における施設外就労（農
作業請負）の推進
③農福連携の全国的な連携につながる
情報発信
④障がい者に対する技術取得支援
⑤農業ジョブトレーナーの派遣による
障がい者雇用の促進
などの取組により、福祉事業所の農業
参入や農業経営体の障がい者雇用を推
進しました。

①農業大学校在学生向けの農福連携カ
リキュラムの実施（10名参加）、障が
い者就農支援スキルアップ研修の実施
（107名参加）
②福祉事業所における施設外就労の意
向調査及び現地実証の実施
③農福連携全国サミットinみえの開催
（30都道府県より395名の参加）
④普及指導員による特別支援学校学内
農業実習の実施（2校）、農業大学校
新規就農者フォローアップ短期研修
（農業福祉）の実施（7名参加）
⑤雇用型就労体験の実施（4件）

33 / 54 ページ



みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策2-2】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

・知的障がい者及び精神障がい者の就
労支援策として、本庁及び地域機関で
職場実習を行いました。

知的障がい者 ３名
精神障がい者 １名

健康福
祉部

障がい
福祉課

・県内外の教員養成課程を有する大学
を訪問（平成28年度は31校、のべ訪問
回数は48回）し、障がいのある学生の
免許状取得や、教員採用試験の受験の
働きかけを行いました。
・県教育委員会事務局、県立学校及び
公立小中学校において、業務補助職員
４名を、特別支援学校において非常勤
実習助手２名を新たに任用し、平成28
年６月１日現在で、非常勤職員29名を
雇用しています。

教育委
員会

教職員
課

・障害者優先調達推進法に基づく調達
方針を策定し、県から障害者就労施設
等への調達拡大に向けて市町とともに
取り組みました。

調達実績 37,018千円

健康福
祉部

障がい
福祉課

・県が行う物品等調達において、障が
い者の雇用に努める中小企業等（障が
い者雇用促進企業等）を優遇する制度
を運用しました。

◎平成28年度発注実績
障がい者雇用促進企業等

発注件数  708件 発注金額
35,253,194円

就労支援事業所等
発注件数  422件 発注金額

37,018,044円
計
 発注件数 1,130件 発注金額

72,271,238円

雇用経
済部

雇用対
策課

⑤ 行政機関における知的障がい
者および精神障がい者の雇用の実
現と、県職員の障がい者に対する
理解の促進を図るため、県の機関
における知的障がい者および精神
障がい者の職場実習を行います。

・知的障がい者及び精神障がい者の就
労支援策として、本庁及び地域機関で
職場実習を行いました。

知的障がい者 ３名
精神障がい者 １名

⑦ 「障害者優先調達推進法」の
規定をふまえ、県における優先調
達の拡大や発注内容の多様化に取
り組むとともに、市町に対し、優
先調達の拡大を働きかけます。

・障害者優先調達推進法に基づく調達
方針を策定し、県から障害者就労施設
等への調達拡大に向けて市町とともに
取り組みました。

調達実績：40,698千円

⑧ 県が行う物品等の調達を活用
し、障がい者雇用に努める中小企
業等を支援し、障がい者の就労の
促進および雇用の場の確保に取り
組みます。

・県が行う物品等調達において、就労
支援事業所等や障がい者の雇用に努め
る中小企業等（障がい者雇用促進企
業）を優遇する制度を運用しました。

◎平成27年度発注実績
障がい者雇用促進企業等

発注件数  676件 発注金額
37,939,354円

就労支援事業所等
発注件数  456件 発注金額

40,697,990円
計
 発注件数 1,132件 発注金額

78,677,344円

⑥ 学校等における障がい者の就
労の促進に向け、教員採用選考試
験等における障がい者を対象とし
た特別選考の実施に引き続き取り
組みます。さらに、障がい者雇用
率を安定的に維持できるよう、県
立学校および県教育委員会事務局
において、障がい者が担える業務
を再構築し、多様な働き方による
モデル的な雇用を継続します。

・教員及び小中学校事務職員の採用試
験において、障がい者を対象とした特
別選考を実施しました。
・県立学校及び小中学校、教育委員会
事務局において業務補助職員４名を、
特別支援学校において非常勤実習助手
３名を新たに任用しました。これによ
り、平成27年６月１日現在で、非常勤
職員28名を雇用しています。
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スポーツ・文化活動への参加機会の拡充

平成28年度の取組概要 部局名 課名

障がい者スポーツの環境整備

・準備担当者会議を経て、平成28年11
月9日、第21回全国障害者スポーツ大
会三重県準備委員会を設立、計2回の
委員会を開催しました。委員会では、
開催基本方針や会場地市町選定方針等
を審議し決定しました。

スポー
ツ推進
局

国体・
全国障
害者ス
ポーツ
大会準
備課

・障がい者スポーツ指導員や障害者区
分判定員の養成研修への参加、意思疎
通支援者の養成に向けたカリキュラム
作成を行いました。

（審判員
等）ス
ポーツ推
進局
（指導員
等）健康
福祉部

国体・全
国障害
者スポー
ツ大会準
備課

・延べ4名の選手に対し、競技指導
者、理学療法士、義肢装具士および障
がい者スポーツ医と共同で作成したプ
ログラムを提供し、競技力の向上を図
りました。 健康福

祉部
障がい
福祉課

・希望郷いわて大会においてグランド
ソフトボールが準優勝しました。
・競技別の国内スポーツ大会や他県と
の交流試合等への参加を促進しまし
た。
・水泳などの初心者講習会を開催しま
した。
・視覚障がい者用や車いす用の卓球台
を購入するとともに、三重県身体障害
者総合福祉センターの体育館の照明を
改修するなど選手の練習環境を整備し
ました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・知的障がい者ソフトボール、精神障
がい者バレーボールの北信越・東海ブ
ロック予選会を招致し、競技の運営方
法など経験の蓄積を図りました。
・三重県チームは、これまでの成績を
あげ、どちらも準優勝となりました

健康福
祉部

障がい
福祉課

・日本身体障がい者水泳連盟、日本
ボッチャ協会、日本肢体不自由者卓球
協会、日本ゴールボール協会の合宿を
招致し、高い評価をいただきました。 健康福

祉部
障がい
福祉課

・リオパラリンピックで活躍した選
手・役員や国内大会で優勝した選手に
スポーツ賞を授与しました。
・小中学校等での体験会や障がい者ス
ポーツフェスティバルを実施し、約
600人が体験しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

① 全国障害者スポーツ大会の開
催に向けて、市町、三重県障害者
スポーツ協会および三重県障害者
スポーツ指導者協議会などの関係
機関と連携し、準備委員会の設
置、競技別の会場地の選定および
基本方針の策定を行います。

・平成28年3月22日に準備担当者会議
を開催し、開催基本方針や会場地選定
方針の基本的な考え方について検討を
始めました。

⑦ 世界大会や全国大会で活躍す
る選手や指導者に対し、表彰を行
い、その功績を讃えるとともに、
障がい者スポーツの振興を目的と
した普及・啓発を行います。

・世界大会や全国大会で活躍した選手
2名に対し、福祉関係功労表彰を授与
しました。

④ 競技別の国内スポーツ大会や
他県との交流試合等への参加を促
進することにより、障がい者ス
ポーツ競技団体の活動を支援する
とともに、初心者講習会の開催な
どにより、新たな選手を発掘しま
す。また、陸上スターティングブ
ロックや専用卓球台など、選手の
練習環境を整備します。

・競技別の国内スポーツ大会や他県と
の交流試合等への参加を促進しまし
た。
・水泳などの初心者講習会を開催しま
した。
・卓球練習用マシーン、陸上スター
ティングブロック等を購入し、選手の
練習環境を整備しました。

⑤ 全国障害者スポーツ大会三重
大会のプレ大会として、全国障害
者スポーツ大会の団体競技の予選
会を兼ねた北信越・東海ブロック
大会の県内開催を誘致し、競技団
体・選手の育成、強化や団体競技
の運営などの経験の蓄積を図りま
す。

・知的障がい者バスケットボール、聴
覚障がい者バレーボールの北信越・東
海ブロック大会予選会を招致し、競技
の運営方法など経験の蓄積を図りまし
た。

⑥ 国際大会や国内大会で活躍す
る選手の練習を間近に見て、感じ
ることにより、参加意欲や競技力
の向上につなげるため、東京オリ
ンピック・パラリンピック競技種
目選手のキャンプ地誘致に取り組
みます。

・平成27年8月に一般社団法人日本身
体障がい者水泳連盟の強化合宿を招致
し、競技施設やマンパワーについて評
価いただきました。

② 障がい者スポーツ指導員、競
技専門の指導者や審判員、障がい
区分判定員および意思疎通支援者
など、全国障害者スポーツ大会を
支える関係者を計画的に養成しま
す。

・障がい者スポーツ指導員や審判員等
について計画的に養成するとともに、
意思疎通支援者の養成に向けた視察を
行いました。

③ パラリンピックなどの世界大
会や国内大会で活躍できる障がい
者スポーツ選手を育成するため、
障がいの個々の状況に応じたプロ
グラムを競技指導者、理学療法
士、義肢装具士および障がい者ス
ポーツ医と共同で作成し、選手強
化を進めます。

・3名の選手に対し、競技指導者、理
学療法士、義肢装具士および障がい者
スポーツ医と共同で作成したプログラ
ムを提供し、競技力の向上を図りまし
た。

施策の展開１

分野別施策
２－３

【基本理念実現に向けためざす姿】
障がい者が、障がいに応じたスポーツの活動に参加する機会および、自己の芸術的な能力の活用
を図る機会が拡充されるとともに、文化的なサービスが提供される場所および観光地を利用する機
会が確保されています

プランにおける取組 平成27年度の取組概要
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策2-3】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

・障がい者のスポーツへの参加意欲の
向上と機会の充実を図るため、三重県
障がい者スポーツ大会を平成28年5月
21日(フライングディスク)、9月24日
(陸上)、11月26日(ボーリング)、平成
29年1月14・15日(卓球)に開催すると
ともに、三重県ふれあいスポレク祭を
平成28年6月11日に開催しました。
・県全域を対象としたボッチャの交流
会を新たに実施しました。
・定期的に開催される障がい者スポー
ツの練習会に障がい者スポーツ指導員
を派遣しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・多機能トイレや車いす用観覧席など
バリアフリー機能を備えた三重交通Ｇ
スポーツの杜伊勢陸上競技場の改修を
進めました。

スポー
ツ推進
局

スポー
ツ推進
課

・三重交通Ｇスポーツの杜伊勢19件、
三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿104件の
団体利用がありました。
・個人ではトレーニングルームやプー
ル、庭球場などに三重交通Ｇスポーツ
の杜鈴鹿5,226名、三重交通Ｇスポー
ツの杜伊勢180名の利用がありまし
た。

スポー
ツ推進
局

スポー
ツ推進
課

文化活動への参加機会の充実

・平成28年12月17・18日(2日間)に尾
鷲市において「三重県障がい者芸術文
化祭」を開催しました。 健康福

祉部
障がい
福祉課

環境生 文化振

② 県立文化施設においては、障
がい者が文化活動に参加しやすい
環境の整備に努めます。また、県
立図書館においては、障がいによ
り来館が困難な人のためのイン
ターネットを活用した図書の貸出
など、ソフト面での充実に努めま
す。

（総合文化センター）
・文化会館主催事業において、仮設車
椅子専用席の販売を継続しました。
（総対応件数 ５公演10席）
・男女共同参画センター事業(男女共
同参画フォーラム2016、蝶野正洋講演
会）において、要約筆記に対応しまし
た。
・男女共同参画事業（ファンファーレ
イベント（講演会））において、手話
通訳を実施しました。

（図書館)
・障がいにより来館が困難な人のため
に図書の郵送貸出サービスを提供しま
した。（登録者数45人、延べ貸出冊数
611冊）
・拡大読書器を３台配備し、利用者の
利便に供しています。
・検索用パソコンが使いにくい人も利
用いただけるように、マウス補助具
や、足で操作できるキーボードを配置
しました。
・視覚障害者情報総合ネットワーク
（サピエ）に参加し、ＤＡＩＳＹ録音
図書を提供しています。

（総合博物館）

（総合文化センター）
・文化会館主催事業の仮設車椅子専用
席の販売を継続実施しました。対応件
数の総数は5公演10席でした。
・生涯学習センター事業（三重のまな
び講演会）、男女共同参画センター事
業(男女共同参画フォーラム2015）で
要約筆記対応をしました。

（図書館）
・障がいにより来館が困難な人のため
に行っている図書の郵送貸出サービス
の利用は、登録者数が48人、貸出冊数
が延べ564冊でした。
・拡大読書器を３台配備し、利用者の
利便に供しています。
・視覚障害者情報総合ネットワーク
（サピエ）に参加し、ＤＡＩＳＹ録音
図書の提供をしています。

（総合博物館）
・要望に応じて、館内の案内や解説を
行うなど、障がいがある人が利用しや
すい環境を整えるよう努めました。
・障がいのある人および介助者に対
し、観覧料の免除を実施し、文化にふ
れる機会の充実に努めました。（障が
いのある人および介護者の計 7,886

① 県内で芸術文化活動を行う障
がい者が、作品やパフォーマンス
を発表する障がい者芸術文化祭を
開催し、障がい者の社会参加を促
進します。

・平成27年12月19・20日(2日間)に伊
勢市において「三重県障がい者芸術文
化祭」を開催しました。

⑨ 障がい者がスポーツに参加、
観戦できる機会を拡充するため、
県営スポーツ施設におけるバリア
フリー環境の整備に取り組みま
す。

・障がい者用トイレ（三重交通Ｇス
ポーツの杜伊勢1か所）の整備を行い
ました。
・新補助競技場整備工事を行い、正面
入口及びトイレ入口に車いす用スロー
プを設置しました。

⑩ 県営スポーツ施設における利
用料の減免等により、障がい者の
スポーツ活動への参加を支援しま
す。

・三重交通Ｇスポーツの杜伊勢35件、
三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿78件の団
体利用がありました。
・個人ではトレーニングルームやプー
ル、庭球場などに三重交通Ｇスポーツ
の杜鈴鹿4,706名、三重交通Ｇスポー
ツの杜伊勢197人の利用がありまし
た。

施策の展開２

⑧ 三重県障がい者スポーツ大会
の開催および、地域のスポーツク
ラブとの連携などによる、レクリ
エーションやスポーツ教室等の実
施により、障がい者のスポーツへ
の参加意欲の向上と機会の充実を
図るとともに、障がい者スポーツ
指導員や競技別指導者の派遣を支
援することにより、障がい者が安
心してスポーツに参加できる環境
整備を進めます。

・障がい者のスポーツへの参加意欲の
向上と機会の充実を図るため、三重県
障がい者スポーツ大会を平成27年5月9
日(フライングディスク)、10月3日(陸
上)、12月5日(ボーリング)、平成28年
1月24・31日(卓球)に開催するととも
に、三重県ふれあいスポレク祭を平成
27年6月20日に開催しました。
・知的障がい者女子バレーボールチー
ム及び知的障がい者女子バスケット
ボールチームを結成しました。
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策2-3】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

バリアフリー観光の推進

・「バリアフリー観光の秘密」をテー
マに、県内観光事業者、観光地行政関
係者、観光によるまちづくりに関心の
ある方を対象に、講演を実施すること
で三重のバリアフリー観光の推進を図
りました。

観光局
観光政
策課

・三重県バリアフリー観光ガイド「み
えバリ」の情報を発信することで、県
内の観光施設や宿泊施設等のバリアフ
リー情報を紹介し、障がい者等の移動
に困難が伴う方やその家族の方の旅行
の機会を創出しました。

観光局
観光政
策課

・県内観光案内窓口等のコンシェル
ジュ機能の向上による案内機能の強化
を図るため、県内２箇所（名張市、紀
北町）で研修会を開催しました。 観光局

観光政
策課

環境
活部

文化振
興課

施策の展開３

 

（
図 を提

）
・要望に応じて館内の案内や解説を行
うなど、障がいのある人が利用しやす
い環境を整えるよう努めました。
・障がいのある人および介助者に対
し、観覧料の免除を実施し、文化にふ
れる機会の充実に努めました。（障が
いのある人および介護者の計 7,489
人）

（美術館）
・要望に応じて案内・解説を行うな
ど、障がいのある人が利用しやすい展
示環境を整えるよう努めました。
・展示を見ることができない障がいの
ある人が、直接作品に触って感じても
らえる作品展示を行いました。
・障がいのある人および介護者に対
し、観覧料の免除を実施し、文化にふ
れる機会の充実に努めました。（障が
いのある人および介護者の計 4,399
人）
・特別支援学校と地域との連携事業と
して、児童・生徒、教職員、保護者、
地域住民を対象としたガイダンス的授
業や美術館体験、ワークショップ等を
行いました。

（斎宮歴史博物館）
・要望に応じて案内・解説を行うな
ど、障がいのある人が利用しやすい展
示環境を整えるよう努めました。
・観覧料の免除により、障がいのある
人が文化にふれる機会の充実に努めま
した。（障がいのある人および介護者
の計 1,321人）

障がいの る人および介助者に対
料 免除 施 文 に

会の充実に努めました。

人）

(美術館）
・要望に応じて案内・解説を行うな
ど、障がいのある人が利用しやすい展
示環境を整えるよう努めました。
・展示を見ることができない障がいの
ある人が直接作品に触って感じてもら
える作品展示を行いました。
・障がいのある人および介護者に対
し、観覧料の免除を実施し、文化にふ
れる機会の充実に努めました。（障が
いのある人および介護者の計 2,792
人）

（斎宮歴史博物館）
・要望に応じて、案内・解説を行うな
ど、障がいのある人が利用しやすい展
示環境を整えるよう努めました。
・観覧料の免除により、障がいのある
人が文化にふれる機会の充実に努めま
した。（障がいのある人および介護者
の計 842人）

② 障がい者等にも具体的な旅の
プランがイメージできるようにバ
リアフリー観光情報を発信し、旅
行の機会を創出します。

③ 研修会や勉強会の開催によ
り、観光案内所等一次相談窓口で
の総合案内（コンシェルジュ）機
能を強化します。

① バリアフリー観光を推進する
セミナー等の開催により、県内で
のバリアフリー観光の機運醸成を
図るとともに、関係機関（観光、
福祉、医療、交通等）とのネット
ワークの構築を図ります。

・「日本一のバリアフリー観光で、三
重の未来をつくる」をテーマに、県内
観光事業者、観光地行政関係者、観光
によるまちづくりに関心のある方を対
象に、講演、トークセッション等を実
施することで三重のバリアフリー観光
の推進を図りました。

・三重県バリアフリー観光ガイド「み
えバリ」の情報を発信することで、県
内の観光施設や宿泊施設等のバリアフ
リー情報を紹介し、障がい者等の移動
に困難が伴う方やその家族の方の旅行
の機会を創出しました。

・県内観光案内窓口等のコンシェル
ジュ機能の向上による案内機能の強化
を図るため、県内３箇所（伊勢、四日
市、津）で研修会を開催しました。
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策3-1】

地域生活の支援

平成28年度の取組概要 部局名 課名

地域生活への移行

・三重県障害者自立支援協議会に専門
部会である地域移行課題検討部会で、
５回課題検討を行いました。
・計画相談の進捗把握と推進支援を行
うことで、県内の計画相談は、総合支
援法分98.9％、児童福祉法分100％と
なりました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・重度障がい者等自立生活応援事業に
より、重度障がい者等が一時的に自立
生活を体験する場を提供しました。

自立生活体験室（重度障がい者等自
立生活応援事業）利用実績 のべ48人
147日

健康福
祉部

障がい
福祉課

・三重県障害者自立支援協議会に専門
部会である地域移行課題検討部会で、
５回課題検討を行いました。
・地域移行支援研修を行い、相談支援
専門員の資質向上を図りました。
・圏域の自立支援協議会の活性化に向
けて、圏域アドバイザーを設置し、圏
域で地域移行に取り組める体制づくり
をしました。
・地域移行支援利用者数・日数は、8
人 24日（H29.3）でした。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・精神科病院の職員向けに地域移行を
テーマとして地域の社会資源を理解し
てもらうための研修会を開催しまし
た。
・4カ所の圏域にピアサポーターを配
置して、体験談を語るなど退院意欲向
上ための退院支援プログラムを行いま
した。（ピアサポーター人数：6人、
活動回数：249回）
・1か所の圏域には、ピアサポーター
とともに地域移行の各種事業等を調整
するコーディネーターを配置しピアサ
ポーターの支援及び地域移行の活動に
取り組みました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・長期入院精神障がい者に対して、
サービス等利用計画を7人に作成し、
「地域移行支援」を5人が利用しまし
た。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・相談支援体制検討会議を開催し、関
係者に対する情報交換や研鑽できる場
の提供を行いました。
・相談支援専門員の資質向上のため、
相談支援専門員研修（初任者・現任
者）においては、サービス等利用計画
の質を向上させるべく、カリキュラム
内容の充実を図りました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

① 障がい者本位の視点に立ち、
本人の尊厳を確保したサービス等
利用計画や個別支援計画に基づく
支援を通して、福祉施設入所者の
エンパワメントを促進します。

・三重県障害者自立支援協議会に専門
部会である地域移行課題検討部会を設
置し、4回課題検討を行いました。
・計画相談の進捗把握と推進支援を行
うことで、県内の計画相談は、総合支
援法分95.0％、児童福祉法分99.4％と
なりました。

② 施設や在宅等で生活する重度
障がい者等に対して、普段の生活
の場を一時的に離れ、試行的に独
力で自活する機会と場所を提供す
ることにより、自立生活への意欲
の増進と不安の軽減を図り、地域
生活への移行を促進します。

・重度障がい者等自立生活応援事業に
より、重度障がい者等が一時的に自立
生活を体験する場を提供しました。

自立生活体験室（重度障がい者等自
立生活応援事業）利用実績 のべ49人
127日

③ 入所中の障がい者に対して、
住居の確保や地域生活に移行する
ための活動に関する相談、障害福
祉サービスの体験的な利用支援等
を行う「地域移行支援」の利用促
進を図ります。

・地域移行課題検討部会（H27年度4回
開催）において課題検討を行いまし
た。
・地域移行支援利用者数・日数は、7
人 24日（H28.3）に留まりました。

④ 長期入院精神障がい者の退院
に向けた意欲を喚起するため、病
院スタッフの地域生活への移行に
関する理解を促進するとともに、
長期入院精神障がい者と、ピアサ
ポーターや地域の障害福祉サービ
ス事業者等との交流の機会を確保
します。

・４か所の圏域にピアサポーターを配
置して、精神障がい者の地域移行に向
けた病院交流や啓発研修等の活動を実
施しました。（ピアサポーター人数：
14人、活動回数：212回）

⑤ 長期入院精神障がい者に対し
て、病院スタッフと連携し、サー
ビス等利用計画を作成するととも
に、「地域移行支援」の利用を促
進します。

・長期入院精神障がい者に対して、
サービス等利用計画を6人に作成し、
「地域移行支援」を5人が利用しまし
た。

⑥ サービス等利用計画の作成や
モニタリングにおいて、障がい当
事者中心の視点に立ち、自己決
定・自己選択の観点から、計画相
談を行うことにより、真に必要な
障害福祉サービスの提供を行うた
め、サービス等利用計画の質の向
上に取り組みます。

・相談支援体制検討会議を開催し、関
係者に対する情報交換や研鑽できる場
の提供を行いました。
・相談支援専門員の資質向上のため、
相談支援専門員研修（初任者・現任
者）においては、サービス等利用計画
の質を向上させるべく、カリキュラム
内容の充実を図りました。

施策の展開１

分野別施策
３－１

【基本理念実現に向けためざす姿】
障害福祉サービス等により、地域社会における生活が支えられ、障がい者の居住
地の選択および、どこで誰と生活するかを選択する機会が確保されています。

プランにおける取組 平成27年度の取組概要
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策3-1】
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・全ての圏域に、（自立支援）協議会
精神部会等を設置し、長期入院精神障
がい者の地域移行についての状況把握
や課題検討を進めました。また各圏域
の情報を共有するための精神障がい者
地域移行・地域定着推進連絡会を2回
開催しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・県直営で、専門別研修として、地域
移行支援研修を開催しました。
・市町障害福祉計画推進会議におい
て、地域移行も課題に取り上げ、関係
者間の意見交換や先進事例の共有を図
りました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・市町や圏域の障がい福祉施策の参考
にしてもらうため、地域移行の意向調
査の結果を集計・分析し、市町等に提
供しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・県内の福祉型障害児入所施設に、そ
れぞれ、コーディネーターを設置し、
関係機関の連携を促進し、地域移行を
図りました。

コーディネーターの配置 各施設
1名

当該事業により、地域生活移行でき
た者 5名
・福祉型障害児入所施設に関する検討
会を6回開催しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・三重県身体障害者総合福祉センター
において、早期リハビリテーションに
つながるよう各地域の医療機関等と連
携するなど、利用者のニーズにきめ細
やかな対応を行いました。

施設入所支援稼働率 77.2%
地域生活移行率 57.7%

健康福
祉部

障がい
福祉課

・高齢又は障がいを有することによ
り、矯正施設から退所した後、自立し
た生活を営むことが困難であり、支援
が必要と認められる者に対して、保護
観察所等と協働して、退所後直ちに福
祉サービス等を利用できるようにする
ため、受入施設等のあっせん、福祉
サービス等にかかる申請支援等を行い
ました。
 支援件数

コーディネート業務：29件
  フォローアップ業務：19件
    相談支援業務：9件
（支援件数には高齢者も含む）

健康福
祉部

地域福
祉課

地域生活の支援

・障がい者が、地域において自立した
生活を送ることができるよう、居住の
場や日中活動の場の整備を促進しまし
た。

グループホーム：３箇所※１
（総定員２０名※２）

※1 1箇所はH29繰越
※2 定員には併設短期入所1名を含む

就労継続支援Ｂ型事業所：１箇所
(定員20名)

健康福
祉部

障がい
福祉課

⑩ 障害児入所施設に入所した時
点から、退所後の地域生活を見据
えた支援が行えるよう、福祉型障
害児入所施設にコーディネーター
を配置することにより、児童相談
所、障害児入所施設、市町等の関
係機関が連携し、それぞれの役割
に応じた途切れのない支援を提供
します。また、平成30年３月の経
過措置後の福祉型障害児入所施設
のあり方等について、方針を定
め、必要な取組を進めます。

・県内の福祉型障害児入所施設に、そ
れぞれ、コーディネーターを設置し、
関係機関の連携を促進し、地域移行を
図りました。

コーディネーターの配置 各施設
1名

当該事業により、地域生活移行でき
た者 4名
・福祉型障害児入所施設に関する検討
会を4回開催しました。

⑪ 三重県身体障害者総合福祉セ
ンターにおいて、自立訓練（機能
訓練）、短期入所などの障害福祉
サービスを提供するとともに、地
域におけるリハビリテーションの
支援を実施することにより、障が
い者の地域生活への移行や地域生
活の支援を行います。

・三重県身体障害者総合福祉センター
において、早期リハビリテーションに
つながるよう各地域の医療機関等と連
携するなど、利用者のニーズにきめ細
やかな対応を行うことにより、障がい
者の地域移行や社会参加を促進しまし
た。

施設入所支援稼働率 88%
地域生活移行率 42.5%

⑫ 受入先がないまま刑務所等を
出所する障がい者等について、三
重県地域生活定着支援センターに
おいて必要な福祉サービス等につ
なげる支援を行います。

・高齢又は障がいを有することによ
り、矯正施設から退所した後、自立し
た生活を営むことが困難であり、支援
が必要と認められる者に対して、保護
観察所等と協働して、退所後直ちに福
祉サービス等を利用できるようにする
ため、受入施設等のあっせん、福祉
サービス等にかかる申請支援等を行い
ました。
 支援件数

コーディネート業務：28件
  フォローアップ業務：44件

 相談支援業務：23件
（支援件数には高齢者も含む）

施策の展開２

① 障がい者の地域における生活
の場を確保するため、グループ
ホームをはじめとする障害福祉
サービスの基盤整備を進め、地域
生活支援機能の強化を図ります。
また、障害福祉サービスに限ら
ず、特別養護老人ホームなどの介
護保険施設や訪問看護等、地域資
源の活用について、検討を進めま
す。

・障がい者が、地域において自立した
生活を送ることができるよう、居住の
場や日中活動の場の整備を促進しまし
た。

グループホーム：４箇所
（総定員60名）

生活介護・相談支援事業所：１箇所
（定員30名）

⑨ 福祉施設入所者や精神科病院
入院者等に対する意向調査の結果
を集計・分析し、現状と地域生活
への移行に向けた課題を整理し、
市町や関係事業所等の取組に活用
します。

・市町や圏域の障がい福祉施策の参考
にしてもらうため、地域移行の意向調
査の結果を集計・分析し、市町等に提
供しました。

⑦ 障害保健福祉圏域ごとに、
（自立支援）協議会精神部会や精
神障がい者地域移行・地域定着推
進協議会等を設置し、障害保健福
祉圏域における長期入院精神障が
い者の地域生活への移行の状況や
課題を把握し、関係機関の連携に
よる課題解決へとつなげます。

・全ての圏域に、（自立支援）協議会
精神部会等を設置し、長期入院精神障
がい者の地域移行についての状況把握
や課題検討を進めました。また各圏域
の情報が共有できるよう精神障がい者
地域移行・地域定着推進連絡会を立ち
上げました。

⑧ 入所者の地域生活への移行に
取り組む入所施設、相談支援事業
所、市町などの関係職員に対し
て、研修等の実施により人材育成
を図ります。

・県直営で、専門別研修として、地域
移行支援研修を開催しました。
・市町障害福祉計画推進会議におい
て、地域移行も課題に取り上げ、関係
者間の意見交換や先進事例の共有を図
りました。
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・市町の障害福祉計画の推進し必要な
サービスの整備等を促すため、推進会
議を3回開催しました。
・地域生活支援拠点整備のための情報
提供において、地域定着支援サービス
の利用の重要性について、市町担当者
等に説明しました。
・地域定着支援利用者数・日数は、12
人 21日（H29.3）に留まりました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・みえお笑いサミットや自閉症・発達
障害支援センターによる理解促進講座
等、様々な啓発活動に努めました。 健康福

祉部
障がい
福祉課

・圏域の協議会等への参加により、強
度行動障がいの対象者がどのように地
域で暮らしているのか、支援がどのよ
うに組み立てられているのか、あるい
はどれほど地域の困り感があるのか等
の把握に努めました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・強度行動障害支援者養成研修を直営
で開催し、人材育成を図り、事業所の
拡充に努めました。
・自閉症・発達障害支援センターに地
域支援マネージャーを配置し、地域支
援機能の強化を図りました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・強度行動障害支援者養成研修（基本
研修313人受講、実践研修164人受講）
を直営で開催し、人材育成を図りまし
た。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・自閉症・発達障害支援センターに地
域支援マネージャーを配置し、地域支
援機能の強化を図りました。

配置人数：2名 健康福
祉部

障がい
福祉課

・行動障がいに対する行動観察事業を
実施しましたが、対象者はありません
でした。 健康福

祉部
障がい
福祉課

・重症心身障がい児（者）の人数につ
いて調査を行いました。（調査結果：
840人（昨年度比37人増））
・また、自立支援協議会に医療的ケア
課題検討部会を設置し、医療的ケアに
係る課題の整理・優先順位付けを行
い、課題への具体的な取組について議
論しました。（部会開催：2回）

健康福
祉部

障がい
福祉課

⑤ 強度行動障がいや発達障がい
のある人の地域支援体制を整備す
るため、法人に対し利用対象者数
や制度等の周知を行い、障害福祉
サービスを提供する事業所の拡充
を図ります。

・強度行動障害支援者養成研修を直営
で開催し、人材育成を図り、事業所の
拡充に努めました。
・自閉症・発達障害支援センターに地
域支援マネージャーを配置し、地域支
援機能の強化を図りました。

⑥ 支援者の資質の向上のため、
サービス管理責任者および相談支
援専門員を対象に、強度行動障害
支援者養成研修を実施します。

・強度行動障害支援者養成研修（基本
研修314人受講、実践研修151人受講）
を直営で開催し、人材育成を図りまし
た。

⑦ 支援のためのネットワークづ
くりやモデル事業の実施などによ
り、自閉症・発達障がい支援セン
ターの地域支援機能の強化を図
り、個々の障がい者に応じた重層
的な支援体制の構築を図ります。

・自閉症・発達障害支援センターに地
域支援マネージャーを配置し、地域支
援機能の強化を図りました。

② 単身等で生活する障がい者に
対して、常に連絡が取れる体制を
確保し、緊急に支援が必要な事態
が生じた際に、緊急訪問や相談な
どを行う「地域定着支援」の利用
促進を図ります。

・市町の障害福祉計画の推進し必要な
サービスの整備等を促すため、推進会
議を3回開催しました。
・地域定着支援利用者数・日数は、12
人 21日（H28.3）に留まりました。

③ 障がい者の地域生活への移行
に関する地域の理解を高めるた
め、医療、福祉、行政等の関係者
やピアサポーターによる啓発活動
を行います。

・差別解消法のシンポジウム、自閉
症・発達障害支援センターによる理解
促進講座等、様々な啓発活動に努めま
した。

④ 強度行動障がいのある人に必
要な地域資源を検討するため、対
象者数等の現状を把握します。

・圏域の協議会等への参加により、強
度行動障がいの対象者がどのように地
域で暮らしているのか、支援がどのよ
うに組み立てられているのか、あるい
はどれほど地域の困り感があるのか等
の把握に努めました。

⑨ 医療的ケアを必要とする障が
い児・者を受け入れる事業所が必
要とする支援等に関する調査およ
び、遷延性意識障がいや重症心身
障がいに関する調査の結果をふま
え、医療的ケアを必要とする障が
い児・者の対象者数等の現状を把
握するとともに、（自立支援）協
議会などにおいて、安心して地域
生活を送れるような支援体制につ
いて検討を進めます。

・重症心身障がい児（者）の人数につ
いて調査を行いました。（調査結果：
803人（昨年度比39人増））
・また、自立支援協議会に医療的ケア
課題検討部会を設置し、医療的ケアに
係る課題の整理・優先順位付けを行
い、課題への具体的な取組について議
論しました。（部会開催：4回）

⑧ 行動障がいに対する行動観察
事業を実施し、事業で得られた支
援手法の蓄積と活用により、個々
の障がい者に応じた地域生活を支
援します。

・行動障がいに対する行動観察事業を
実施しましたが、対象者はありません
でした。
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・障害福祉サービス事業所等が人工呼
吸器・介護ベッドその他の医療機器等
を購入する際の費用の一部を補助する
受入体制整備事業により、５か所の障
害福祉サービス事業所等に補助しまし
た。 健康福

祉部
障がい
福祉課

・喀痰吸引3号研修を開催し、事業所
における特定行為が出来る介護士の人
材育成を１回行いました。
・障害福祉サービス事業所等における
喀痰吸引等が実施可能な介護士を確保
するため、喀痰吸引１・２号研修受講
費補助事業を開始し、６か所の障害福
祉サービス事業所等に補助しました。
・三重大学附属病院の協力を得て、相
談支援従事者初任者研修で医療的ケア
の講義を行いました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・県内1か所に支援拠点を設置し、多
職種の連携を深めるための事例検討会
議の開催や、相談支援専門員等を対象
とした資質向上を目的とした研修会の
開催などに取り組み、地域における支
援機関の連携強化及び支援体制の構築
を図りました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・小児在宅医療体制の整備に取り組む
２市に対して補助を行い、体制整備を
支援しました。

医療対
策局

地域医
療推進
課

・事業所からの問い合わせ・相談への
対応や、新規事業所研修会や集団指導
などを通じ、適切なサービスの提供が
行われるよう、事業所を支援しまし
た。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・事業所からの問い合わせ・相談への
対応や、新規事業所研修会や集団指導
などを通じ、適切なサービスの提供が
行われるよう、事業所を支援しまし
た。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・市町監査や担当者会議を通じて支給
基準等に基づき、適切なサービスの支
給決定が行われるよう、市町に助言し
ました。 健康福

祉部
障がい
福祉課

⑯ 介護者の一時的な休息および
学齢期の放課後や夏休み等におけ
る支援策として重要な日中一時支
援事業など、市町が実施する地域
生活支援事業について、適切な
サービス提供が行えるよう市町を
支援します。

・市町監査や担当者会議を通じて支給
基準等に基づき、適切なサービスの支
給決定が行われるよう、市町に助言し
ました。

⑮ 児童発達支援、放課後等デイ
サービスおよび短期入所など障が
い児のためのサービスを適切に利
用できるよう、事業所等への指
導・助言によりサービスの質を確
保します。

・事業所からの問い合わせ・相談への
対応や、新規事業所研修会や集団指導
などを通じ、適切なサービスの提供が
行われるよう、事業所を支援しまし
た。

⑬ 保健・医療・福祉・教育等の
多職種が協力して医療的ケアが必
要な小児一人ひとりに対応できる
連携体制の構築や、小児の在宅医
療に対応できる訪問看護師等の医
療従事者、支援の窓口となるコー
ディネーター、医療と療育・教育
をつなぐ人材の育成等にかかる市
町の取組を支援します。

・小児在宅医療体制の整備に取り組む
２市に対して補助を行い、体制整備を
支援しました。

⑭ 地域で暮らす障がい者が、居
宅介護等の訪問系サービス、生活
介護等の日中活動系サービスおよ
び短期入所など障害福祉サービス
を適切に利用できるよう、事業所
等への指導・助言によりサービス
の質を確保します。

・事業所からの問い合わせ・相談への
対応や、新規事業所研修会や集団指導
などを通じ、適切なサービスの提供が
行われるよう、事業所を支援しまし
た。

⑩ 地域において、医療的ケアを
必要とする障がい児・者を受け入
れる体制づくりを進めるため、重
度訪問介護、生活介護および短期
入所等の障害福祉サービスにおけ
る受入や、日中一時支援や移動支
援等の地域生活支援事業の柔軟な
運用を促進します。また、訪問看
護、介護保険事業所および医療機
関など医療的ケアを実施できる地
域資源の活用を促進します。

・三重大学附属病院と協力し、障害福
祉サービス事業所等向けに、医療的ケ
アが必要な障がい児・者の支援の理解
促進研修を１回行いました。

⑪ 医療的ケアを実施できる人材
を育成するため、たん吸引等研修
を実施するとともに、医療、介護
等の分野との連携を図ることがで
きるよう、相談支援員のスキル
アップを図ります。

・喀痰吸引3号研修を開催し、事業所
における特定行為が出来る介護士の人
材育成を１回行いました。
・また、三重大学附属病院と協力し、
相談支援専門員と医療ソーシャルワー
カー向けに、地域における多職種連携
を強化するための研修会を２回行いま
した。

⑫ 医療的ケアを必要とする障が
い児・者に応じた支援を行うた
め、障がい福祉、医療、介護、保
育、教育等地域における支援機関
の連携強化を図ります。

・三重大学附属病院と協力し、相談支
援専門員と医療ソーシャルワーカー向
けに、地域における多職種連携を強化
するための研修会を２回行いました。
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・セーフティネット機能のための受け
入れ事業は利用者がなかったため、廃
止しました。
・セーフティネット機能が市町あるい
は圏域単位で確保されるように地域生
活支援拠点整備に関する情報提供等の
支援を行いました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・事業者に受審を呼びかけた結果、社
会福祉施設37事業所の受審がありまし
た。

障がい者施設：7事業所
高齢者施設：4事業所
保育所：16事業所
社会的養護関係施設：10施設

健康福
祉部

地域福
祉課

・三重県社会福祉協議会に設置されて
いる各委員会の運営経費等を補助しま
した。

運営適正化委員会：３回開催
運営監視委員会：６回開催
苦情解決委員会：６回開催

健康福
祉部

地域福
祉課

・放課後児童クラブでの障がい児の受
入を推進するため、障がい児を受け入
れるクラブにおいて、障がい児を保育
するための指導員を配置する市町の事
業に対して、補助を行いました。

補助実績：20市町（障害児受入推進
事業）

（内１市は上記事業＋障害児受入強
化推進事業）

子ども・
家庭局

子育て
支援課

福祉人材の育成・確保

・県立高等学校では、福祉関連学科・
系列のある介護福祉士養成校（介護福
祉士の受験資格が得られる学校）４校
を北勢、中勢、南勢、伊賀それぞれの
地域に設置し、地域の社会福祉を担う
人材を育成しています。平成28年度の
養成校（朝明、みえ夢学園、明野、伊
賀白鳳）の介護福祉士国家試験の合格
率は96.4％でした。また、福祉に関す
るコースのある９校では、介護職員初
任者研修事業に取り組み、地域の社会
福祉を担う人材の育成に努めていま
す。

教育委
員会

高校教
育課

⑰ 緊急に施設入所による支援が
必要となった障がい者を、一定期
間受け入れるセーフティネット機
能を確保します。

・緊急に施設入所による支援が必要と
なった知的障がい者に対する一定期間
の受け入れ事業を実施しましたが、対
象者はありませんでした。

① 県立高等学校の福祉科および
福祉に関するコース等において、
地域の社会福祉を担う人材を育成
します。

・県内の高等学校では、北勢、中勢、
南勢、伊賀それぞれの地域で介護福祉
士養成校を設置し、介護福祉士を養成
しています。平成27年度の養成校（朝
明、みえ夢学園、明野、伊賀白鳳）の
介護福祉士国家試験合格率は93.9％で
した。また、県内の福祉科を中心に福
祉に関するコース等をもつ高等学校13
校で、三重県介護職員初任者研修事業
に取り組み、地域の福祉を担う人材の
育成に努めました。

⑲ 適切な福祉サービスを提供す
るため、引き続き、日常生活自立
支援事業の運営を監視する「運営
監視委員会」や、福祉サービス利
用者等からの苦情解決を支援する
「苦情解決委員会」など、「運営
適正化委員会」の活動を支援する
ことを通じて、利用者本位の福祉
サービスの確保を図ります。

・苦情解決委員会を年６回実施し、福
祉サービス利用者からの苦情(132
件)・相談(100件)を受け付け、解決を
図りました。
・運営監視委員会を年６回実施し、日
常生活自立支援事業の適正な運営を確
保されているか検討しました。

⑳ 障がい児を受け入れる放課後
児童クラブにおいて、障がい児を
保育するための指導員を配置する
市町の事業を支援することによ
り、昼間保護者が家にいない障が
いのある児童の、放課後における
遊びや生活の場を確保します。

・放課後児童クラブでの障がい児の受
入を推進するため、障がい児を受け入
れるクラブにおいて、障がい児を保育
するための指導員を配置する市町の事
業に対して、補助を行いました。

補助実績：20市町（障害児受入推進
事業）

（内１市は上記事業＋障害児受入強
化推進事業）

施策の展開３

⑱ 福祉サービスの質の向上を図
るための「みえ福祉第三者評価」
について、全国的な推進組織であ
る全国社会福祉協議会などと連携
を図りながら事業運営を行うとと
もに、福祉事業者等が中・長期的
な展望で福祉サービスの質の向上
に取り組むことができるよう、意
識の醸成を図ります。

・平成27年度は高齢者施設３施設、障
がい者・児施設３施設、保育所５施
設、社会的養護関係施設1施設、合計
12施設の受審がありました。
・平成27年８月７日にみえ福祉サービ
ス第三者評価自己評価リーダー研修会
を開催し、各受審予定施設での自己評
価、第三者評価を行う際のリーダーの
養成（該当15施設19名）を行いまし
た。
・平成28年２月25日、26日にみえ福祉
第三者評価調査者養成研修会を開催
し、評価調査者の養成（新規８名、継
続３名）を行いました。
・平成28年３月11日にみえ福祉第三者
評価基準等委員会を開催し、制度の推
進方策等検討しました。
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・無料職業紹介、就職フェア、マッチ
ング支援、福祉職場体験等により福
祉・介護職場への就労を支援したこと
で、537人が福祉・介護職場に就職
し、福祉・介護人材を確保しました。

【就職者数内訳】
無料職業紹介：101人
就職フェア及び就職相談会：34人
マッチング支援：288人
福祉職場体験：5人

健康福
祉部

地域福
祉課

・三重県社会福祉協議会（三重県社会
福祉研修センター）が行う、社会福祉
関係施設職員を対象とした多様な研修
事業に対して補助を行うことにより、
社会福祉施設職員の資質向上を図りま
した。
・生涯研修、業種別研修、課題別専門
研修の計33課程に2,105人の参加があ
りました。

健康福
祉部

地域福
祉課

福祉用具の活用の推進

テクノエイドセンター等における相
談対応等の中から、福祉用具に関する
ニーズを集積し、開発や販路開拓等に
係る支援を実施しました。
①福祉用具の普及・啓発、販路開拓支
援

・福祉用具フォーラム：1回開催(参
加者289名)
②福祉用具セミナー：5回開催(総参加
者275名)
③福祉用具アイデアコンクール：応募
数251作品
④福祉用具に関する相談支援・ニーズ
収集
・テクノエイドセンターにおける相談
件数：306件
・福祉用具ｾﾐﾅｰ受講者からのニーズ収
集：39件
⑤福祉用具等の開発、試作品・製品へ
の助言：13件
⑥自助具の製作：107個

健康福
祉部

ライフ
イノ
ベー
ション
課

・市町からの問い合わせについて、障
害者相談支援センター（身体障害者更
生相談所）と連携して助言を行いまし
た。

平成28年度補装具交付・修理件数
(全市町)：

交付2,410件、修理1,359件
集計中

健康福
祉部

障がい
福祉課

・市町からの問い合わせについて、適
切に助言を行いました。

平成28年度日常生活用具給付件数
(全市町)：

45,516件

健康福
祉部

障がい
福祉課

③ 自宅で生活する重度障がい者
の日常生活の便宜を図るため、市
町が実施する日常生活用具の給付
に対する助言を行います。

・市町からの問い合わせについて、適
切に助言を行いました。

平成27年度日常生活用具給付件数
（全市町）：

37,408件

② 福祉人材センターにおいて無
料職業紹介や福祉職場相談会等の
事業を実施し、福祉人材の確保に
努めます。

・無料職業紹介、就職フェア、マッチ
ング支援、福祉職場体験等により福
祉・介護職場への就労を支援したこと
で、521人が福祉・介護職場に就職
し、福祉・介護人材を確保しました。
【就職者数内訳】

無料職業紹介：121人
就職フェア及び就職相談会：57人
マッチング支援：224人
福祉職場体験：10人
離職者・中高齢者・若者等就労支援

事業：89人
潜在的有資格者等再就業促進事業：

11人
シニア世代介護職場就労支援事業：

９人

③ 社会福祉施設職員の研修を支
援することにより、福祉人材の資
質向上を図ります。

・三重県社会福祉協議会（三重県社会
福祉研修センター）が行う、社会福祉
関係施設職員を対象とした多様な研修
事業に対して補助を行うことにより、
社会福祉施設職員の資質向上を図りま
した。
・生涯研修、業種別研修、課題別専門
研修の計33課程に2,180人の参加があ
りました。

施策の展開４

② 市町が実施する補装具の交付
や修理に対して、専門的な支援を
行い、身体障がい者の社会参加や
自立を促進します。

・市町からの問い合わせについて、障
害者相談支援センター（身体障害者更
生相談所）と連携して助言を行いまし
た。

平成27年度補装具交付・修理件数
（全市町）：

交付2,259件、修理1,413件

① みえテクノエイドセンター等
で収集した介護・福祉現場のニー
ズを基にして、福祉用具や介護ロ
ボット等の製品開発、福祉施設等
での製品モニタリング、販路開拓
等の総合的な支援を産学官が連携
して行います。

・相談対応等の中から、福祉用具に関
するニーズを集積し、開発や販路開拓
等の支援を実施しました。
①福祉用具の普及・啓発、販路開拓支
援

・福祉用具フォーラム開催（参加者
354名）

・三重県老人保健施設大会 福祉用
具展示会

（来場者約200名）
②福祉用具セミナー ５回開催（のべ
参加者258名）
③福祉用具アイデアコンクール 217
作品
④福祉用具に関する相談支援 相談件
数306件
⑤福祉用具等の開発、試作品・製品へ
の助言 ７件
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経済的な支援

・特別障害者手当および障害児福祉手
当について、福祉事務所を通じて支給
しました。

特別障害者手当：20,865件
障害児福祉手当：12,645件

健康福
祉部

障がい
福祉課

・平成28年度中に、特別児童扶養手当
の新規請求を514件（支給停止23件を
含む）認定しました。

平成29年３月末現在の受給者数：
3,654人（支給停止者327人を含む）

子ども・
家庭局

子育て
支援課

・心身の障がい状態の軽減を図り、又
は身体の障がいを除去、軽減するため
に必要な自立支援医療（精神通院医
療、更生医療、育成医療、療養介護医
療）を給付しました。

精神通院医療 給付件数：
468,355 件
    更生医療 給付件数：11,929 件

育成医療 給付件数：1,347 件
（平成25年度から市町へ権限移

譲）
療養介護医療 給付件数：2,307

件

健康福
祉部
子ども・
家庭局

障がい
福祉課
子育て
支援課

・障がい者医療費助成事業を行ってい
る市町に対し、補助を行いました。

総額：2,176,495千円
    助成を受けた障がい者：延べ
45,222人
・福祉医療費助成制度改革検討会にお
いて、市町とともに、障がい者医療費
助成制度を含む福祉医療費助成のあり
方について検討を行いました。

医療対
策局

医務国
保課

・障がい者の保護者が死亡又は重度の
障がい者となった場合に、残された障
がい者に年金を支給する心身障害者扶
養共済制度を運用しました。

平成28年度年金給付実績 670人
187,420千円

健康福
祉部

障がい
福祉課

・障がいのある人とその家族、介護者
等が所有・使用する自動車について、
一定の条件のもとに、自動車税、自動
車取得税の減免を行いました。

自動車税：16,988台(H28.4.1現在)
自動車取得税：967台

総務部
税収確
保課

・平成27年度中に、特別児童扶養手当
の新規請求を519件（支給停止13件を
含む）認定しました。

平成28年３月末現在の受給者数：
3,880人（支給停止者314人を含む）

③ 心身の障がいを除去・軽減す
るための医療に関する公費負担医
療制度である自立支援医療制度
（精神通院医療・更生医療・育成
医療・療養介護医療）を適切に運
用し、医療費の自己負担の軽減を
図ります。

・心身の障がい状態の軽減を図り、又
は身体の障がいを除去、軽減するため
に必要な自立支援医療（精神通院医
療、更生医療、育成医療、療養介護医
療）を給付しました。

精神通院医療 給付件数：
457,063 件
    更生医療 給付件数：11,509 件

育成医療 給付件数： 1,287 件
（平成25年度から市町へ権限移

譲）
療養介護医療 給付件数： 2,239

件

① 日常生活で常時特別の介護を
要する20歳以上の在宅重度障がい
者に特別障害者手当、20歳未満の
重度障がい児に障害児福祉手当を
支給します。

・特別障害者手当および障害児福祉手
当について、福祉事務所を通じて支給
しました。

特別障害者手当：20,851件
障害児福祉手当：12,884件

施策の展開５

⑥ 障がい者とその家族、介護者
等が所有・使用する自動車につい
て、一定の条件のもとに、自動車
税、自動車取得税の減免を行いま
す。

・障がいのある人とその家族、介護者
等が所有・使用する自動車について、
一定の条件のもとに、自動車税、自動
車取得税の減免を行いました。

自動車税：17,402台(H27.4.1現在)
自動車取得税：945台

④ 障がい者の経済的負担の軽減
を図るため、医療費助成を実施す
る市町に対する補助を行います。
また、精神障がい者の助成対象拡
大等について、引き続き、福祉医
療費助成制度改革検討会等におい
て検討します。

・障がい者医療費助成事業を行ってい
る市町に対し、補助を行いました。

総額：2,218,719千円
助成を受けた障がい者：延べ

45,736人
・福祉医療費助成制度改革検討会にお
いて、市町とともに、障がい者医療費
助成制度を含む福祉医療費助成のあり
方について検討を行いました。

⑤ 障がい者の保護者が死亡また
は重度の障がい者となった場合
に、障がい者に年金を支給する心
身障害者扶養共済制度を運用し、
障がい者の生活の安定を図るとと
もに保護者の抱く不安の軽減を図
ります。

・障がい者の保護者が死亡又は重度の
障がい者となった場合に、残された障
がい者に年金を支給する心身障害者扶
養共済制度を運用しました。

平成27年度年金給付実績 676人
186,500,000円

② 精神または身体に中度以上の
障がいがあり、日常生活において
介助を必要とする20歳未満の児童
を家庭等で養育している保護者に
特別児童扶養手当を支給します。
支給に際しては、引き続き、適正
かつ迅速な認定を行います。
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策3-1】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

・障がい者世帯、低所得者世帯、高齢
者世帯に、無利子又は低利子の資金を
貸し付ける生活福祉資金貸付制度を運
営する三重県社会福祉協議会に対し、
事業の実施に要する事務費等の補助を
行いました。

補助実績：4,359千円
貸付決定件数、金額：383件、

83,754千円
（ただし、貸付件数、金額につい

ては低所得者世帯、高齢者世帯も含
む）

健康福
祉部

地域福
祉課

・障がい者に対する旅客運賃割引につ
いては、関係機関に働きかけるよう国
に要望しました。また、県営の競技場
や県立美術館等の利用料を減免し、ス
ポーツや文化に親しむ環境を整えまし
た。

健康福
祉部

障がい
福祉課

⑧ 交通機関や施設の利用料等の
減免制度の拡充について、関係機
関に働きかけます。

・障がい者に対する旅客運賃割引につ
いては、関係機関に働きかけるよう国
に要望しました。また、県営の競技場
や県立美術館等の利用料を減免し、ス
ポーツや文化に親しむ環境を整えまし
た。

⑦ 障がい者世帯等の経済的自立
と社会参加の促進を図るため、安
定した生活を営むために必要な資
金の貸付を行う生活福祉資金貸付
制度を運営する三重県社会福祉協
議会に対して、必要な支援を行い
ます。

・貸付事業を行っている県社会福祉協
議会に対して、事業の実施に要する貸
付原資、事務費等の補助を行い、平成
27年度は、497件、118,629千円の新規
貸付が決定されました。
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策3-2】

相談支援体制の整備

平成28年度の取組概要 部局名 課名

相談支援体制の充実

・重層的で途切れのない相談支援体制
を構築するため、市町、相談支援事業
所等の関係者による相談支援体制検討
会議を開催し、相談支援体制の強化に
ついて検討しました。

相談支援体制検討会議：３回
基幹相談支援センター設置数：１０

か所

健康福
祉部

障がい
福祉課

・地域で暮らす障がい児等並びに家族
等の地域生活を支援するため、ライフ
ステージに応じた途切れのない相談支
援を行いました。

障がい児等療育相談支援事業：９か
所

健康福
祉部

障がい
福祉課

・障がい者が働くことを通して自立し
た生活を営めるよう、日常生活の相談
に応じながら、公共職業安定所等の関
係機関と連携し、障がい者の就労を支
援しました。

障がい者就業・生活支援事業：９圏
域

健康福
祉部

障がい
福祉課

・自閉症等の特有な発達障がいを有す
る障がい児（者）に対する総合的な支
援を行う地域の拠点として、自閉症・
発達障害支援センターを設置し、発達
障害に関する問題について発達障がい
児（者）及びその家族からの相談に応
じ、適切な指導、助言を行いました。

自閉症・発達障害支援センター：２
カ所

健康福
祉部

障がい
福祉課

・在宅の重症心身障がい児(者）及び
その家族の生活を支援するため、相談
支援に応じるとともに療育機関等福祉
サービスの情報提供等を行いました。

重症心身障がい児（者）相談支援事
業：５か所

健康福
祉部

障がい
福祉課

・高次脳機能障がい者及びその家族の
地域生活を支援するために必要な相談
支援、関係機関との支援ネットワーク
の充実及び医療機関、施設等で高次脳
機能障がい者の支援に携わる者に対す
る研修等を実施しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

④ 自閉症等の発達障がい児・者
に対する個々の障がいに応じた相
談支援を行う拠点である自閉症・
発達障がい支援センターにおい
て、広域的、専門的な相談支援を
行うとともに、専門性のさらなる
向上と地域の相談支援機関に対す
る後方支援機能の強化を図りま
す。

・自閉症等の特有な発達障がいを有す
る障がい児（者）に対する総合的な支
援を行う地域の拠点として、自閉症・
発達障害支援センターを設置し、発達
障害に関する問題について発達障がい
児（者）及びその家族からの相談に応
じ、適切な指導、助言を行いました。

自閉症・発達障害支援センター：２
カ所

⑤ 重症心身障がい児（者）相談
支援事業により、自宅で生活する
重症心身障がい児・者とその家族
に、医師、看護師、社会福祉士等
による専門的な相談支援を行いま
す。また、相談内容に応じて、短
期入所等の利用調整を行うなど、
市町等の関係機関と連携し、地域
生活を支援します。

・在宅の重症心身障がい児(者）及び
その家族の生活を支援するため、相談
支援に応じるとともに療育機関等福祉
サービスの情報提供等を行いました。

重症心身障がい児（者）相談支援事
業：５か所

⑥ 高次脳機能障がい支援普及事
業により、高次脳機能障がい者
が、地域で自立した生活を送れる
よう、広域的、専門的な相談支援
を行うとともに、地域の相談支援
機関に対する後方支援機能の強化
を図ります。

・高次脳機能障がい者及びその家族の
地域生活を支援するために必要な相談
支援、関係機関との支援ネットワーク
の充実及び医療機関、施設等で高次脳
機能障がい者の支援に携わる者に対す
る研修等を実施しました。

① 市町、障害保健福祉圏域、県
における重層的で途切れのない相
談支援体制を強化するため、市
町、または障害保健福祉圏域にお
ける相談支援体制の拠点となる基
幹相談支援センターの設置促進を
図ります。

・重層的で途切れのない相談支援体制
を構築するため、市町、相談支援事業
所等の関係者による相談支援体制検討
会議を開催し、相談支援体制の強化に
ついて検討するとともに、基幹相談支
援センターの先進地から講師を招き研
修会を開催しました。

相談支援体制検討会議：３回
基幹相談支援センター研修会：１回
基幹相談支援センター設置数：９か

所

② 療育相談事業において、身近
な地域で療育指導等が受けられる
よう、療育相談機能の充実等を図
ります。

・地域で暮らす障がい児等並びに家族
等の地域生活を支援するため、ライフ
ステージに応じた途切れのない相談支
援を行いました。

障がい児等療育相談支援事業：９か
所

③ 障害者就業・生活支援セン
ターにおいて、障がい者の適性に
応じた就労支援を行うため、就労
に向けたアセスメントの充実を図
るとともに、就労先の開拓および
就労定着に向けた支援等を行いま
す。

・障がい者が働くことを通して自立し
た生活を営めるよう、日常生活の相談
に応じながら、公共職業安定所等の関
係機関と連携し、障がい者の就労を支
援しました。

障がい者就業・生活支援事業：９圏
域

施策の展開１

分野別施策
３－２

【基本理念実現に向けためざす姿】
障害福祉サービスをはじめとするサービスの適切な利用を支えるとともに、障がい者のニーズにきめ
細かく対応できる相談支援体制を整備することにより、障がい者が、地域において自立した日常生
活や社会生活を営んでいます

プランにおける取組 平成27年度の取組概要
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策3-2】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

・圏域の(自立支援）協議会等に出席
し、助言等を行うとともに、圏域アド
バイザーの活用により、各圏域及び広
域的な支援と調整を行いました。
・「三重県障がい福祉従事者人材育成
ビジョン」に基づき、相談支援専門員
研修等を開催しました。

圏域アドバイザー：１７名

健康福
祉部

障がい
福祉課

・三重県こころの健康センターでは、
保健所・市町・関係機関などに対して
技術指導・技術援助を計470回実施し
ました。
・専門相談として、「ひきこもり・依
存症専門電話相談（246件）及び来所
相談（45件）」、「自殺予防・自死遺
族電話相談（222件）及び来所相談
（29件）」を実施しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・県内の児童相談所において、肢体不
自由、視聴覚、言語発達、重症心身、
知的障がい等の障がい相談に対応しま
した。

相談件数：1,873件

・児童相談センターにおけるきこえの
相談において、難聴児への相談や療
育、補聴器のフィッティング等直接的
支援のほか、保育所や学校訪問等によ
り、難聴児の環境整備等を行いまし
た。

相談件数：1,767件

子ども・
家庭局

子育て
支援課

・民生委員・児童委員（主任児童委員
を含む）の定数4,197人に対し、平成
28年度末時点で4,081人の委嘱を行い
ました。

また、会長研修、中堅（専門）研
修、指導者研修、新任研修を実施し、
合計2,107人の参加がありました。

健康福
祉部

地域福
祉課

相談支援の質の向上

・重層的で途切れのない相談支援体制
を構築するため、市町、相談支援事業
所等の関係者による相談支援体制検討
会議を開催し、相談支援体制の強化に
ついて検討しました。

相談支援体制検討会議：３回
健康福
祉部

障がい
福祉課

・市町の障害福祉計画の推進のため、
推進会議を3回開催しました。
・障害者相談支援センターの地域支援
課を中心に、地域の（自立支援）協議
会にオブザーバー参加し、運営の支援
を行いました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・各圏域からの報告から抽出した課題
について、県障害者自立支援協議会に
おいて、情報の共有と施策へ向けての
取組について協議しました。

三重県障害者自立支援協議会：２回
開催

健康福
祉部

障がい
福祉課

① 障害保健福祉圏域や市町ごと
に、（自立支援）協議会の相談支
援部会の設置促進や基幹相談支援
センターを中心とした相談支援体
制の確立により、指定特定相談支
援事業所、障害児相談支援事業所
のネットワークを構築し、サービ
ス等利用計画や障害児支援利用計
画の質の向上を図ります。

・重層的で途切れのない相談支援体制
を構築するため、市町、相談支援事業
所等の関係者による相談支援体制検討
会議を開催し、相談支援体制の強化に
ついて検討するとともに、基幹相談支
援センターの先進地から講師を招き研
修会を開催しました。

相談支援体制検討会議：３回
基幹相談支援センター研修会：１回

② 地域の（自立支援）協議会に
おいて、障害福祉計画のPDCAサイ
クルの確立や障害福祉サービスの
運営における課題対応等に取り組
むため、地域の（自立支援）協議
会の運営を支援します。

・市町の障害福祉計画の推進のため、
推進会議を3回開催しました。
・障害者相談支援センターの地域支援
課を中心に、地域の（自立支援）協議
会にオブザーバー参加し、運営の支援
を行いました。

③ 地域（自立支援）協議会など
から具体的課題を抽出し、その課
題について、県障害者自立支援協
議会において対応の検討や評価を
行うことにより、取組の水平展開
や制度化を図ります。

・各圏域からの報告から抽出した課題
について、県障害者自立支援協議会に
おいて、情報の共有と施策へ向けての
取組について協議しました。

三重県障害者自立支援協議会：２回
開催

⑨ 障がいのある児童の相談支援
のため、県内５か所の児童相談所
において、児童福祉司、児童心理
司などを配置し対応にあたりま
す。

・県内の児童相談所において、肢体不
自由、視聴覚、言語発達、重症心身、
知的障がい等の障がい相談に対応しま
した。

相談件数：1,787件

・児童相談センターにおけるきこえの
相談において、難聴児への相談や療
育、補聴器のフィッティング等直接的
支援のほか、保育所や学校訪問等によ
り、難聴児の環境整備等を行いまし
た。

相談件数：2,003件

⑩ 民生委員・児童委員の活動を
促進するため、担い手の確保に努
め、地域の実情をふまえた適正な
配置を行います。また、民生委
員・児童委員の活動に必要な基礎
的知識や、複雑多様化する福祉
ニーズに対応できる資質向上のた
めの研修を行います。

・民生委員・児童委員（主任児童委員
を含む）の定数4,135人に対し、平成
27年度末時点で4,079人の委嘱を行い
ました。
・また、会長研修、中堅（専門）研
修、ブロック別研修を実施し、合計
3,620人の参加がありました。

施策の展開２

⑧ 三重県こころの健康センター
において、保健所、市町、関係機
関等に対する技術指導、技術支
援、情報提供を行うとともに、保
健所等では対応が困難な相談への
対応や専門性の高い相談支援を実
施します。

・三重県こころの健康センターでは、
保健所・市町・関係機関などに対して
技術指導・技術援助を計355回実施し
ました。
・専門相談として、「ひきこもり・依
存症専門電話相談（230件）及び来所
相談（79件）」、「自殺予防・自死遺
族電話相談（257件）及び来所相談
（14件）」を実施しました。

⑦ 三重県障害者相談支援セン
ターにおいて、地域の（自立支
援）協議会の活性化や圏域アドバ
イザーの活用などによる相談支援
体制構築のための広域調整、長期
的な視野に立った研修等、相談支
援に関する総合的な支援等を行い
ます。

・圏域の(自立支援）協議会等に出席
し、助言等を行うとともに、圏域アド
バイザーの活用により、各圏域及び広
域的な支援と調整を行いました。
・「三重県障がい福祉従事者人材育成
ビジョン」に基づき、相談支援専門員
研修等を開催しました。

圏域アドバイザー：１４名
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策3-2】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

・療育相談支援事業を全圏域で委託に
より実施し、関係機関の連携強化を図
りました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・自閉症・発達障害支援センターに地
域支援マネージャーを配置し、地域支
援機能の強化を図りました。
・市町等の関係機関と連携をして、適
切な支援につながるよう、相談支援を
行いました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・重層的で途切れのない相談支援体制
を構築するため、市町、相談支援事業
所等の関係者による相談支援体制検討
会議を開催し、相談支援体制の強化に
ついて検討しました。
・療育相談支援事業を全圏域で委託に
より実施し、各圏域で地域の実情に応
じた検討促進を図りました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

相談支援従事者等の人材育成

・「三重県障がい福祉従事者人材育成
ビジョン」に基づき、相談支援専門員
研修等を開催しました。

相談支援従事者初任者研修、相談支
援従事者現任研修、相談支援従事者専
門コース別研修を実施 健康福

祉部
障がい
福祉課

施策の展開３

① 支援者の資質の向上のため、
「三重県障がい福祉従事者人材育
成ビジョン」に基づき、相談支援
における理念の浸透や、障がい当
事者をはじめとする関係者による
人材育成システムの構築により、
人材の段階的な資質の向上を図る
とともに、地域の支援体制の充
実・強化を図る人材を育成しま
す。

・「三重県障がい福祉従事者人材育成
ビジョン」に基づき、相談支援専門員
研修等を開催しました。

相談支援従事者初任者研修、相談支
援従事者現任研修、相談支援従事者専
門コース別研修を実施

④ 子どもの周囲の「気づき」の
段階から、ライフステージに応じ
た途切れのない支援や関係機関の
スムーズな連携による支援を適切
に提供できるよう、障がい児等療
育相談支援事業において、地域に
おける保健、教育、医療、福祉、
就労支援等の関係機関の連携強化
を図ります。

・療育相談支援事業を全圏域で委託に
より実施し、関係機関の連携強化を図
りました。

⑤ 「生活のしづらさ」を感じて
いる方等を、必要な相談や支援に
つなげるため、発達障がい者地域
支援マネージャーを配置し、地域
における身近な相談支援機関にお
いて、適切な支援につながる体制
を整備します。

・自閉症・発達障害支援センターに地
域支援マネージャーを配置し、地域支
援機能の強化を図りました。
・市町等の関係機関と連携をして、適
切な支援につながるよう、相談支援を
行いました。

⑥ 市町や障害保健福祉圏域単位
における障がい児支援の中核とな
る機能の強化を図るため、地域の
（自立支援）協議会等において、
児童発達支援、障害児相談支援お
よび保育所等訪問支援などの障害
児通所支援を総合的に提供する施
設の設置に向け、地域の実情に応
じた検討を促進します。

・市町障害福祉計画推進会議を開催
し、他圏域の先進事例の共有等を図り
ました。
・療育相談支援事業を全圏域で委託に
より実施し、各圏域で地域の実情に応
じた検討促進を図りました。
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策3-3】

保健・医療体制等の充実

平成28年度の取組概要 部局名 課名

障がいの早期発見と対応

・新生児に対し先天性代謝異常等検査
（19疾患）を実施し、先天性代謝異常
等を早期に発見し治療につなげること
で障がいの予防に努めました。

検査件数：14,489件

子ども・
家庭局

子育て
支援課

・発達に問題を抱える乳幼児等を対象
に、市町と連携し専門医等による発達
相談を尾鷲保健所、熊野保健所で実施
し相談支援を行いました。

尾鷲保健所：実施回数４回、実人数
20人（述べ57人）

熊野保健所：実施回数４回、実人数
34人（述べ60人）

子ども・
家庭局

子育て
支援課

・医療依存度の高いケースやメンタル
疾患を抱える母親への支援について、
保健所にて、講演会や研修会、事例検
討会の開催等行い、市町保健師と連携
して同行訪問等行いました。

子ども・
家庭局

子育て
支援課

医療・リハビリテーションの充実

・地域医療構想の策定に向け、平成28
年度は、地域医療構想調整会議（県内
８区域において各３回）において、各
区域の現状や医療提供体制のあり方に
ついて議論を行い、平成29年３月に地
域医療構想を策定しました。 医療対

策局

地域医
療推進
課

・特定医療費の支給認定対象者（306
疾患）14,889人に対して医療給付を行
い、患者の経済的負担の軽減につなが
りました。
・三重県難病相談支援センター事業を
ＮＰＯ法人三重難病連に委託し、難病
相談4,740件、疾患別学習会・交流会
等92回を実施しました。また、就労支
援については、関係機関との連携を図
り、相談429件、就労支援（初回面接
者）26件を実施しました。
・在宅難病患者の重症時の入院施設確
保のため、難病医療協力病院を２病院
指定しました。
・医療依存度の高い患者に対し、在宅
で安心して生活ができるよう、レスパ
イト入院、人工呼吸器装着患者の意思
伝達装置操作支援等を行いました（レ
スパイト入院36日、意思伝達装置操作
支援31件）。

医療対
策局

健康づ
くり課

② 各市町において乳幼児健診の
事後フォローとして実施している
発達相談や専門的な相談につい
て、専門医や臨床心理士、言語聴
覚士等の人材確保が困難な市町に
対し、専門的な支援を行います。

・発達に遅れのある乳幼児を対象に、
市町と連携し専門医等による発達相談
を尾鷲保健所、熊野保健所で実施し相
談支援を行いました。

尾鷲保健所：実施回数４回、実人数
24人(延べ54人）

熊野保健所：実施回数４回、実人数
26人(延べ46人）

施策の展開１

② 急性期、回復期を経て在宅復
帰へ至るまで、リハビリテーショ
ンが一貫して提供されるよう、医
療、福祉、介護関係者の連携体制
の構築を図ります。

・三重県脳卒中医療福祉連携懇話会を
開催し、脳卒中のリハビリテーション
が、回復期から在宅での療養まで切れ
目なく展開される体制の整備等に向け
て協議を行いました。

③ 市町を中心に行われている母
子保健サービスの中で、「医療依
存度の高いケース」や「メンタル
疾患を抱える母親の支援」など県
の技術的支援が必要なケースにつ
いては、同行訪問やケース検討会
への参加等、市町や関係機関と連
携して取り組みます。

・保健所保健師による医療的ケアの必
要な児やメンタル疾患を抱える母親に
対する支援として、市町保健師と連携
しての同行訪問や、事例検討会、研修
会の開催等を行いました。

施策の展開２

① 地域における効率的かつ効果
的な医療提供体制の確保を図るた
め、地域の医療需要の将来推計や
各医療機関から報告された情報等
をもとに、地域における医療提供
体制のめざす姿として地域医療構
想（ビジョン）を策定します。こ
の中で、急性期、回復期、維持期
を担う医療機関等の連携体制を構
築します。

・地域医療構想の策定に向け、平成27
年度は、地域医療構想調整会議（県内
８区域において各４回）において、各
区域の現状や医療提供体制のあり方に
ついて議論を行い、その策定状況を
「三重県地域医療構想の策定に向け
て」という形で整理しました。

分野別施策
３－３

【基本理念実現に向けためざす姿】
障がい者が身近な地域において、年齢や障がいの状態に応じた保健サービス、医療および
リハビリテーションが提供されるとともに、早期の段階から適切な療育が行われています。

プランにおける取組 平成27年度の取組概要

① 障がいの予防や早期発見のた
め、先天性代謝異常等検査を実施
し、早期治療につなげます。

・新生児に対し先天性代謝異常等検査
(19疾患)を実施し、先天性代謝異常等
を早期に発見し早期治療につなげるこ
とで、障がい等の予防に努めました。

検査件数：15,393件
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平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

・三重専門医研修プログラム（後期臨
床研修プログラム）について募集を行
い、医師修学資金貸与者等対象者99名
に対して個別面談等を実施しました。

三重専門医研修プログラム利用申込
み：17名

医療対
策局

地域医
療推進
課

・平成28年度の通報・申請等の件数は
278件あり、そのうち195件について精
神保健指定医の診察を実施し、その結
果、措置入院が必要と認められた83件
について精神科病院に入院させ、適切
な医療及び保護を行いました。また、
267人の方に714回の家庭訪問を行い、
1,625人、5,190回の相談を受けまし
た。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・県内の13の民間精神科病院を北部、
中南部の２ブロックに分け、夜間及び
休日の昼間の輪番制による精神科救急
医療体制と電話による24時間精神科医
療相談を、年間を通じた委託事業とし
て実施し適切に行いました。
・平成28年度の利用実績は、緊急入院
312件、外来診療581件その他相談助言
も含め3,020件となりました。
・一般救急との連携など精神科救急医
療システムの課題を協議するために、
三重県精神保健福祉審議会精神科救急
医療システム検討部会を開催しまし
た。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・県内すべての保健所圏域において地
域精神保健福祉連絡協議会が設置さ
れ、関係機関が連携して、課題共有、
課題解決を図っています。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・体制整備調整者を設置して、他圏域
でも実施できるように、働きかけを
行った結果、鈴鹿・亀山障害保健福祉
圏域及び津障害保健福祉圏域の２圏域
において、アウトリーチを実施しまし
た（支援登録者数：23人）。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・特定医療費の支給認定対象者（306
疾患）14,889人に対して医療給付を行
い、患者の経済的負担の軽減につなが
りました。
・三重県難病相談支援センター事業を
ＮＰＯ法人三重難病連に委託し、難病
相談4,740件、疾患別学習会・交流会
等92回を実施しました。また、就労支
援については、関係機関との連携を図
り、相談429件、就労支援（初回面接
者）26件を実施しました。
・在宅難病患者の重症時の入院施設確
保のため、難病医療協力病院を２病院
指定しました。
・医療依存度の高い患者に対し、在宅
で安心して生活ができるよう、レスパ
イト入院、人工呼吸器装着患者の意思
伝達装置操作支援等を行いました（レ
スパイト入院36日、意思伝達装置操作
支援31件）。

医療対
策局

健康づ
くり課

⑦ 障害保健福祉圏域を単位とし
て、医師、看護師、精神保健福祉
士等の多職種による訪問支援を行
う、アウトリーチのためのチーム
の設置を働きかけるとともに、未
治療等の精神障がい者が支援を受
けられるよう、アウトリーチチー
ムによる訪問支援の体制整備を図
ります。

・鈴鹿・亀山障害保健福祉圏域におい
て、アウトリーチを実施しました（支
援登録者数：21人）。また体制整備調
整者を設置して、他の圏域でも実施で
きるように、働きかけを行いました。

③ 地域医療支援センター後期臨
床研修プログラムの活用等による
医師の養成、確保および県内定着
の推進を図ります。

・三重専門医研修プログラム（後期臨
床研修プログラム）について募集を行
い、医師修学資金貸与者等対象者49名
に対して個別面談等を実施しました。

三重専門医研修プログラム利用申込
み：12名

⑧ 「難病法」の成立・施行に伴
い、新たな医療費助成制度の対象
となる疾病患者も含めた医療の提
供および患者の医療費負担の軽減
を図ります。また、受入病院の確
保や、総合的な相談、支援を行う
ため、拠点病院や三重県難病相談
支援センター、保健・福祉・労働
サービス提供機関等、関係機関の
連携体制を構築し、難病患者の地
域における安定した療養生活環境
整備を図ります。

・特定医療費の支給認定対象者（306
疾患）14,522人に対して医療給付を行
い、患者の経済的負担の軽減につなが
りました。
・三重県難病相談支援センター事業を
ＮＰＯ法人三重難病連に委託し、難病
相談4,924件、疾患別学習会・交流会
等100回を実施しました。また、就労
支援については、関係機関との連携を
図り、相談391件、就労支援（初回面
接者）23件を実施しました。
・医療依存度の高い患者に対し、在宅
で安心して生活ができるよう、レスパ
イト入院、人工呼吸器装着患者のコ
ミュニケーション機器操作支援等を行
いました（レスパイト入院53日、コ
ミュニケーション機器操作35件）。

④ 精神障がい者で、自傷他害の
おそれがあると判断される場合
は、精神保健指定医による措置診
察を行い、必要な医療および保護
を行います。また、治療に結びつ
けるための受診勧奨や家族支援お
よび、退院に向けた支援等の地域
保健福祉活動を行います。

・平成27年度の通報・申請等の件数は
270件あり、そのうち201件について精
神保健指定医の診察を実施し、その結
果、措置入院が必要と認められた111
件について精神科病院に入院させ、適
切な医療及び保護を行いました。ま
た、201人の方に525回の家庭訪問を行
い、1,498人、5,150回の相談を受けま
した。

⑤ 休日または夜間等に緊急な精
神科治療を必要とする場合に対応
するため、病院群輪番制による精
神科救急医療システムや電話によ
る24時間精神科医療相談を実施し
ます。また、地域で精神疾患の急
性発症等により緊急の医療を必要
とする精神障がい者に対して、保
健所、医療機関、関係機関の連携
により、適切な医療および保護に
つなげるための支援を行います。

・県内の13の民間精神科病院を北部、
中南部の２ブロックに分け、夜間及び
休日の昼間の輪番制による精神科救急
医療体制と電話による24時間精神科医
療相談を、年間を通じた委託事業とし
て実施し適切に行いました。
・平成27年度の利用実績は、緊急入院
337件、外来診療599件その他相談助言
も含め3,214件となりました。

⑥ 各保健所圏域において、地域
精神保健福祉連絡協議会等を設置
して、多様な精神疾患に関する問
題に対し、関係機関等が連携して
ネットワークを構築し、各地域の
状況、特性に応じた総合的な取組
を行います。

・県内すべての保健所圏域において地
域精神保健福祉連絡協議会が設置さ
れ、関係機関が連携して、課題共有、
課題解決を図っています。
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策3-3】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

・「みえ歯ートネット」の運営によ
り、障がい者の歯科保健対策の充実と
受診可能な歯科医療機関の情報提供に
努めるとともに、障がい者歯科セン
ターと歯科医療機関との連携を図りま
した。

障がい者歯科診療実績：1,707人
障がい者歯科研修会の実施：１回

・みえ歯ートネットの活用状況アン
ケートを実施しました。

医療対
策局

健康づ
くり課

・障がい者福祉施設や特別支援学校に
おいて、障がい児・者への歯科健診と
障がい児・者、施設職員、保護者への
歯科保健指導を行いました。

歯科保健指導実施施設：13施設
健康福
祉部

健康づ
くり課

・飲酒運転違反者のアルコール依存症
診断を行う指定医療機関の研修会を開
催しました。（開催回数：１回、参加
者：１９人）
・指定医療機関の会議にて検討され飲
酒運転違反者診療マニュアルを作成し
ました。（開催回数1回 参加者２１
人）

健康福
祉部

障がい
福祉課

・４か所の保健所において、精神保健
福祉連絡会や危機対応ネットワーク連
絡会等を開催し、アルコール依存症者
への危機介入に関する事例検討や連携
体制の課題に関する議論を実施しまし
た。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・国の「アルコール健康障害対策基本
計画」の策定を受けて、三重県精神保
健福祉審議会アルコール健康障害対策
推進部会を３回開催し、「三重県アル
コール健康障害対策推進計画」を策定
しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

発達支援・療育の充実

・県立小児心療センターあすなろ学園
において、発達障がい児等に対する専
門的な外来・入院診療を実施しまし
た。

外来延べ患者数 17,978人
入院延べ患者数 23,070人

子ども・
家庭局

子育て
支援課
（旧：発
達支援
体制推
進ＰＴ）

・県立草の実リハビリテーションセン
ターにおいて、肢体不自由児に対する
専門的な外来・入院診療等を実施しま
した。

外来延べ患者数 11,065人
入院延べ患者数  8,502人
短期入所事業 延べ利用人数 377

人
重度心身障がい児通園事業 延べ利

用人数 775人

子ども・
家庭局

子育て
支援課
（旧：発
達支援
体制推
進ＰＴ）

・４か所の保健所において、精神保健
福祉連絡会や危機対応ネットワーク連
絡会等を開催し、アルコール依存症者
への危機介入に関する事例検討やロー
ルプレイなどを実施しました。

② 県立草の実リハビリテーショ
ンセンターにおいて、肢体不自由
児を対象として、機能回復訓練、
日常生活訓練等を行うとともに、
小児整形外科、小児リハビリの専
門病院として治療、訓練、装具療
法等を行います。また、家族のレ
スパイトなどを目的とする短期入
所事業や重症心身障がい児の児童
発達支援事業および重症心身障が
い者の生活介護事業を実施しま
す。

・県立草の実リハビリテーションセン
ターにおいて、肢体不自由児に対する
専門的な外来・入院診療等を実施しま
した。

外来延べ患者数 12,180人
入院延べ患者数  8,965人
短期入所事業 延べ利用人数 342

人
重度心身障がい児通園事業 延べ利

用人数 722人

⑫ アルコール依存症患者等への
危機介入や治療のため、障害保健
福祉圏域を単位として、保健所、
医療機関、警察、消防等関係機関
の連携体制を構築します。

施策の展開３

① 県立小児心療センターあすな
ろ学園において、発達障がい児、
情緒障がい児、精神障がい児等、
精神および行動に疾患・障がいの
ある子どもを対象として、入院外
来診療を行うとともに、障がいの
理解を深める等の不安解消に向け
た取組や総合相談窓口での相談対
応等、家族支援にも取り組みま
す。

・県立小児心療センターあすなろ学園
において、発達障がい児等に対する専
門的な外来・入院診療を実施しまし
た。

外来延べ患者数 17,193人
入院延べ患者数 25,166人

・国の「アルコール健康障害対策基本
計画」が、平成２８年度に策定される
こととなったため、県アルコール健康
障害対策推進計画も平成２８年度に策
定することとししました。

⑬ 国の「アルコール健康障害対
策推進基本計画」の策定に関する
動向をふまえ、「県アルコール健
康障害対策推進計画」を策定しま
す。

⑩ 障がい者福祉施設や特別支援
学校において、障がい児・者の歯
科健診と、障がい児・者、施設職
員、保護者に対する歯科保健指導
を行うとともに、障がい児・者の
定期的な歯科受診につながるよう
働きかけます。

・障がい者福祉施設や特別支援学校に
おいて、障がい者への歯科健診と障が
い者、施設職員、保護者への歯科保健
指導を行いました。

歯科保健指導実施施設：13施設

⑪ アルコール依存症患者の早期
発見や早期治療、多量飲酒者への
支援等につなげるため、関係機関
が連携し、アルコール依存症やア
ルコール関連問題に関する正しい
知識の普及・啓発を行うととも
に、医師、保健師等を対象とした
研修を行います。

・飲酒運転違反者のアルコール依存症
診断を行う指定医療機関の研修会を開
催しました。（開催回数：1回、参加
者：19人）
・また指定医療機関の会議を開催し、
診療マニュアルの検討を行いました。
（開催回数：1回、参加者：21人）

⑨ 障がい者が、居住する地域で
安心して歯科受診できるよう、関
係機関と連携して障がい者歯科
ネットワーク「みえ歯ートネッ
ト」を活用した体制整備を図りま
す。

・「みえ歯ートネット」の運営によ
り、障がい者の歯科保健対策の充実と
受診可能な歯科医療機関の情報提供に
努めました。

障がい者歯科診療実績：1,532人
障がい者歯科研修会の実施：１回
障がい者の歯科健診・保健指導マ

ニュアル作成
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策3-3】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

・県立子ども心身発達医療センター及
び県立かがやき特別支援学校（分校）
の一体整備に係る建築工事を平成29年
３月に竣工しました。また、平成29年
６月の開設に向けて組織体制および業
務運営の検討を行いました。

子ども・
家庭局

子育て
支援課
（旧：発
達支援
体制推
進ＰＴ）

・市町の発達支援総合窓口における専
門人材の育成のため、県立小児心療セ
ンターあるなろ学園に市町職員（６
人）を「みえ発達障がい支援システム
アドバイザー」として受け入れ、長期
研修（１年間）を実施しました。
また、県立草の実リハビリテーション
センターにおいて巡回指導を実施し、
市町の療育センター等の職員に技術的
支援を行いました（地域療育相談実
績：38か所112回）。

子ども・
家庭局

子育て
支援課
（旧：発
達支援
体制推
進ＰＴ）

・「ＣＬＭ（チェックリストin三重）
と個別の指導計画」の保育所、認定こ
ども園、幼稚園への導入を促進するた
め、巡回指導（19市町36か所）を実施
しました。また、県内４地域で途切れ
のない発達支援研修会を開催し、保育
士等532人が参加しました。

子ども・
家庭局

子育て
支援課
（旧：発
達支援
体制推
進ＰＴ）

・児童相談センターにおいて、聴覚障
がいのある子どもを対象とした、きこ
えの相談、療育指導、補聴器のフィッ
ティング等を実施しました。

きこえの相談 延べ相談件数
（1,767件）

子ども・
家庭局

子育て
支援課
（旧：発
達支援
体制推
進ＰＴ）

③ 県立草の実リハビリテーショ
ンセンターと県立小児心療セン
ターあすなろ学園、児童相談セン
ターの言語聴覚機能を統合し、
「三重県こども心身発達医療セン
ター（仮称）」として一体的に整
備します（平成29年度開院予
定）。また、併設する特別支援学
校や隣接する国立病院機構三重病
院と連携することにより、発達支
援が必要な子どもに対して、専門
性の高い医療、福祉、教育が連携
した支援を行うとともに、地域支
援の機能を高め、発達支援の中核
として県全体の総合力の向上をめ
ざします。

・県立子ども心身発達医療センター及
び県立かがやき特別支援学校（分校）
の一体整備に係る建築工事に着手する
とともに、平成29年６月の開設に向け
て組織体制および業務運営の検討を行
いました。

⑤ 発達障がい児等に対する支援
ツール「ＣＬＭ（Check List in
Mie：発達チェックリスト）と個
別の指導計画」の保育所・幼稚園
等への導入を促進し、子どもが集
団生活で困難さを感じることなく
過ごせるようにするとともに、二
次的な問題行動等の予防にもつな
げます。

・「ＣＬＭ（チェックリストin三重）
と個別の指導計画」の保育所、認定こ
ども園、幼稚園への導入を促進するた
め、巡回指導（12市町22か所）を実施
しました。また、県内４地域で途切れ
のない発達支援研修会を開催し、保育
士等407人が参加しました。

⑥ 児童相談センターにおいて、
聴覚障がいのある子どもを対象と
して、きこえの相談や療育指導、
学校への訪問支援、早い段階での
補聴器のフィッティング等を中心
とした支援を行います。

・児童相談センターにおいて、聴覚障
がいのある子どもを対象とした、きこ
えの相談、療育指導、補聴器のフィッ
ティング等を実施しました。

きこえの相談 延べ相談件数
2,003件

④ 市町に対して、保健、福祉、
教育の機能が連携した総合支援窓
口の設置または機能の整備を働き
かけるとともに、総合相談・療育
の中核となる専門性の高い人材を
育成するための市町職員等の研修
受入や巡回指導における技術的支
援等を行い、発達支援が必要な子
どもが、成長段階に応じて適切な
支援が受けられるよう環境を整備
します。

・市町の発達支援総合窓口における専
門人材の育成のため、県立小児心療セ
ンターあるなろ学園に市町職員（６
人）を「みえ発達障がい支援システム
アドバイザー」として受け入れ、長期
研修（１年間）を実施しました。
・また、県立草の実リハビリテーショ
ンセンターにおいて巡回指導を実施
し、市町の療育センター等の職員に技
術的支援を行いました（地域療育相談
実績35か所112回）。
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防災・防犯対策の推進

平成28年度の取組概要 部局名 課名

防災対策の推進

・引き続き、市町に義務付けられた
「避難行動要支援者名簿」の作成につ
いて、先進事例を紹介するとともに、
各市町への助言を行い、名簿が早期に
作成されるよう働きかけました。

避難行動要支援者名簿作成済み市町
25市町（H27：作成済み 22市町)

避難行動要支援者名簿に基づく個別
計画策定済み市町 5市町(H27策定済み
4市町)

防災対
策部

防災企
画・地
域支援
課

・Lアラート全国総合訓練に参加し、
情報伝達者に対して訓練への参加を促
すとともに、Lアラートのアピールを
行いました。

訓練に参加した情報伝達者 22事業
者

防災対
策部

防災対
策総務
課

・三重県障害者施設整備事業費補助金
によりスプリンクラー設置を支援しま
した。（８事業所） 健康福

祉部
障がい
福祉課

・事業所指定や実地指導において、非
常災害発生時の安全確保のための計画
策定等について指導しました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・市町担当者会議における説明や、福
祉避難所未確保の町の訪問など、確保
に向けた働きかけを行いました。その
結果、平成28年度末で29市町で福祉避
難所が確保されました。

健康福
祉部

健康福
祉総務
課

・熊本地震の際にDPAT隊を８隊（６病
院）派遣し、災害時精神科医療及び搬
送が必要な患者の移送に従事しまし
た。
・協定病院を増やし12病院としまし
た。 健康福

祉部
障がい
福祉課

・三重DPAT活動研修（参加者数：94
人）を開催しました。
・県総合防災訓練（図上訓練）及び三
重県・津市総合防災訓練に参加しまし
た。

健康福
祉部

障がい
福祉課

④ 事故・災害、急病・負傷等に
迅速かつ適切に対応できるよう、
社会福祉施設に対して安全対策マ
ニュアル等の具体的な計画の策定
を働きかけ、施設のリスクマネジ
メントの向上を図ります。

・事業所指定や実地指導において、非
常災害発生時の安全確保のための計画
策定等について指導しました。

⑤ 市町による福祉避難所の指定
や社会福祉施設等との協定締結を
より一層促進するため、福祉避難
所未指定（協定未締結）の市町を
主な対象として、福祉避難所の確
保を働きかけます。

・市町担当者会議における説明や、福
祉避難所未確保の市町の訪問など、確
保に向けた働きかけを行いました。そ
の結果、平成27年度末で28市町で福祉
避難所が確保されました。

⑥ 大規模災害等の発生後に、被
災地域において、精神科医療およ
び精神保健活動の支援を行うた
め、精神科病院等の関係機関と連
携し、災害派遣精神医療チーム
（Disaster Psychiatric
Assistance Team：DPAT）を設置
するとともに、DPATの活動時にお
ける、市町や医療機関等との連携
体制について検討を進めます。

・三重DPATの設置運営要綱を制定し、
県内の精神科病院（11病院）と派遣協
定を締結しました。三重DPAT活動マ
ニュアルの策定をとおして、県庁内の
災害支援関係課及び保健所、市町、精
神科病院等と連携体制について検討を
進めました。

⑦ DPATが、被災地域において、
効果的な活動を行うため、DPAT構
成員を対象とした研修を行うとと
もに、防災訓練等に参加します。

・災害時のこころのケアとして「サイ
コロジカル・ファーストエイド（心理
的救急処置）研修」（参加者数：84
人）と「DPAT活動についての研修」
（参加者数：72人）を開催しました。

① 災害時要援護者対策を推進す
るため、各市町の課題解消に向け
た助言を行い、県内全市町におけ
る「避難行動要支援者名簿」、
「個別計画」の作成を促進しま
す。

・災害対策基本法の改正により、これ
まで任意で作成が進められていた「災
害時要援護者名簿」にかわって、「避
難行動要支援者名簿」の作成が市町に
義務付けられたことから、名簿の作成
について先進事例を紹介するととも
に、各市町への助言を行い、名簿が早
期に作成されるよう働きかけました。

避難行動要支援者名簿作成済み市町
22市町（H26：作成済み 23市町）

個別計画策定済み市町 8市町
（H26：策定済み  8市町）

② Ｌアラート（公共情報コモン
ズ）に提供した情報が複数の手段
により伝達できるよう、伝達事業
者の加入を促進します。

・Lアラート全国総合訓練に参加し、
情報伝達者に対して訓練への参加を促
すとともに、Lアラートのアピールを
行いました。

訓練に参加した情報伝達者 21事業
者

③ 通所や共同生活援助の障害福
祉サービスを提供する施設におけ
る利用者の安全・安心を確保する
ため、施設の耐震化やスプリンク
ラーの設置を促進します。

・平成27年度においては、三重県障害
者施設整備事業費補助金により耐震化
やスプリンクラー設置を行った施設は
ありませんでした。

施策の展開１

分野別施策
３－４

【基本理念実現に向けためざす姿】
障がい者が地域社会において、安全・安心して生活することができるよう、災害時
における支援体制が強化されるとともに、犯罪に強い社会が形成されています。

プランにおける取組 平成27年度の取組概要
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みえ障がい者共生社会づくりプラン進捗状況【分野別施策3-4】

平成28年度の取組概要 部局名 課名プランにおける取組 平成27年度の取組概要

・平成28年度については新たな市町と
の締結には至りませんでしたが、協定
未締結の市町に対し意向調査を行うな
ど締結に向けて働きかけを行いまし
た。

健康福
祉部

障がい
福祉課

・各消防本部や関係機関と連携し、広
報媒体(テレビ、ラジオ等)の活用やイ
ベント等において住宅用火災警報器の
普及啓発を行いました。

防災対
策部

消防・
保安課

・自立支援協議会に医療的ケア課題検
討部会を設置し、医療的ケアに係る課
題の整理・優先順位付けを行い、課題
への具体的な取組について議論しまし
た。（部会開催：2回）
・県内1か所（中勢地域）に支援拠点
を設置し、多職種の連携を深めるため
の事例検討会議の開催や、相談支援専
門員等を対象とした資質向上を目的と
した研修会の開催などに取り組み、地
域における支援機関の連携強化及び支
援体制の構築を図りました。

健康福
祉部

障がい
福祉課

防犯対策の推進

・前年度に引き続き、県警Webサイ
ト、広報紙等各種媒体を通じた広報啓
発活動を実施し「ファックス１１０
番」や「ウェブ１１０番」の適正利用
について周知に努めました。
平成２８年中「ファックス１１０番」
の受理件数２件、「ウェブ１１０番」
の受理件数１８件

警察本
部

通信指
令課

・県警Ｗebサイトへの「警察安全相談
窓口の案内」と「電子メール用の受付
フォームの設置」を継続するととも
に、「県警だより」、交番・駐在所が
発行する「ミニ広報誌」、「警察相談
の日（９月１１日）」のラジオ放送、
街頭広報等を通じて、警察安全相談窓
口の周知に努めました。

平成２８年中「電子メールの相談
等」の受理件数６８３件

警察本
部

広聴広
報課

・県警ホームページに登載する資料に
ついて、平易な表現や色調の調整を行
うなど、高齢者や障がい者等の利用に
配慮した構成に努めました。 警察本

部
広聴広
報課

② 聴覚・言語に障がいのある人
等が警察へ相談する場合の通信手
段（メール、ファックス等）につ
いて、県警ホームページや街頭広
報活動などによる一層の周知に努
めます。

・県警Ｗｅｂサイトへの「警察安全相
談窓口の案内」と「電子メール用の受
付フォームの設置」を継続するととも
に、「県警だより」、交番・駐在所が
発行する「ミニ広報紙」、「警察相談
の日（９月１１日）」のラジオ放送、
街頭広報等を通じて、警察安全相談窓
口の周知に努めました。

平成２７年中「電子メールの相談
等」の受理件数 ６１１件

③ 県警ホームページについて、
ウェブアクセシビリティに配慮し
たコンテンツの充実に努めます。

・県警ホームページへの犯罪情報等の
登載に当たっては、分かりやすい表現
による記載や色調の調整など、高齢者
や障がい者等の利用に配意したコンテ
ンツの作成に努めました。

⑩ 医療的ケアが必要な障がい者
への災害時の対応について、市町
や医療機関等と連携し、検討を進
めます。

・自立支援協議会に医療的ケア課題検
討部会を設置し、医療的ケアに係る課
題の整理・優先順位付けを行い、課題
への具体的な取組について議論しまし
た。（部会開催：4回）

施策の展開２

① 110番センターに設置されてい
る聴覚・言語に障がいのある人等
のための「ファックス110番」、
「ウェブ110番」について、テレ
ビやラジオなどあらゆる広報媒体
を活用し、継続した広報活動によ
る利用促進を図ります。

・県警Webサイト、テレビ、ラジオ、
広報紙等の各種媒体を活用し、
「ファックス１１０番」や「ウェブ１
１０番」の周知に努めたほか、聾学校
の生徒等による１１０番センターの見
学時に、「ファックス１１０番」や
「ウェブ１１０番」に関する説明を行
いました。
  平成２７年中「ファックス１１０
番」の受理件数７件
  平成２７年中「ウェブ１１０番」の
受理件数８件

⑧ 三重県聴覚障害者支援セン
ターと市町の間で、避難行動要支
援者名簿の提供等に関する協定の
締結を促進することにより、災害
時における聴覚障がい者の安否確
認や避難所支援等を行います。

・災害時における聴覚障がい者の安否
確認や避難所支援のため、三重県聴覚
障害者支援センターが２市１町（鳥羽
市、尾鷲市、紀北町）それぞれと災害
時要援護者の支援に関する協定を締結
しました。

⑨ 住宅火災発生時における初期
消火や避難などの適切な対応が困
難な障がい者を被害から守るた
め、消防本部等と連携をしなが
ら、火災予防の啓発に努めます。

・前年度に引き続き、各消防本部と連
携し、広報媒体(テレビ、ラジオ等)の
活用やイベント等において住宅用火災
警報器の普及啓発を行いました。
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